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重点事項 
 

中期目標 

 はじめに  

長野大学は、昭和４１年に地元自治体（小県郡塩田町・現上田市）が全額出資し、学校法人が運営する私立の本州大学として設立された。設立後まもなく本州大学は経営難に陥り、昭

和４９年に長野大学と名称を変更し、新たに出発した。 

以後、地域に支えられ地域とともに歩む大学として多くの人材を育成し、民間機関が実施する地域貢献度調査でもここ数年高い評価を得ている。 

しかし、近年の少子化に伴う１８歳人口の減少、受験生の国公立大学志向、大都市圏への大学志向により、地方の私立大学の運営は極めて厳しい状況に立たされており、長野大学にお

いても志願者の減少傾向が続いてきた。こうした状況の中、上田市に対して大学を運営する学校法人長野学園から公立大学法人化の要望があった。 

これを受け、上田市は、地域が支えてきた５０年に及ぶ大学の歴史の重みを踏まえ、大学の運営基盤を強化し、改革を始めとした様々な取組により地域から信頼される大学となり、大学と

ともにまちづくりを実践することで市が発展することを願い、公立大学法人長野大学を設立する。 

設立の目的は、地域に根ざした大学として教育と研究を推進し、豊かな人間性と高い専門性及び国際的な視座をもった実践力のある人材を育成し、地域の産業及び社会の発展に貢献

する知の拠点を形成することにある。 

この目的を踏まえ、大学は、市民によって支えられていることを自覚し、不断の改革を実行することを通じて、地域に愛され、地域の力になる大学として持続的に発展することが求められ

ており、設立者である上田市は、次の点を基本に中期目標を定める。 

【教育】 

地域をフィールドとして地域の人々の経験から学び、大学の科学的知識を活用して協働的に課題を解決する実践的な教育を行い、もって、地域に根ざしながら世界を視野に活躍できる

高度な知識と技術を有し、深い知性と豊かな人間性に富み、社会の持続的発展に貢献する人材を育成する。 

【研究】 

独創的、創造的な研究を推進し、殊に学外と連携した研究を通じて、学術貢献はもとより、新たな産業を生み出す芽となるような研究を推進し、研究活動や研究成果を社会に発信する。 

【地域貢献】 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働しながら、地域における課題解決に取り組み、大学の知識や技能を活かした地域づくり活動を行う。 

また、こうした活動を通じて、地域産業を担う人材を育成し、卒業生の上田地域における就職や社会活動への参加を促進する。 

【大学運営の改善】 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する 

 

 

中期計画 

 はじめに  

公立大学法人長野大学(以下長野大学という)は、「信州の学海」の伝統を受け継ぎ、地域に根ざした大学として教育と研究を推進させ、地域の産業及び社会の持続的発展に貢献する知

の拠点を形成することを目的に、上田市が設立した。 

このため、長野大学は地域社会に貢献する人材育成の拠点づくりを目指し、中期目標に示された「豊かな人間性」と「高い専門性」、「国際的な視座を持った実践力」を身に着けた人材を

育成するとともに、市民によって支えられる大学であることを自覚し、地域を主題とした研究を推進し「地域課題の解決システム」の構築と、新たな地域の創造に寄与する人材を受け入れ、

育成し、輩出する「地域人材の循環システム」を構築する。 

また、教育と研究、地域貢献の進展を図り、この地に生きる、教養ある職業人（新たな地域の創造に寄与する人材）を育成するとともに、地域に愛され、地域の力になる大学として発展して

いくために、中期計画に定めた大学運営に関する以下の取り組みを着実に進め、経営及び教育・研究内容の点検と改善を常に行い、理事長と学長のリーダーシップのもと、全教職員が一

丸となって改革を実践していく新しく活気のある大学づくりにまい進する。 

経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導のもとに、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にした体制を構築する。 

また、教育研究水準の向上を図るため、能力や業績が教員の処遇に適切に反映される評価制度を構築し、大学運営の効率化を図り、安定的な経営基盤の確立に取り組む。 

さらに、地域特性や受験生のニーズ及び産業界の意向を踏まえ、時代や社会に求められる学部・学科編成及び大学院設置を検討する 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

重点事項 

 【教育】 

 (1) 教養教育と専門教育を通して、広い

視野に立ってものごとを自力で判断でき

る力を育成し、各分野においてリーダー

シップが発揮できる高い専門性と問題解

決能力を持った社会の持続的発展に貢

献する人材を輩出する。 

(2) 学生自らが地域づくりや、企業、組織

等の課題発見・問題解決活動に取組むこ

とによって地域社会に求められる能力・姿

勢に気付き、向上させることができるよう

支援する。そのために地域社会の人々と

の協働による学びを通じて、地域課題の

解決に役立つ多面的・総合的な知識や

能力を育成する地域協働型教育を教育

の柱に据える。 

(3) 地域の実情を知ると同時に、卒業後

の進路や、将来を意識した取組を充実さ

せるために、企業・組織・自治体や地域住

民との連携を強化して、学生のゼミナー

ルやフィールドワーク、実習・インターンシ

ップによる学修を促進する。 

 

【教育】 

教養教育と専門教育、地域協働型

教育を教育の柱に据え、「この地

に生きる、教養ある職業人」（新

たな地域の創造に寄与する人材）

を育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 
（1）教養教育では、語学教育とりわけ「英語」カ
リキュラムの改革に重点を置き、プレゼンテーシ

ョンやディスカッションを授業内に多く取り入れ
るなど教員と学生との双方向性を高めつつ、表現
力や批判的思考力も養う英語教育の改革を進め

た。 
また、地域の文化芸術を学ぶ科目として「メディ

ア芸術論」を新たに開設したり、「海外研修」を中

国の北京工業大学で実施するなどして、学生が地
域や海外に目を向ける機会を拡充した。 
 

(2)専門教育では、学生の職業観を低学年から養成
するという視点に立ち、全学部 2 年次以降を対象
にした「キャリアデザイン論」や「職業観養成特別

講義 A(生活と金融)」（日本銀行寄附講座）を新た
に開設した。その他にも、企業・組織からの寄付講
座とし観光系専門科目「観光特別講義 A」（長野県

観光部寄附講座）、福祉系専門科目「社会福祉特別
講義 G（新聞で現代社会を考える）」（信濃毎日新聞
社寄附講座）を開講した。 

また、社会福祉学部では、「介護職員初任者研修」
を開講し専門教育の拡充を図るとともに、国家資
格「公認心理師」課程を平成 31年度の設置に向け

て、検討・準備を行った。 
 

（3）地域協働型教育では、それぞれの学部におい

て、地域課題解決にかかるゼミナール、プロジェク
トを推進し、3学部で計 55件の取組みを実施した。
また、「まちなかキャンパスうえだ」において、福

祉（12月）、観光・国際交流（1月）、起業・研究（2
月）をテーマに、学生と地域とのコラボイベントを
計 3 回実施した。ここでは本学学生の地域協働型

の取組を発表・報告するとともに、それぞれの今後
の展開について地域住民と意見交換を行った。 
 

（4）授業方法・内容の改善を図るために、授業ア
ンケート実施後に各担当者が作成する「授業アン
ケート報告書」について PDCAを重視した形に様式

変更するとともに、教員の対象とした「授業改善ア
ンケート」を実施し、公立化後の学生層の変化を把
握・共有できるようにした。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

重点事項 

 【教育】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また、学生が自身の成績状況（評定）を理解し、

目標をもった学びが進められるように、成績評価

システム（GPA）の本格導入に向けた基準や活用方
法の検討を行った。 
さらに、教育環境の整備にあたっては、上田市内

3団体との連携強化や、インターンシップ報告会で
の意見交換会の実施、大学・入試説明会及び業界・
仕事研究セミナーでのアンケートの実施などを行

い、本学の今後の教育方針や教育内容の検討に活
用した。 
 

（5）学生支援検討会を各学部で定期的に実施する
とともに、各種就職支援を推進することにより、学
生支援にかかる指標の「退学率」（前年度より低下

させる）、「就職決定率」（95％以上）、「卒業者に対
する就職者・進学者の割合」（公立大学の平均
88.8％以上）については年度計画で定めた目標を

達成することができた。 
 また、オープンキャンパスや大学見学会、大学・
入試説明会などの各種広報活動により、それぞれ

の入試において志願者を獲得することができると
ともに、公立大学の平均志願倍率（一般入試５倍程
度）を確保することができた。 

 
【今後の課題・方向性】  
「この地に生きる、教養ある職業人」の育成に向

けて、本学の教育の 3 本柱（教養教育、専門教育、
地域協働型教育）のそれぞれにおいて教育の方法
や内容の改善に努めることができた。次年度にお

いては、教養教育では、特に、語学教育における技
能別のカリキュラムの推進を、専門教育において
は、特に、職業人として必要な専門基礎能力の特定

およびそれらのさらなる涵養を、地域協働型教育
においては、特に、地域の企業・組織・団体のニー
ズを踏まえた事業の展開およびそれらとの関係深

耕を課題としたい。 

また、入試制度の検討および入試広報の拡充、授
業方法・内容の改善および教育環境の整備、さらに

は学生の学び・生活・就職などの各種支援策の整備
により、学生の入学から就職までの切れ目のない
支援に努める。 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

重点事項 

 【研究】 

 (1) 地域を研究の主題とする大学を目指

し、教員は、様々な課題に地域と協働で

取り組み、自身の問題意識と研究力量を

継続的に向上させ、現実的な問題を解決

するための研究成果を作り出す。この成

果を地域社会に還元し、持続可能な共生

社会の創造に寄与する。 

(2) 科学研究費補助金、各種寄付金、共

同研究・受託研究収入など競争的外部資

金を獲得できるよう応募に当たっての教

員への関連情報の提供・アドバイスの実

施等による支援など、研究支援体制を整

備する。 

(3) 教員が研究成果をあげられるよう、特

に大学運営業務において、会議の削減

や時間短縮等の負担軽減を図るなど、研

究環境の改善を行う。 

【研究】 

地域を研究の主題とする大学を目

指し、教員は、様々な課題に地域

と協働で取り組み、研究成果を作

り出す。 

そのために、科学研究費補助金、

各種寄付金、共同研究・受託研究

収入など競争的外部資金への応募

にあたっての研究支援体制を整備

するとともに、会議の回数削減や

時間短縮等の負担軽減策など研究

環境の改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 
（1）地域問題の解決、地域遺産の発掘など、地

域を研究テーマにした研究活動を行った。 
 具体的には、塩田平のため池を研究テーマに取
り上げ、ため池の変遷を検証し、これからため池

をどのように利用していくのか考察した研究、小
諸城の状況をデジタルアーカイブ技術を使って保
存する研究、障がい者の就労支援を社会福祉と農

業を組み合わせて考える研究等があげられる。本
年度はまとまった研究成果を出すまでには至らな
かったが、次年度以降は研究成果を地域に還元し

ていく予定である。 
 
（2）競争的外部資金への応募をサポートする試

みとして、科学研究費補助金の申請書の作成に関
する研修会をおこなった。また、科学研究費補助
金の申請書作成にあたっての留意点の助言や申請

書の添削を行った。 
 
（3）研究時間を確保するための会議の回数削減

や時間短縮など研究環境の改善については、大学
全体の問題でもあるため十分に達成できなかっ
た。 

 
【今後の課題・方向性】 
 地域の課題解決をテーマにした研究を活性化

するため、各教員が持っている地域に関する情報
を共有化し、共同研究を生み出す状況を創り出
す。教員が研究に集中できる状況を大学全体とし

ても整えていく。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

重点事項 

 【地域貢献】 

 (1) 地域と協働し、安心して暮らし続けら

れる「まちづくり」や、地域の産業振興と持

続的発展に寄与できる「ひとづくり」の実

現を目指し、平成２９年度に「地域づくり総

合センター」を創設する。センターでは、

人口減少対策、地域住民の福祉向上、産

業振興、人材育成、起業支援、移住促進

など地域が抱えている課題の解決に向け

た取組を推進する。 

(2) 地域課題の解決を担う意識・意欲の

高い学生を積極的に受入れて、地域を常

に意識できる人材に育成するとともに、卒

業生の上田地域における就職や社会活

動への参加を促進する。 

 

【地域貢献】 

地域と協働し、安心して暮らし続

けられる「まちづくり」や、地域

の産業振興と持続的発展に寄与で

きる「ひとづくり」の実現を目指

して創設した「地域づくり総合セ

ンター」の機能強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 
（1）地域づくり総合センターの役割や機能をまと
めた案内書等による情報発信を通じて、センター

のグランドデザインを学内外で共有を図った。ま
た、地域づくり総合センターの事業推進責任者と
して担当副学長を指名し、学内の推進態勢を整え

た。 
 
（2）地域づくり総合センターが取り組む事業とし

て、地域の総合的課題解決プロジェクト、地域人材
育成プログラム、まちなかキャンパスうえだ、生涯
学習事業、小中高大連携事業、地域連携事業等とし

て整理し、事業の柱と位置づけを明確にしながら
諸事業に取り組んだ。 
 

（3）地域の総合的課題にかかるプロジェクトおよ
び地域人材育成プログラムとして、「知財活用プロ
ジェクト」「COC+事業」等に取り組んだ。また、新

たなプロジェクトとして、塩田まちづくり協議会
等との連携による「塩田ため池芸術祭（仮称）」や
上田市との協働による「信州上田学事業」の企画推

進を行った。 
 
（4）市内４大学が連携して進める「まちなかキャ

ンパスうえだ」事業では、本学が中心となって、市
民講座やコーディネーター企画の運営を行った。 
 それにより、年間の来訪者・利用者が 4,405 名

となり、地域のコミュ二ケーション拠点として一
定の役割を果たした。 
 

（5）生涯学習事業として、市民開放授業、長野大
学連続講座、坂城町講座、まちなかキャンパス市民
向け講座を開講し、のべ 525名の受講者があった。

また、小中高大連携事業として、連携協定にもとづ
き蓼科高校における「蓼科学」の実施などの授業運
営支援をはじめ、講演活動、研修会講師、評議員派

遣など多くの連携活動を実施した。また学外から
の依頼があった審議会等の委員の委嘱、講師の派
遣回数は、のべ 383回に達した。 

b 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【地域貢献】 

   （6）地域連携事業等として、地域経済団体である

上田商工会議所、地域企業である（株）ミマキエン
ジニアリング、地域団体である塩田まちづくり協
議会等、多様な地域セクターと連携協定を締結し、

地域との連携強化を図った。また、一般財団法人浅
間リサーチエクステンションセンターに入会する
など、地域産業界との連携強化を図りながら、産学

官地域連携推進態勢の整備を進めた。 
 
【今後の課題・方向性】 

 地域づくり総合センターの推進する地域の総合
的課題にかかるプロジェクトおよび地域人材育成
プログラムとして、「知財活用プロジェクト」の拡

充や「信州上田学事業」への本格的に取り組みをは
じめ、地域づくり総合センターならではの新たな
プロジェクトの企画推進に努める。こうした主要

事業への取り組みをつうじて、地域づくり総合セ
ンターの具体的な取り組みを示すとともに、地域
における産学官地域連携態勢を整える。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

重点事項 

 【大学運営の改善】 

 (1) 理事長のリーダーシップのもと、必置

機関である経営審議会に加え理事会を

設置し、積極的に経営改善を図りながら

経営基盤の確立に取り組む。 

(2) 法人組織を強化するために、財務体

質の強化、学外関係組織との渉外、大学

改革に必要な学内外の情報収集・分析に

取り組む「総合戦略室」を新たに設ける。 

(3) 経営審議会には、外部有識者の意見

を大学経営に反映できるよう、外部委員を

半数以上とする構成とし、運営の確立に

取り組む。 

(4) 入学定員の見直し（平成３０年度：１年

次３４０名、編入２５名、平成３１年度：１年

次３８０名、編入２５名）、寄附金募集等に

より自己収入の増大を図る。また、組織の

見直し、教職員の確保・育成研修・意識

改革を進めつつ、費用対効果を意識した

給与体系・職員任用を進めるなど、各種

経費の効率化を図り、大学運営の健全化

を図る。 

(5) 地域特性や受験生のニーズ及び地

元産業界の意向を踏まえ、時代や社会に

求められる学部・学科編成及び大学院設

置に向けて学内委員に学外有識者委員

を加えた検討組織を置き、検討を行う。 

(6) コンプライアンス意識をもって大学運

営を行うための組織を設置し、検証を常

に行い、全学への徹底を図る。 

 

【大学運営の改善】 

（１）大学改革に必要な学内外の

情報収集・分析に取り組む。ま

た、時代や社会に求められる大学

院設置学部・学科編成設置に向け

た検討組織を設け財政面、学生募

集面、学生の送り出し面などをふ

まえながら検討を進める。 

（２）地方独立行政法人法改正に

伴い、市の業務方法書変更認可を

受け、これに基づく内部統制、コ

ンプライアンスの強化などに向け

た規程や仕組みづくりを行う。 

（３）大学運営強化のため組織の

見直し、教職員の確保・意識改革

を進めつつ、財務体質強化、教職

員体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組内容】 

（1）コンサルタント業者と契約し、データ収集
を行い、大学院及び学部学科再編（案）を取りま
とめ、上田市議会平成 31年 3月定例会全員協議

会において報告した。また、福祉系大学院につい
ては、令和 3年度に設置する方針とした。 
 

（2）業務方法書に定める内部統制システムに関
する規程を制定し、体制の整備を図った。 
 

（3）事務組織の見直しを行い、柔軟で効率的な
事務事業の執行を図るため、グループ制を導入し
た。 

 

b 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

ア 教育内容の改善 

中期目標 

各学部の学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を示した上で、それに沿った教育を展開し、学生の到達度から教
育成果を確認・評価することにより、各方針や教育内容の改善を行う仕組みを構築する。 

また、豊かな人間性を育む「教養教育」、職業人として必要な能力を養成する「専門教育」、地域課題に立ち向かい解決する能力を高めるための「地域協働型教育」を実施し、
社会で活躍できる実践力と創造性に富む人材を育成する。 

(ア) 教養教育 

様々な学問分野の考え方を学び、広い視野で自分の専門に関連付けて考える教養と、対話的討論を基にした協働学習を通じて、自身で考え、判断できる能力を養成する。 
また、グローバル化する現代社会において必要な、語学力を向上させ、異文化を理解し、海外との交流を円滑に行うコミュニケーション能力を養成する。 

(イ) 専門教育 

基盤的専門知識の修得と、それらを企業や組織において活用する実践的応用力を養成する。 

(ウ) 地域協働型教育 

地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と協働した教育により、地域社会に蓄積された経験的知識と大学の科学的知識を活用し、課題を発見し解決する能力を養成する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 地域が直面している課題に向き合い、そ
の課題に取り組み続けられる「地域の未
来を創造できる人材」を育成する。 

このため、対話的討論により、自身で考
え、自らの力で判断できる能力を養成す
る「教養教育」と職業人として必要な能力

を養成する「専門教育」、地域社会の人び
ととの学びを通じて、地域課題の解決に
必要な多面的・総合的な知識を共創する

力を育成する「地域協働型教育」をディプ
ロマポリシーに基づき実施する。 

 

（ア）教養教育 
対話的討論を基本とした少人数講義と

ゼミナールを展開し、自分が直面してい

る課題を自らの力で考え、判断し、明晰に
言語表現できる能力を養成するととも
に、「信州の自然・文化・風土をフィール

ドとし、現代社会が提起する諸問題を多
面的・総合的にとらえ、自らの役割を的確
に認識し実行できる人材」の育成を教養

教育の理念として掲げ、教育を行う。 

１ 各学部の教務委員会や教育実践交

流広場における課題共有、ＦＤ委員会

における授業改善活動を通して、教

養・専門・地域協働型の教育の質的改

善を図る。 

・教養教育推進室において、カリキュ

ラムの充実、検討をさらに進めつ

つ、教育内容の質の向上に関する試

行的授業を実施する。 

・職業観養成科目の再構築（1 年から

4 年までの切れ目のない支援を重視

して）を進める。 

・職業観養成科目「職業観養成特別講

義 A(生活と金融)」を開講する。（日

本銀行寄附講座） 

・観光系専門科目「観光特別講義 A」

を開講する。（長野県観光部寄附講

座） 

・福祉系専門科目「社会福祉特別講義

G（新聞で現代社会を考える）」（信濃

毎日新聞社寄附講座） 

 

 

【取組内容】 
（1）7月に、公立化後の学生層の変化ならび にそ
れに伴う授業内容の改善状況などを把握することを

目的とした「授業改善アンケート」を実施した。
（提出者数：35名） 
 また、5月と 1月に教育実践交流広場を開催し、5

月は「バリアフリー授業実践」をテーマに（参加者
数：31名）、1月には、「入学者層の変化に対応した
授業内容・方法の検討―授業アンケートを踏まえて

―」をテーマに「授業アンケート」と「授業改善ア
ンケート」の集計内容の情報共有を図るとともに、
学生層の変化に対し、初年次ゼミナール（1年次必

修）ではどの様な取り組みが行われているのか、ま
たその成果などに対し意見交換を行い、課題と授業
改善の方策について議論した。（参加者数：36名） 

（2）教養教育推進室では、特に「英語」カリキュ
ラムの改革に重点を置き、英語担当非常勤教員も交
えながら授業の方針や内容の検討（計 4回）を行っ

た。 
 具体的には、英語を用いたプレゼンテーションや
ディスカッションを授業内に取り入れ、教員からの

一方向の授業ではなく、教員と学生との双方向性を
高めつつ、表現力や批判的思考力も養う英語教育の
改革を進めた。 

b 
 

H29 

評価 

1(b) 

2(b) 

3(b) 

4(b) 

5(b) 

・教養教育推進室で英語教育の改革を進めた。 

職業観養成科目の充実が図れた。 

・授業改善アンケートは、全教授に実施すべきで
はないか。 

・教育実践交流広場を開催し、全学部で共有した
ことは評価できる。 

・全教員で共有する必要はないか。 

・議論したとあるが、どのような議論がなされた
のか、議事録がなく、効果が確認できない。 

・次年度のカリキュラム方針は資料からわかる
が、検討された内容の資料がない。 

・非常勤教員との懇談により情報共有されてい
る。常勤教員にもフィードバックすることも有
効ではないか。 

・海外研修により、学生達が様々な経験を通し
て、成長している。 

・中期計画に対して、年度計画がリンクしている
のか、わかりやすくして欲しい。 

・介護職員初任者研修を実施されている。 

・ゼミナール費補助を見直すのは良いが、目的を
持って見直すことが重要ではないか。 

b 
 

H29 

評価 

1(b) 

2(b) 

3(b) 

4(b) 

5(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 また、地域社会、国際社会で活躍でき
る人材を育成するために必要な科目を
設けるなど、教養教育（カリキュラム）

の見直しを適宜行う。 

【関心・意欲の喚起】 
１年次よりゼミナールを展開させる

ことにより、常に知的好奇心を失わず、
論理的・批判的に思考する意欲を喚起
する。 

【自学自修の態度】 
知識を単に伝達するだけではなく、

課題を投げかけ、学生自身がその課題

に向き合うことにより、自学自修の態
度をもち、生涯にわたって自己を啓発
していく力を身に付ける。 

【知識・理解力の養成】 
１年次よりゼミナールを展開させる

ことにより、現代社会が提起する諸問

題を多角的・総合的にとらえる知識と
理解力を養成する。 

【思考・判断力の養成】 

自主的・自立的な人間として社会と
かかわり、責任ある役割を担うことが
できる力を養成するために、現場体験

学習及び協働型学習を重視する。 

【技能・表現力の養成】 
国際社会で活躍できる人材を育成す

るため、教育内容やクラス編成（レベ
ル）を見直すなど「外国語教育（英語、
中国語）」を強化するとともに異文化理

解・国際理解を目的とした、海外学術交
流協定大学等での学習プログラム（２
～３週間）「海外研修」を積極的に促し、

国内外で他者とのコミュニケーション
を円滑に図ることができる知識や技能
を養成する。 

 

・全てのゼミに対して、ゼミ費の補

助及び成果報告のための印刷費

を補助し、ゼミ活動の充実を図

る。 

・介護職員初任者研修資格の充実を

めざし、学びの環境を整備する。 

・フィールドワーク、実習演習にか

かるバス等の費用を教育充実費

より追加しつつ、地域での連携授

業の支援を実施し、地域協働型教

育をさらに強化促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）フィールドワークに係るバス等の教育充実
費が追加され、平成 30年度は 55件の地域協働型
学習（フィールドワークを含む）が展開された。 

 
（4）職業観養成科目の充実を図るため、寄附講
座として「職業観養成特別講義 A(生活と金融)」

（日本銀行寄附講座）を開講した。 
 
（5）企業・組織からの寄附講座として、観光系

専門科目「観光特別講義 A」（長野県観光部寄附講
座）、福祉系専門科目「社会福祉特別講義 G（新聞
で現代社会を考える）」（信濃毎日新聞社寄附講

座）を開講した。 
 
（6）社会福祉学部では、専門教育の充実を図る

べく、在学生や受験生から要望が高かった国家資
格「公認心理師」課程を令和元年度の設置に向け
て、検討・準備を行った。 

 
（7）9月には、非常勤教員との懇談会を実施し
た。（非常勤講師出席者数：17名）懇談会では、

公立大学法人化後の教育方針について共有を図る
とともに、公立化後の学生像の変化について入試
動向や「授業改善アンケート」の回答内容などを

用いながら意見交換を行った。 
 
（8）介護職員初任者研修を実施する体制を整備

し後学期に開講した。18名の学生が受講し全員が
修了した。                                                                                                                                                                                                     
 

（9）平成 30年度後学期より、上田市交流文化芸
術センター館長の津村卓氏を招き、地域の文化芸
術を学ぶ科目として「メディア芸術論」を新たに

開講した。 
 

（10）「海外研修」については 2月 18日～3月 1

日にかけて中国の北京工業大学で実施した。1年
生 4名、2年生 6名、3年生 1名、計 11名の学生
が参加した。（社会福祉学部 2名、環境ツーリズ

ム学部 4名、企業情報学部 5名）  
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （イ）専門教育 
地域や組織のなかで、リーダーシッ

プが発揮できる高い専門性と問題解決

能力を持った、持続可能な地域活性化
を牽引できる人材を育成するため、学
部のディプロマポリシー、カリキュラ

ムポリシーに基づいた教育目標とその
達成に取り組む。 

また、新たな領域の設置に向けて、カ

リキュラムやコース編成を適宜見直
す。 

【社会福祉学部の教育目標】 

複雑化する福祉課題に対応するため
の知識と技術を身につけ、人々の福祉
の向上に寄与できる人材を育成する。 

そのために、ミクロ（個人、家族）・
メゾ（組織、施設）・マクロ（制度、政
策）レベルの専門知識及び技術力を育

成する教育を展開するとともに、福祉
課題を身近なものとしてとらえること
ができるよう、演習・実習、インターン

シップなど、実践的な学びを重視する。 

また、地域の実情に応じた地域包括
ケアシステムづくりを目指し、長野県

の特性を活かした独自性のある科目を
配置し、地域福祉に貢献できる力を育
成する。 

 

【環境ツーリズム学部の教育目標】 

地域社会の伝統、文化、自然環境、観

光、ビジネスに関する知識を身につけ、
持続可能な地域社会の発展に寄与でき
る人材を育成する。 

そのために、ゼミナール教育を基本
とし、学生の主体的な課題の設定、学生
が自ら提案するプロジェクトの実施に

よる実践的、創造的能力の形成、及び、
プロジェクトの実施という同じゴール
に向かって教員がゼミナール学生の成

長を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料番号】 
 1-1 授業改善アンケート関係資料 
 1-2 教育実践交流広場関係資料 

  1-3 次年度の語学カリキュラム確定に向けて          
  1-4 平成 30年度「地域協働型教育一覧」 
  1-5 寄附講座関係資料 

 1-6 公認心理師関係資料 
 1-7 非常勤教員との懇談会開催記録 
 1-8 介護職員初任者研修関係資料 

 1-9 「メディア芸術論」シラバス 
 1-10 長野大学海外研修報告集 2018  
 

【今後の課題・方向性】  
「地域協働型教育」を全学的に推進するため

に、教育実践交流広場において情報交換・意見交

換を行うとともに、現在行っているゼミナール費
補助を抜本的に見直す。 
「英語」の新カリキュラムについて、学生の満

足度や教育効果などその成果を検証する。検証し
た結果、改善が必要な内容があれば速やかに検討
し見直す。 

また、海外研修について、英語圏の実施（令和
2年度）に向けた検討を行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 ゼミナール教育を通じて、学部の専

門性である「環境」、「観光」、「地域づく
り」を活かした研究と教育の成果を、本
学におけるゼミナール大会や研究対象

となった地域での成果報告会、千曲川
流域学会における研究報告などを通じ
て、地域へ還元する。 

また、体験知と文献知を融合し得る
能力、他者とのコミュニケーションと
相互理解をとおして自己を高める能力

を醸成するため、調査・フィールドワー
ク系科目の充実を図る。 

 

【企業情報学部の教育目標】 

人間・社会などに関する幅広い識見
を有し、企業や社会に関する主要な課

題を発見し、それを解決する上で必要
な、経営・情報・デザインの領域に関す
る専門的・総合的な知見を身につけた

人材を育成する。 

そのために、企業・組織や地域住民と
の連携に基づく「相手を意識した学び」

を展開し、学生の意識を高め、動機を形
成する。  

具体的には、ゼミナール形式の「プロ

ジェクト研究」において、課題発見・問
題解決学習に挑戦するとともに、その
学びを進める上で必要とされる「経営・

情報・デザイン」などの専門学習に努め
る。この過程と機会を通して、学生は社
会や企業・組織で求められる問題解決

能力とともに、職業人としての専門基
礎能力を身につけ、実社会の様々な場
面やビジネスシーンで活躍できる能力

を身に付ける。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

１ 教育に関する目標 

（１）教育内容等に関する目標 

 ア 教育内容の改善 

 （ウ）地域協働型教育 
地域の人々と、教員と学生が共に地

域課題を発見し、地域が持つ「地域の経

験知」と教員が持つ「科学的知識」に支
えられ、以下の教育活動に取り組む。 

【地域の経験知と大学の科学的知識

との結合】 

ゼミナールを中心とした少人数教育
において、地域社会をﾌｨｰﾙﾄﾞフィール

ドとする学修活動を通じて、地域で活
動している人々の経験知を肌で学び、
それを大学の科学的知識と結合させ、

地域課題の解決に役立つ多面的・総合
的な知識を共に創ることができる力を
育成する。 

また、地域に定着し地域を支える若
者を育成するため、高校と大学がそれ
ぞれの教育資源を活用した教育に取り

組む。併せて、専門領域の一部において
は、中学校・小学校の総合学習等を協働
で実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ア 教育内容の改善 

 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャンパ
スうえだ」を活用し、地域住民や企業、

行政、ＮＰＯ等と協働で地域課題を発
見し解決する教育を展開する。 

2 【地域課題を発見・解決する教育】 

上田市が設置した「まちなかキャン
パスうえだ」を活用し、地域住民や

企業、行政、ＮＰＯ等と協働で地域
課題を発見し解決する教育を展開
する。 

【取組内容】 
（1）環境ツーリズム学部のまちづくりに関係す
るゼミナールにおいて、地域住民、団体等と連携
した幾つかの地域協働型の取組み・イベントを実
施した。                     
（2）「まちなかキャンパスうえだ」において、12
月（福祉関係のテーマ）、1月（観光、国際交流関
係のテーマ）、2月（起業、研究関係のテーマ）の
計 3回にわたり、学生と地域とのコラボイベント
を実施した。   
 ここでは本学学生の地域協働型の取組みを発
表・報告するとともに、それぞれの今後の展開に
ついて地域住民と意見交換を行った。                    
【資料番号】                           
 2-1 「平成 30年度「地域協働型教育一覧」（1-
4再掲）  
 2-2 「学生・地域ｺﾗﾎﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」関係資料                      
【今後の課題・方向性】                                                                                                                                                                   
  いくつかの地域協働テーマを設定し、発表・報
告の機会とともに意見交換の場を設けたことは昨
年度（「若者どまんなかミーティング」）より一歩
前進したと考える。取組み成果の披露のみなら
ず、今後、それら取組みの拡充や強化に向けて同
機会を位置づけられるように検討を進める。 

b 
(新) 

(1)(2)まちなかキャンパスうえだを活用し、学生

の取組み発表を通して、地域住民、様々な団体
等と連携している。 

(3)具体的な取組みが資料から確認できない。 

b 
(新) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容等に関する目標を達成するための措置 

イ 授業内容の改善 
 

中期目標 
各学部の教育目標を通じて、学生の学修目標の達成を支援する授業を提供するため、授業の内容や方法についてＰＤＣＡマネジメントサイクルを構築し、継続的に改善を図る。 

成績評価については、教員間の共通理解の下、到達目標や評価基準を明確にし、成績評価の厳格化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 授業内容の改善 

 （ア）ＦＤ活動の促進 

ＦＤ委員会を設置し、教員の教育活動

に対する自己点検と相互研さんの場とし

て「教育実践交流広場」を実施するなどＦ

Ｄ活動を促進し、ＰＤＣＡマネジメント

サイクルによる授業内容改善を図る。 

（イ）授業評価アンケートによる改善 

授業評価アンケートを年２回実施し、

アンケート結果を学生・教職員に公開す

るとともに、授業内容の改善に努める。 

（ウ）成績評価システム及び履修体系の

整備 

【ＧＰＡの導入】 

成績評価の厳格化を図ることを目的と

したＧＰＡを導入する。（平成３０年度

～） 

なお、導入にあたって、学生への影響や

問題点の洗い出しなど平成２９年度から

具体的検討に着手する。 

【履修系統図、ナンバリングの導入】 

学生が個人のレベルや専門を勘案して

授業科目の履修を図るため、履修系統図

又はナンバリング（授業科目に適切な番

号を付し分類することで、学修の段階や

順序等を表し、教育課程の体系性を明示

する仕組み）を導入する。（平成３２年度

～） 

なお、導入に向けて、平成２９年度から他
大学の情報を収集するとともに各学部の
カリキュラムの見直し状況、新たな学問

領域の検討経過に注視しながら検討を進
める。 

3  担当教員による各科目の改善とと

もに、組織的な授業改善に向けて課題

共有の機会を拡充する。 

 

【取組内容】 
（1）前学期、後学期の授業終了時に学生に対して「授
業アンケート」を実施した。各教員がそれぞれの授業
において学生から集めた授業アンケートの結果をど
のように認識し、それ以降の授業においてどのよう
な改善に取り組むのかを明確にしながら授業改善に
取り組むことができるように「授業アンケート報告
書」の様式を変更した。 
 
（2）7 月に、公立化後の学生層の変化ならびにそれ
に伴う授業内容の改善状況などを把握することを目
的とし、教員に対して「授業改善アンケート」を実施
した。（提出者数：35 名）。同アンケートの実施の結
果、教員の多くが認識する課題としては、語学系科目
や理論系科目の内容・事項・量の見直しとともに、多
面的な角度から検討する課題解決型（地域協働型）の
学びの強化などが挙げられ、それらの対応について
各講義・ゼミナールで進めていくことにした。 
 また、5月と 1月に教育実践流広場を開催し、5

月は「バリアフリー授業実践」をテーマに（参加者
数：31名）、1月には、「入学者層の変化に対応した
授業内容・方法の検討―授業アンケートを踏まえて

―」をテーマに「授業アンケート」と「授業改善ア
ンケート」の集計内容の情報共有を図るとともに、
学生層の変化に対し、初年次ゼミナール（1年次必

修）ではどの様な取り組みが行われているのか、ま
たその成果などに対し意見交換を行い、課題と授業
改善の方策について議論した。（参加者数：36名） 

 
（3）2 月には、公立化後の学生像とそれに対する授
業改善をテーマに、本学と同様に私立大学から公立
大学法人化した福知山公立大学の杉岡秀紀准教授を
招聘し、「地域協働型の学びの推進」をテーマに FD研
修会を開催した。（参加者数：42名） 

b 
6(b) 

7(b) 

8(b) 

(1)アンケートを基に改善につなげる仕組みや、実
際、どう改善されたのか資料からは確認できな
い。学生に対しての授業アンケート結果が確認
できない。 

(3)授業アンケート報告書の様式を変更しただけで
なく、改善に向けた仕組みを構築すべき。 

c 
6(c) 

7(c) 

8(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価区

分 

 イ 授業内容の改善 

   【資料番号】 
 3-1 授業改善アンケート関係資料（1-1再掲） 
 3-2 教育実践交流広場関係資料（1-2再掲） 
 3-3 平成 30年度長野大学ＦＤ研修会関係資料 
 
【今後の課題】 
公立化後の学生層の変化に伴う授業内容の改善に

向け取り組み（アンケートの実施、アンケート結果内
容の共有、授業改善内容の共有）を継続するととも
に、多くの教員が関心を寄せるテーマを設定しなが
ら教育実践交流広場の参加率の向上を図る。私立大
学から公立大学法人化した大学との情報交換を含め
これらの課題を共有する機会を拡充する。   

 

 

 

4 学生が個々のレベルや専門を勘案

して授業科目の履修ができるように

なるため、履修系統図又はナンバリン

グ（授業科目に適切な番号を付し分類

することで、学修の段階や順序等を表

し、教育課程の体系性を明示する仕組

み）の検討を開始する。また、平成２

９年度に導入した成績評価システム

について、学生への影響や問題点の洗

い出しなどを行う。 

【取組内容】                    
平成 29 年度に導入した成績評価システム（GPA 制

度）について、令和元年度からの本格的な運用に向
け、平成 30年度後学期履修ガイダンス時に GPA制度
の運用についてのアナウンスを行った。その後、GPA
制度における教学基準（卒業時の GPA到達目標など）
の検討を行った。また、履修系統図、ナンバリングに
ついてはその必要性を大学教育センターで確認し、
他大学の情報収集をした。  
 
【資料番号】 
 4-1 成績評価と GPA制度について         

 
【今後の課題・方向性】 
GPA制度を本格運用することに伴い、教学基準や活用
方法を定め、学生に周知するとともにホームページ
で公表する。履修系統図又はナンバリングについて
は、令和 2 年度の導入に向け、次年度本格的な検討
を行う。 

b 
(新) 

(1)ナンバリングの検討がなされていない。 
(3)検討した結果、GPA導入に対して、学生への影

響や問題点を洗い出しされたのか。 
(3)他大学の情報集した結果、どのような効果があ
ったのか、確認ができない。 

c 
(新) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育活動を効果的かつ効率的に推進し、教育に関する目標を達成するため、優秀な人材の確保と効果的な人員配置を行う。 

また、教育効果を高めるため、学生が意欲をもって学修に打ち込めるような環境を整備する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教育の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 （ア）教員の採用 
教員の定員は大学設置基準に基づいて

定め、各学部に年齢構成にも配慮しなが
ら、適正に配置する。また、今後、特に究
めるべき学問領域には重点的な配置も検
討し、主要科目は専任教員が担当できる
ように努める。 
教員の採用は、学長のもとに人事委員

会を設け、教育に関する目標を達成する
ため、公募により優秀な人材を確保する。
公募は求める人材像を明確にした上で、
選考方針に基づいて審査を厳正に行う。 
審査の内容は、主に教育、研究、社会活

動及び人物等について、書類審査、面接審
査に加え、模擬授業も行い教育上の能力
を評価して採用を決定する。 

（ア）教員の採用 

5 学生数の増加、カリキュラム充実

に対応するため、教員採用に取り組

む。採用にあたっては、人材確保の観

点から公募の開始時期を早めるとと

もに選考手順を見直し、厳正公正な手

続きをしつつ、より短期間で候補者を

決定する手順を確立する。 

 

平成３１年４月１日採用 

予定教員数 ５人 

学部別内訳： 

社会福祉学部    ２人 

環境ツーリズム学部 １人 

企業情報学部    ２人 

 

【取組内容】 
 公募開始時期を早めるなど選考手順を見直した結
果、計画どおり教員を採用することができた。また、
語学教育の充実のため、英語担当教員を 1 名追加で
採用した。 
 

【資料番号】 
 5-1 教員採用計画、採用結果 
 
【今後の課題・方向性】 
 引き続き厳正公正かつ短期間で採用を行う。 
 

a 
9(c) 

(1)採用計画どおり教員が採用されている。 

(3)語学教育を充実することは大事だが、採用計画

外で教員を採用するべきなのか。採用計画を見

直したうえで、採用すべきではないか。 

b 
9(d) 

 （イ）教員の評価  
教員評価制度を導入して、教員の意識

改革と教育研究活動の活性化を図る。教
員評価の時期は、採用時、任期を迎える時
期、昇任を迎える時期に行う。評価の内容
は、主に、教育、研究、管理運営、社会貢
献等を総合的に行う。評価者は専門分野
の近い教員によるピア・レビュー（同僚評
価）に加え、当該学部長や他学部の教員も
行う。 
また、教員の任期制を導入し、教員が主

体的に教育研究活動を向上させ、教員集
団の組織的協働を推進する。 
任期は原則的に５年とし、在任期間中

の業績評価に基づいて、任期の更新やテ
ニュア(終身雇用資格)の取得を審査する。 

 

（イ）教員の評価 

6 教員の意識改革と教育研究活動の

活性化を図るため、新規採用時、任期

を迎える時期、昇任時に教員評価を行

う。 
 新規採用教員については、任期制で
の任用を行い、在任期間中の業績によ
り、任期の更新やテニュアの取得の審
査を行う。 

【取組内容】    
 教員評価は、教育、研究、管理運営、社会貢献等の
4領域について、新規採用者（6名）、昇任該当者（3
名）に対して実施した。なお、任期制に基づく教員評
価は該当者（任期 5 年を迎えた教員）がなく実施し
なかった。                                 

 
【資料番号】                                    
 6-1 教員評価関係資料 

 
【今後の課題・方向性】 
引き続き教員の意識改革と教育研究活動の活性化を
図るため、同制度による教員評価を実施する。   

a 
10(b) 

(1)対象の教員評価がされている。 

(3)教員評価が教員の意識改革や教育研究活動の活

性化に結びつく仕組みが必要。 

b 
10(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 一方、各年度の教員評価については、各
教員は毎年定期的に教育・研究・地域貢献
活動等業績を更新し、学部長が教育歴や
研究歴等を評価する。 
また、教員表彰制度を設け、教育、研究、
地域貢献などの分野で高い成果を修めた
教員に対しては、研究費の優先配分等を
行う。 

7  すべての教員は、１年間の業績（主

に研究業績）について、１月末日まで

に業績書の更新を行い、所属長は当該

業績書を評価する。 
 優れた教育活動、研究活動、地域貢
献活動を行った教員を評価し、研究費
等で奨励する。 

【取組内容】                 
 各教員は、教育・研究・地域貢献活動等につい

て、各自の業績書を更新した。教員業績は各学部長
が評価し、優れた実績をのこした教員 5名に対して
教員表彰を行い、研究費を配分した。                  
                    

【資料番号】 
7-1 業績書更新一覧 
7-2  教員表彰関係資料                   
 

【今後の課題・方向性】              
教員の年度業績評価制度を導入する。 

b 
11(b) 

(1)全ての教員の業績評価が提出されていない。 

 また、所属長が業績評価した結果が資料から確
認できない。 

(2)優れた教育活動等を行った教員を評価してい
る。 

(3)教員の業績評価は、分野、講座の責任者との面
談を行ことにより、全体の士気を高め、問題意
識を持つことに通じるものと考える。 

 今後の教育・研究活動の充実に活かせるよう、
改善を求める。 

c 
11(c) 

 （ウ）教員の資質向上  
研究面の資質向上のため、各教員は毎

年定期的に教育・研究・地域貢献活動等業
績を更新することによって、自己評価を
促進するとともに、翌年度の研究計画を
立案する。また、「研究交流広場」を定期
的に実施し、異なる専門分野の研究者と
の積極的な意見交換を促進する。 
また、教育面の資質向上のため、ＦＤ活

動を充実させ、「教育実践交流広場」を実
施し、優れた教育実践について教員が相
互研鑽する。また、授業アンケートをセメ
スター※ごとに行い、結果を分析、評価す
ることによって、授業改善を行う。加え
て、教員相互の授業参観や学外への開放
講義も行う。 
※セメスター制とは、４～９月の前学

期と１０月～３月の後学期の２学期を設
け、半年間の学期ごとに授業が完結し、単
位を修得する制度。 

8 すべての教員は、更新された業績書
により、自己評価を行い、次年度に向
けた研究計画を立案する。また、研究
計画の標準化の検討し、必要な措置を
講ずる。 

【取組内容】                                                    
 各教員は、更新された業績書により、自己評価を行
い、次年度に向けた研究計画を立案したが、提出時期
が遅れた教員もいたことから C評価とした。 
 なお、教育・研究の質向上を目的とした教員の人事
評価制度の導入に向けて、「教員の年度別業績評価」
に係る指針と実施要綱の骨子を人事委員会で作成し
た。当該制度は、令和元年度から試験的に運用開始
し、令和 2年度から本格的に導入する。  
 
【資料番号】                  
 8-1 研究計画書資料 
 8-2 諮問書 
 8-3 制度の骨格「教員の年度別業績評価に係る指針と実

施要領（第 2 案）」 

 
【今後の課題・方向性】 
 令和元年度施行、令和 2年度本格導入とする。 

c 
12(b) 

(1)昨年度と同様、自己点検評価がなく、実績及び

自己評価がどのように行われているか確認がで

きない。 

(2)平成 30 年度に提出されていない教員もいる

が、概ね提出されている。 

 全ての教員を対象とする評価制度が検討されて

いる。 

(3)業績評価を文章だけでなく、数値化することで

評価が明確となり、業務改善につながるため、

検討を求める。 

c 
12(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

  9 ＦＤをも含めた研究推進活動とし
て、研究交流広場を年間 6回実施（参
加者数 60 人以上とする）し、異なる
専門分野の研究者との積極的な意見
交換を促進する。 

【取組内容】                          
「研究交流広場」を３回（参加者数 31名）、学内研究
会を１回開催した。研究交流広場については、年間 6
回の開催を目標とし計画していたが、目標の達成が
できず、多くの教員が参加できる日程の確保ができ
なかった。 
 
【資料番号】 
 9-1 研究交流広場まとめ 
 9-2学内研究会の案内と実施報告 
 
【今後の課題・方向性】 
 研究交流広場のあり方について、多くの教員が参
加できるよう内容を見直し、従来の研究活動の報告
に加え、公立大学の構成員としての役割や、学内の研
究活性化策をテーマとする研究交流広場の開催を検
討する。 

c 
13(b) 

(1)研究交流広場の参加者が計画どおり開催されて
いない。 

(2)学外講師を招いた学内研修会を実施している。 

(3)研究交流広場の内容をどのように、いつまでに
見直すのか、具体的に方向性を示す必要があ
る。 

c 
13(b) 

  10 ＦＤ活動の一環として、教育実践
交流広場を年間 2回実施（参加者数 60
人以上とする）し、優れた教育実践に
ついて教員が相互研鑽する。 

【取組内容】                  
（1）5 月に「バリアフリー授業実践」をテーマに教
育実践交流広場を実施し、31名の参加があった。                   

 
（2）1月に「入学者層の変化に対応した授業内容・
方法の検討 ―授業アンケートを踏まえて―」をテ

ーマに 2回目の教育実践交流広場を実施し、36名の
参加があった。そこでは、「授業アンケート」と「授
業改善アンケート」の集計内容の情報共有を図ると

ともに、学生層の変化に対し、初年次ゼミナール（1
年次必修）ではどの様な取り組みが行われているの
か、またその成果などに対し意見交換を行い、課題

と授業改善の方策について議論した。              
 
【資料番号】 

 10-1 教育実践交流広場関係資料（1-2再掲） 
 10-2 授業改善アンケート関係資料（1-1再掲）                
 

【今後の課題・方向性】 
 令和元年度も引き続き「授業改善アンケート」を
実施し、公立化後の学生像の変化に対し個々の教員

がどのように工夫を凝らしているかなどについて
情報交換を行うとともに、教員同士の相互研鑽の機
会を設ける。 

b 
14(b) 

項目 1 と同じ 

b 
14(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

  11 授業評価アンケートをセメスター
ごとに行い、結果の分析・評価を行う。 

【取組内容】                          
（1）それぞれの授業において学生から集めた授業ア
ンケートの結果を教員がどのように認識し、それ以
降の授業においてどのような改善に取り組むのかを
明らかにしながら授業改善に取り組むことができる
ように授業アンケート報告書の様式を変更した。授
業アンケート報告書においては、学生に対する授業
アンケートの結果を分析・評価し、実際にどのような
授業改善策を講じたか、また改善した結果、どの様な
変化が見られたかを記述する項目を新たに設け、
PDCA サイクルをより重視した様式・方法に変更・修
正した。                    
 
【資料番号】 
 11-1 授業アンケート報告書フォーマット 
 11-2 授業アンケート実施結果                    
 
【今後の課題・方向性】 
 授業改善策に対する効果など PDCAサイクルが機能
しているかなども含め、結果の分析・評価を行う。 

b 
15(b) 

(1)昨年度と同様、学生への「授業アンケート」は

実施されているが、授業評価回収率の低い科目

が散見され、必ずしも教員の授業評価の全体が

見えているとは言えない。 

個々の評価結果を教員にフィードバックし

て、改善点への対応を求め、さらに教員の評価

に反映する必要があるが、行われている形跡は

確認できない。 

(3) 教員の負担を軽くするため、授業アンケート報

告書を職員等の第 3 者がまとめるなどの検討も

必要と考える。 

c 
15(c) 

 イ 教育環境の整備 

 （ア）スチューデントアシスタントの充実 

対話的討論や課題発見・問題解決型学習

を充実させるため、スチューデントアシ
スタント（学士課程の学生が教育の補助
を行う制度）など教育支援体制を充実さ

せる。 

12（ア）学内に対して、効果的なスチ
ューデントアシスタント（ＳＡ）活用

事例の情報発信に努めるとともに、企
業・組織の人づくりに対する意見の教
育内容への反映や、学生等の意見を踏

まえた教育環境の改善（特に、学生の
講義室、演習室等の使用状況を踏まえ
た改善）について検討し必要な措置を

講じる。 

【取組内容】 
（1）スチューデントアシスタント（ＳＡ）につい

ては、現在の活用状況を踏まえながら、その制度充
実（グループワーク等への取り入れ等）に向けて検
討を行った。SAの活用については、語学系授業での

支援やゼミナールでのグループワーク支援など幾つ
か考えられることから、それらを周知しつつ、講
義・ゼミナール担当者に対して SA利用の申込を受

け付けた。 
 
（2）学生アンケートやキャンパスミーティング、

学生との授業懇談会において教育施設・設備面の意
見を聴取している。これらの意見を踏まえつつ、教
室環境の改善においては、利用頻度の高い教室の傾

向を把握するとともに、その傾向に基づいた改修を
検討した。また、アクティブラーニングなどの学び
に対応した環境整備（可動式机の整備、発表用機器

の拡充）についても検討した。                                                                                                                                          

b 
16(b) 

(1) SA 活用事例の情報発信が資料から確認できな

い。 

学生からの要望書を受けて、どう改善された

のか、必要な措置がされたのか、資料から確認で

きない。 

(2)企業にアンケート調査を行い、意見をまとめ、情

報収集している。 

(3)今後の課題にある、公認心理師課程に必要な施設

等を検討することと、中期計画との関係性が資料

からは確認できない。 

c 
16(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 ア 教員の採用と評価の実施 

 イ 教育環境の整備 

    
（3）企業・組織の人づくりに対する意見を教育
内容に反映させるために、「業界・仕事研究セミ

ナー」や「高校教員向け説明会」でのアンケート
調査を行い情報収集した。 
 特に高校教員から地域協働型教育の充実に関す

る要望が多かったことから、それを踏まえて地域
協働型教育の強化を図った。 
 

【資料番号】 
 12-1 大学教育ｾﾝﾀｰ議事録（第 7回、第 8回） 
 12-2 SA制度検討資料 

 12-3 長野大学教室等の仕様・機器等一覧表 
 12-4 平成 30年度「教育環境の整備」要望書               
 12-5 業界・仕事研究セミナーアンケート 

  12-6「大学・入試説明会」参加者アンケート
（抜粋） 

   

【今後の課題・方向性】 
 大学の魅力につながる授業（教育効果の高い授
業）を展開するために、引き続き、教室環境を確

認し、その改善に向けた検討を行う。また、公認
心理師課程に必要な施設・設備についての確認、
検討を行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 教育環境の整備 

 （イ）カリキュラムの見直し 
社会や学生のニーズに合ったカリキュ

ラムの見直しを適宜行う。そのために、高
校訪問や高校教員説明会等で集約した要
望や意見、地元経済界、自治体、活動団体
などからの要望や意見を参考に、検討し
見直す。 

13（イ）地域内への就職率向上や地域

内企業からの支援促進を図るべく、上

田市内経済団体との連携協定締結を

予定している。地域経済活性化への貢

献を目指す中で、農業分野への取り組

みを強化する。JA上田との連携協定締

結を検討する。 

【取組内容】 

  上田市内経済団体（上田商工会議所・上田市商工
会・真田町商工会の３団体）と連携協定を締結し関
係強化を図った。上田地域農業分野との連携協定に

ついては相手方の状況を踏まえながら継続して検討
することとした。 

  また、下記のように高校教員との意見交換をとお

し教育内容や入試概要の検討等に活用した。 
①県内外の高校進路指導担当教員に対し、大学・入
試説明会の実施（14会場。意見交換を含む） 

②本学で計 12校（県内 8校、県外 4校）の大学見
学会の受け入れ、実施（進路指導教員向け個別説
明や意見交換を含む） 

③東信校長会（平成 30年 9月 4日）における校
長・教頭向け講演会に加え、上田染谷丘高校(平
成 30年 7月 13日)と上田東高校(平成 30年 10月

2日)での進路講演会を実施（意見交換を含む）          
 
【資料番号】 

 13-1 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会と

の連携に関する協定書 

 13-2 2018年度公立大学法人長野大学 大学・入

試説明会説明資料（※進路講演会資料を兼ねる） 
 13-3 高校教員向け「大学・入試説明会」実施要
領       

 13-4 2018年度大学見学会 
   
【今後の課題・方向性】 

 広報入試担当職員が高校訪問を実施する際に、本
学各学部の学びや専門性、その特徴を高校教員に説
明するとともに、高校生の希望進路・希望職種ニー

ズとの整合性を確認する。 

b 
17(b) 

(1)計画どおり、市内経済団体と連携協定を締結し

た。 

 

(3)連携協定に留まらず、地域への就職率向上な

ど、協定先と継続して連携することが重要とな

る。 

  中期計画にあった年度計画となっていない。

見直しが必要ではないか。 

b 
17(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 教育環境の整備 

 （ウ）キャンパスミーティングの実施 
「キャンパスミーティング」を年２回開
催して、学生の要望や意見を汲み上げ確
認し、全ての学生が学びやすい教育環境
の整備に努め、教育活動の向上を図る。 

14（ウ）キャンパスミーティングを年

２回開催して、学生の要望や意見を聴

取し、教育環境の整備に努める。 

【取組内容】 
（1）平成 30年 6月 20日及び 11月 21日にキャンパ

スミーティングを実施し、施設整備、サークル活動 、
授業環境等についての意見交換を行った。 
（2）キャンパスミーティングでの検討事項のうち、

県外生や女子学生の急増に対応してほしいという学
生自治会からの要望に対して、「駐輪場の拡張、男子
トイレの女子トイレ化が不十分ではあるが進められ

た」と学生からの評価があった。このように、キャン
パスミーティングにて提案された内容と、その後の
対応については、学生自治会と学生支援担当でとり

まとめたものを次のキャンパスミーティングにて報
告する体制を整えた。 
 

【資料番号】 
 14-1 キャンパスミーティング関係資料 
  

【今後の課題・方向性】 
学生の利便性を高めるための施設整備を進める上

で不可欠な「学生の意見を聞く」体制をさらに整備

し、充実させる。 

b 
18(b) 

(1)学生の要望を聴取して、整備も行っている。 

(2)キャンパスミーティングは実効的な会議であり、

評価できる。 

(3)キャンパスミーティングを継続実施し、教育環

境の整備や教育活動の向上に活かしていただき

たい。 

a 
18(b) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ア 学生生活支援 
 

中期目標 
学生の意見や要望を把握し、対策を講じることで、学生支援を推進する。 

また、充実した学生生活が送れるよう、学修活動、課外活動、健康相談等の支援体制の充実を図る。 

併せて、留年者、休・退学者及び未就職者が生じる原因の把握と対策を行い、退学者や未就職者を減らす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

 （ア）心身の健康保持支援  

学生の心身の健康の保持を図るため、

教職員と学生相談室（相談員配置）及び保

健室（保健師等配置）を置き、教職員と学

生相談室及び保健室、また、医療機関と連

携して学生を支援する。 

加えて、心の健康相談と早期改善に結び
つくようにキャンパスソーシャルワーカ
ー（大学内で相談援助を行う者）を配置

し、メンタルヘルスを行うとともに、専門
医の受診を紹介するなど、学生支援体制
の充実を図る。 

15 学生のメンタルを含む健康状況の
把握と心身の健康の保持、増進のため

に組織的な支援体制を強化する。ま
た、人権、薬物、喫煙、ＳＮＳ等情報
通信の利活用、消費生活関連、労働問

題等のミニセミナーを開催し、健康や
社会生活に関する正しい知識が身に
つくよう情報を提供していく。 

【取組内容】 
(1)心理的課題のある学生を早期に発見するための

「学生相談室予備カード」については全新入生の分
の回収ができた。しかし、集計や呼びかけ相談につ
なぐ連絡要員が不足しており前学期中の対応ができ

なかった。後学期には実施することができた。 
(2)課題のある学生に対する教職員集団による支援
を円滑に進めるための支援会議を複数回持つことが

できた。 
(3)新入生ガイダンスにおいて、人権、薬物、喫
煙、ＳＮＳ等情報通信の利活用、消費生活関連、労

働問題等に関する冊子を配布し注意喚起を行った。
また、労働基準監督署主催による学生アルバイトに
関するミニセミナー・個別労働相談を実施した。 

(4)県外からの新入学生が急増しており、一人暮ら
しに対する支援を確実に実施するため新入生オリエ
ンテーション企画の検討を 3学部間の調整を図りな

がら行った。また、3学部の教育内容に応じたプロ
グラム案を作成した。 
(5)本学学生の健康診断受診率が県内他大学と比較

して低いことを問題視し、実施方法や実施内容につ
いての検討を行った。 

b 
19(b) 

(1)(2)全新入生の「学生相談室カード」を回収し、

学生の健康状態を把握している。 

支援会議を開催するなど、組織的な支援体制が

できている。 

セミナーを実施して、社会生活に関する正しい

知識が身につくよう情報提供している。 

a 
19(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

   【資料番号】                        
 15-1 学生相談室予備カード 

 15-2 学生支援検討会関係資料 
 15-3 学生生活スタートブック 
 15-4 学生アルバイト労働相談 ﾐﾆセミナー資料 

 15-5 新入生オリエンテーション企画資料  
 15-6 健康診断の再検討・実施について 
 

 
【今後の課題・方向性】 
(1)課題のある学生が増加していることからも、相

談室の体制強化、専門相談員やキャンパスソーシャ
ルワーカーの常勤化、正規雇用化について早急に検
討する。 

(2)学生の健康診断率を向上させるため、次年度か
ら学生が受診しやすい時間帯での健康診断実施を予
定する。 

 

 

 

 （イ）学修支援 

新入生の大学への適応が円滑に進むよ

う、入学前学習と入学後のオリエンテー

ションの充実を図るとともに、在学生に

はアドバイザー（担任制）による学修支援

及び個別相談を行う体制を整備し、学業

不振による退学者の減少に努める。 

加えて、専門図書の蔵書及び自主学修
スペースの整備など図書館の充実とレフ
ァレンスサービス（利用者が求めた情報
や資料を検索・提供・回答する業務）を行
うなど学修支援の充実を図る。 

16 新入生の大学への適応が円滑に進

むよう、年度当初のガイダンスやオリ

エンテーションでの履修指導の充実

を図る。在学生にはアドバイザー（担

任制）が授業への出席状況及び単位修

得状況を把握するとともに、必要に応

じてオフィスアワー（週２コマ）を活

用した声かけや個別相談等の実施に

より、学生の変化等に気付くことによ

り早期の対応がとれるよう努める。 

 また、図書館においては、授業に関

連した図書（推薦図書・指定図書）の

充実を図り、学生の自主的な学修環境

の充実に努める。 

【取組内容】 
(1)各学期開始前には学年別の履修ガイダンスを行

い、オフィスアワーを活用したアドバイザーによる
個別相談や教育支援担当窓口での個別指導を行うな
ど、履修指導の充実を図った。 

 
(2)学生支援検討会では、単位修得状況および出席状
況の情報を学部教員全員で共有し、必要に応じて関

係者間で協議し、父母などとの三者面談等を行うな
ど親（学資負担者）との連携も図った。 
 

(3)新入生の大学への帰属意識醸成のための特別講
演会「長野大学のルーツを探る旅」を平成 30年度入
学式にて実施した。 

 
（4）図書館においては、学生の教育・研究の推進を
念頭におき、専門分野ごとに図書・雑誌の整理・選定

を行った。 
 
【資料番号】 

 16-1 各学部新入生・在学生履修ガイダンス資料 
 16-2 学生支援検討会関係資料（15-2再掲） 
  16-3 特別講演会関係資料 

a 
20(b) 

(1)オフィスアワーを活用したアドバイザーが相談

実施しており、評価するが、退学者の減少に結

びつく取組みとなっているか、資料からは確認

できない。 

(3)大学や地域の歴史も大事であるが、帰属意識を

醸成のためであれば、現在の地域の現状を知っ

てもらうことも重要ではないか。 

b 
20(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生生活支援 

   【今後の課題・方向性】 

(1)新入生の大学への帰属意識醸成のための特別講
演会は新入生、および出席した父母からも大変高評
価であったため、次年度以降定例的に実施する。 

 
(2)学生支援担当において学生の出席状況を常時確
認することを通して、学生の変化に対して速やかに

アドバイザー教員へ連絡する支援ｼｽﾃﾑを検討する。 

 

 

 

 （ウ）課外活動支援 

学生のサークル、ボランティア、委員

会、自主的な研究活動等を奨励するとと

もに、強化サークルを指定し、支援する制

度の充実を図る。 

また、学生表彰制度を設け、課外活動等
で顕著な成績成果を上げた学生、社会に
貢献した学生を表彰し、さらなる活動の
向上に努める。 

17 学生に対する表彰（課外活動表彰

制度）や奨励金（夢チャレンジ制度）

を活用して課外活動等を奨励し、顕著

な成績や社会貢献活動に対する意欲

の高い学生の活動を支援する。 

【取組内容】 
 平成 30年度の「学生表彰制度」は６件（個人 4、

団体 2）、「夢チャレンジ制度」は６件、「課外活動表
彰」は 11件（個人 11）であった。このように取組み
が顕著な学生について表彰しそれぞれの活動を支援

するとともに、夢チャレンジャーとして採用しそれ
ぞれの夢の実現や目標達成に向けてサポートした。
なお、夢チャレンジャー（6件）の報告会については、

2月に実施した。 
 また、学生の主体的なサークル活動を側面から支
援するための顧問（教職員）について、その役割等を

明確にするための「サークル顧問教職員指針」につい
て、学生自治会の意見を聞きながら策定した。 
 

【資料番号】 
 17-1 学生表彰、課外活動表彰者資料 
 17-2 夢チャレンジャー一覧 

 17-3 サークル顧問教職員指針 
 
【今後の課題・方向性】 

 学生のサークル活動を組織的に支援するため、大
学の教職員のボランタリーな活動としての顧問等の
役割について実態を調査し、業務としての位置付け

等への転換について検討し体制を強化する。 

a 
21(b) 

(1)(2)学生の積極的な活動を支援している。 

 社会貢献活動に対する意欲の高い学生のモチベ

ーションを高めるために有効な取組みである。 

(3)学生からのコメントなどを活用し、市民にも広報
するなど情報発信に活用できれば、大学のＰＲにも

つながる。 

a 
21(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （エ）学生・卒業生アンケートの実施 
学生アンケートやキャンパスミーティン
グを実施し、学生の意見や要望・提言を聞
く体制を作るとともに、卒業生に対し、学
生生活の満足度やその修得効果などにつ
いて意見、要望をアンケート調査で聴取
しその結果を今後の教育や学生支援等の
改善に活かす体制を構築する。 

18 教育内容や学生支援等の改善に活

かすため、学生アンケートやキャンパ

スミーティングを実施する。また、卒

業生からの意見聴取（アンケート等）

を行い、教育環境や学生支援等の改善

に向けた検討を行う。 

【取組内容】 
(1)キャンパスミーティングを前学期、後学期の 2回

実施し、学生生活を円滑に進めるための環境整備等
について、学生の意見をもとに改善するための方策
を検討した。 

(2)平成 30 年度卒業生へのアンケートを卒業判定発
表日（3月 4日）に実施し、集計した。学部の学びに
ついて、ゼミについて「満足・やや満足」（86％）と

高評価であったが、「施設面について満足・やや満足」
（59％）という結果であった。特に、図書館は満足だ
が教室はやや不満などの意見が出されているため、

今後の施設整備に活かしていく。 
(3)「学生生活実態調査」を 10 月に全学生を対象に
実施し、集計した。 

学生生活実態調査では前回の実施が学校法人時（平
成 28年度）であり、今回は公立大学法人となったこ
とでその差がわずかではあるが現れている（１〜２

年生が公立大学法人化後に受験、３〜４年生は学校
法人時代に受験）、特に公立化後の１、2 年生の通学
手段の半数が自転車になっている。サークルの所属

率は 7 割で変化が見られなかった。また、学生生活
の満足度も 75％で 2年前と変化はなかった。 
（4）上記のものを踏まえ、教育・学生支援環境（可

動式机の整備、発表用機器の拡充、駐輪場の拡充、ト
イレの整備など）の改善を行った。 
【資料番号】 

18-1 キャンパスミーティング関係資料(14-1再掲） 
18-2 卒業生アンケートにかかる資料               
18-3 学生生活実態調査報告書 

 
【今後の課題・方向性】           
 キャンパスミーティング等で集約された学生から

の要望や意見について、学生の意見を聞きながら改
修等を実施するための方策を検討し、実施する。 

a 
22(b) 

(1)卒業生へのアンケートやキャンパスミーティン

グにより学生の意見の収集に努めている。 

(3)学生生活実態調査は、学生の生活状況がよくま

とめられている。このような情報を有効活用し、

教育環境の改善や学生生活支援に取り組んでいた

だきたい。 

a 
22(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

 ア 学生生活支援 

 （オ）学生への情報伝達体制の整備・構

築 
安全で快適な学生生活を送ることが

できるよう、休講情報、災害情報、気候
情報、防犯情報、その他緊急を要する情
報など長野大学専用のポータルサイト
を活用して、迅速に情報を伝達する。 

19 防災訓練等緊急時を想定した状

況下において、ポータルサイトや学

内音響システムの効果的な利用方

法を検討する。 

【取組内容】 
(1)長野大学大地震対応マニュアル（ポケット版）
を作成し、全学部の学生に配布した。 

(2)ポータルサイトやメールを利用し、全学生に対
して各種防犯情報を配信して注意喚起等を行っ
た。 

(3)平成 30 年年 10 月 10 日に学内音響システムの
確認をしつつ、全学的避難訓練（全館にいる学生、
教職員を対象にして）を実施し、訓練上の課題を明

確にした。 
 
【資料番号】 

 19-1 大地震対応マニュアル 
 19-2 各種防犯情報配信資料 
 19-3 避難訓練実施関係資料                   

 
【今後の課題・方向性】 
 学生が安全で快適な生活を送ることができるよ

うに、キャンパスミーティング、全学的な避難訓練
を継続して行う。もし災害が発生し被災した場合、
学生自身の身の安全を大学側へ通知するための手

段について検討する。 

b 
(新) 

(1)災害発生等の非常時の対応を検討し、学生に情
報伝達できるよう周知に努めている。 

(3)明確となった課題を改善し、継続して対応いた

だきたい。 

a 
(新) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ア 学生生活支援 

 （カ）学生支援の充実による退学率の減
少：上記の教育及び学生支援の（１）から
（３）の目標を踏まえた計画 
学生の退学の主な理由は、「就学意欲を

見出せないことによる学業不振」、「メン
タル上の課題」、「経済的事由」などとなっ
ている。退学率の減少にかかる基本的な
対策としては、 
１）学生の授業への出席状況及び単位

修得状況の把握と面談支援、 
２）学生のメンタルを含む健康状況の

把握と相談支援、 
３）学生の生活や経済状況の把握と経

済支援制度の拡充、などを図る。 
特に、「就学意欲を見出せないことによ

る学業不振」への対策としては、学生が目
標をもちながら計画的に学習できる制度
や仕組みについて検討するとともに、学
生がこれまでの自分について振り返り、
大学の学びや将来の進路の方向性を主体
的に考えられるような機会について検討
する。 
学生の計画的学習のために、 
Ａ）授業における予習・復習の重視と単

位の実質化、 
Ｂ)履修制限単位数の設定、 
Ｃ）未修得単位の追加履修（各学期の未

修得の一定単位分を次期において履修可
能にする）、 
Ｄ）アドバイザー教員による学生の出

席・単位修得状況の把握と、出席不良・単
位未修得学生の学習支援、などを行う。 
また、学生の主体的学習のために、 
Ａ）これまでの自分の生き方について

対話の中で振り返り、これからどのよう
に生きていくのか（ないし仕事をしてい
くのか）を協働で考える「全学共通ゼミナ
ール（初年次ゼミナール）」、 
Ｂ）協働作業や対話の中から多面的な

視点で物事を考え、今後の方向性や自ら
の仕事のありようについて考える「ゼミ
ナール、実習・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ」、 
Ｃ）地域（社会、企業・組織）の現状を

捉えて、地域をこのようにしたいという
ことについて、地域住民、地域企業・組織
と学生とが協働で考える「プロジェクト」
などを推進する。 

20 各学部において学生支援検討会

を定期的に開催し、学生の単位取得状

況、出席状況、及び動向を把握すると

ともに、それぞれの学生の状況に応じ

た学習・生活支援について検討する。 

 加えて、新年度は、主に新入生の情

報収集を中心に行いつつ、成績発表や

長期休業前後など、そのときどきに応

じた支援を提供することで、より丁寧

な学生対応を行う。 

【取組内容】                       

 本年度は連続で欠席がつづく学生へアドバイザー
を中心に呼びかけ相談を実施した結果、平成 30年
度の 4月末時点の退学率は、38名/1,477名中で、

2.57％となった。ここ数年間の退学率は「平成 27
年度 3.50％→平成 28年度 4.20％→平成 29年度
2.78％→平成 30年度 2.57％」と年々減少してい

る。また、平成 30年度の 38名の退学・除籍者のう
ち 23名（約 6割）が 4年生で、その内訳は主に過
年度生（15名）である。学生支援の充実の成果が退

学率にあらわれていると考えられる。                    
 
【資料番号】                   

 20-1 学生支援検討会関係資料（15-2再掲） 
 20-2 退学・除籍者関係資料 
 
【今後の課題・方向性】                    
 各学部の学生支援検討会において、それぞれの学
生の出席状況、単位修得状況について適宜確認がで

きるような体制について整備する。また、学生の状況
の共有しつつ、課題のある学生の生活や学びをどの
ように支援していくのかについてより細かな内容を

確認できるような体制を考える。 

b 
23(b) 

(1)資料からアドバイザー等がどのような支援を行
ったのか、確認できない。 
アドバイザーが学生支援し、成果が出ている。 

(3)退学者の退学理由も確認することで支援の充実
に結びつくことも考えられるので、検討された
い。 

b 
23(c) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

イ 経済的支援 
 

中期目標 経済的に困窮している学生に対する支援や、学生の学修意欲を喚起するための経済的支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 経済的支援 

学生の学修意欲を喚起するため、特待

生制度の充実を図るとともに、罹災・災害

等にみまわれた学生や生活に困窮した学

生への経済支援制度・奨学金の充実を図

り、経済的理由による退学者の減少に努

める。 

そのため、他の公立大学の取り組み状
況を調査検討し、合わせて学生の経済状

況の把握に努め、経済支援制度・奨学金を
開学後早期に確立する。 

21 経済的支援にかかる新制度であ
る、授業料減免制度、奨学金制度など

を運用するとともに、経済困窮学生の
支援や、意欲の高い学生の活動支援の
充実（未来創造基金の活用等）を図る。 

【取組内容】 
 経済的支援にかかる新たな制度の運用を開始し、

授業料減免として 60名に対して支援を実施した。
また長野大学未来創造基金を活用し、長野大学奨学
金を 28名に対して支援した。また年度途中におけ

る緊急的な学費減免対応については 4名（主たる家
計支持者死亡・災害等）への支援を行った。 
 

【資料番号】 
 21-1 授業料減免関係資料 
 21-2 奨学金関係資料 

   
【今後の課題・方向性】 
 新制度の運用を通して、改善すべき点があれば対

策を講じていく。 

a 
24(b) 

(1)制度が適切に運用され、学生を支援できてい

る。 

a 
24(b) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ウ 障がいのある学生支援 
 

中期目標 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき適切な対応をとり、障がいのある学生などに対する支援を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

 障がいのある学生に対するノートテイ

ク等による情報保障に加え、障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律に

基づき適切な運用を行う。 

また、「障がいのある学生との懇談会」

を年２回開催し、そこで出された支援内
容や施設設備（バリアフリー）に対しての
意見や要望を吸いあげ、学生支援体制の

充実を図る。 

22 障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する法律で定められている

合理的配慮や、障がいのある学生の多

様なニーズに対応できるよう、「障が

いのある学生との懇談会」を年 2回開

催し、支援内容や施設設備（バリアフ

リー）に対しての意見や要望を吸い上

げ、学生支援体制の充実を図る。 

 具体的には、授業における配慮に対
する申請の徹底、授業における要約筆

記用ソフトウェア及び音声認識シス
テムの運用、県内の特別支援学校（盲
学校、聾学校、養護学校）に対する進

学説明会や資料送付等の実施を行う。 

【取組内容】 

(1) 障がい学生に対する合理的配慮について、「長
野大学障害者差別解消法対応要領」をもとに障害学
生支援室より授業科目担当者に対して対応を依頼し

た。 
 
(2)支援内容や施設設備に対しての意見や要望を吸

い上げ、障がい学生の多様なニーズに対応するた
め、前学期は学生個人ヒアリングと災害時の避難経
路の確認を併せて行い、またアドバイザー教員によ

る面接を実施した。後学期は 2月 22日に懇談会を
開催して学生の意見や要望を確認した。施設改善に
ついては、前学期の結果を受けて要望を取りまと

め、バリアフリーキャンパスの実現に向けて事務局
長へ施設改善要求書を提出した。また、災害による
エレベーター停止等の事態に備えて、障がい学生も

交えてデモンストレーションを実施した上で、肢体
不自由などにより階段利用が困難な学生の階段避難
を支援するための機器（エアーストレッチャー）を

導入した。 
 その他、11月 2日と 2月 22日には、障がいのある
方を講師として障がいに関する講演会を開催し、学

内における理解啓発を推進するとともに、障がい学
生が自身の学生生活や将来について考える機会とし
た。 

 
(3)授業においては、聴覚障がい学生からの配慮申
請に基づき情報保障支援を実施した。また、支援者

を養成するためにノートテイカー養成講座（初級・
中級）、ＵＤトーク支援者養成講座、教員向けＵＤ
トーク講習会等を開催した。特に、ＵＤトーク（音

声認識技術を活用した情報保障システム）の授業で
の利用方法については、教育実践交流広場での報告
に加え、非常勤講師との懇談会にて聴覚障がい学生

の支援のためのＵＤトークの活用方法について普及
活動を展開した。 

b 
25(b) 

(1)障がいのある学生との懇談会を開催し、学生の

要望等を情報収集したうえで、施設改善に向け

て活動している。 

情報保証支援等も実施しており、支援体制が充

実を図っている。 

a 
25(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

 ウ 障がいのある学生支援 

    また、入学式・卒業式では障がい学生の要望を確
認し、手話と字幕表示による情報保障や、座席の配
慮を行った。 

 
（4）特別支援学校に関しては、申し込みのあった
県内外 3校について事前相談への対応を行い、長野

大学における障がい学生支援の状況について説明を
行った。 
 

【資料番号】 
 22-1 障がい学生支援制度関係資料  

 22-2 避難経路確認等 

 22-3 障がいのある学生との面接の実施について  
 22-4 施設改善要望  
 22-5 災害時用階段避難支援機器導入について  

 22-6 障がいに関する講演会・障がいのある学生
との懇談会  
 22-7 養成講座・講習会について  

 22-8 入学式・卒業式における配慮  
 22-9 事前相談対応  
 

【今後の課題・方向性】 
 障がいのある学生の支援のみならず、今後もさら
に支援者の育成をするなど、支援体制の充実を図っ

ていく。一方、障がいのある生徒の受験率が激減し
ていることから、本学における障がい学生支援の内
容を障がいのある生徒らが所属する高校等に対して

広報等の情報発信活動を実施する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

エ 就職支援 
 

中期目標 
インターンシップや実習等の強化、拡充を図るとともに、卒業生の就職後のフォローを行うなど、企業・組織との連携強化により就職先を拡大させ、就職決定率及び地域内就職率（上田

地域定住自立圏域内就職率）を向上させる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （ア）就職指導体制の整備 
 大学卒業後の就職・進学の方向性を自

覚的・主体的に考えられるよう、また、卒
業生に対する就職者・進学者の割合を高
めるよう、さらに、地域内就職者の割合を

高めるよう、これまで展開してきた特別
コース※を推進していくとともに、低学
年からのキャリア教育の強化や、個々の

学生の資質、希望を的確に把握し、指導す
る体系的な体制を整備する。 

 

23 学生の目標を持った学びや、将来

を意識した学びを支援するために、企

業・組織・地域社会の課題発見・問題

解決型のゼミナールやプロジェクト

をより積極的に推進する。 

 これまで 3 年次、4 年次を中心とし

たキャリア教育・支援では必ずしも十

分ではないことから、平成 29 年度は、

低学年のキャリアガイダンスを開催

するなどして、早期からのキャリア教

育・支援を重視した。平成 30 年度に

おいては、その内容の拡充を図り、学

生の職業観を低学年から段階的に養

成するキャリア教育・支援を展開する

とともに、引き続き、正課科目（職業

観養成科目）、キャリアディベロップ

メントプログラム（採用試験・検定試

験対策講座）、及び就職活動支援イベ

ント（ガイダンス、ゼミナール、研究

セミナー）を整備し、就職活動の支援

を実施する。また、これらを実施する

上で企業・組織との連携を強化する。 

 学生の職業観の醸成や専門的基礎

知識・能力の涵養に適う科目および講

座になっているのかを確認・点検する

とともに、必要に応じて内容の見直し

を図る。また、地域協働型の教育の拡

充により、学生の将来を意識した学び

や目標をもった学びをさらに支援す

る 

【取組内容】 
(1)長野大学の教育の 3つ目の柱として設定した「地

域協働型教育」について、それぞれの学部において、
地域課題解決にかかるゼミナール、プロジェクトを
推進した(3学部で計 55件の取組み)。 

 
(2)職業観養成科目を確認・点検した結果、1 年次に
は各学部において職業や生き方を考える科目があ

り、3 年次には「インターンシップ」「実習」などの
職業体験をする科目がある中で、その間の 2 年次に
は、学生自身のキャリアを考える上で有効な科目が

存在しないことが明らかとなった。そこで、2年次以
降を対象とした「キャリアデザイン論」を新規に開講
し、学生がインターンシップや就職活動前に、自身の

将来の生き方や職業選択について考えられるような
構成にした。それぞれの学部において、職業観養成科
目群および職業に関連した科目として配置したもの

は以下の通り。 
①社会福祉学部 
1年次：「福祉の仕事」 

2年次：「職業選択と生き方」「キャリアデザイン論」
「若者と労働」「相談援助基礎実習・演習」 
3年次・4年次：社会福祉、相談援助、精神保健福祉

援助にかかる実習と演習の科目群 
②環境ツーリズム学部、企業情報学部 
1年次：「職業選択と生き方」 

2 年次：「キャリアデザイン論」「若者と労働」「情報
と職業」 
3年次：「インターンシップⅠ」 

4年次：「インターンシップⅡ」 
 

a 
26(b) 

(1)学生の職業観を低学年から段階的に養成するキ

ャリア教育や学生の将来を意識した学びを支援

している。 

(3)地域内就職者の割合を高めるための具体的な取

組みが見えない。 

b 
26(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

 エ 就職支援 

   (3)学生が将来の職業やその上で必要となる専門
的な知識・能力の涵養を図ることができるよう各
種の採用試験講座・検定試験対策講座を企画・開催

した。開講した講座は下記の通り。 
①公務員試験対策 
各学年別開講講座 

1年生：「教養Ⅰ」後期 49名 
2年生：「教養Ⅱ」他 通年 70名 
3 年生：「教養Ⅲ」他 前期 67 名（行政職 61 名、

公安職 3名、福祉職 3名） 後期 63名（行政職 58
名、公安職 2名、福祉職 3名） 
4年生：「試験直前対策講座」前期 22名 

 
②国際キャリア（国際的職業人）対策 
 ・「英語コース」24名、「中国語コース」21名 

 
③教員採用試験対策 
  各学年別開講講座 

 1年生：「教員採用試験入門」12名 
 2年生：「教職教養概論」8名 
 3年生：「論作文講座」9名、「直前対策講座」8名 

 4年生：「直前対策講座」6名 
 
④簿記会計 

 ・「日商簿記 3級対策講座」13名 
⑤情報処理技術者 
 ・「ITパスポート試験対策講座」15名 

 ・「情報処理技術者」5名 
  ※記載人数は受講者数 
 

【資料番号】 
 23-1 平成 30年度「地域協働型教育一覧」（1-4

再掲） 

 23-2 step UP 
 23-3 特別コース関係資料 
 

【今後の課題・方向性】 
 学生が将来の生き方を考えて、業界・企業・仕事
などを理解し、それに向けてどのような準備が必

要となるのかを理解し行動できるように、科目や
講座の点検と見直しを行う。また、学生が将来、地
域や社会でどのような活動や取組みをしていきた

いかを考え、実際に体験ができるように地域協働
型教育の拡充を図る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 具体的には、 

１）低学年からの企業・組織・地域社会の
課題発見・問題解決型のゼミナールやプ

ロジェクトの推進、 

 

24 １）課題解決型のプロジェクトを

拡充するとともに、新規プロジェクト

の始動を検討する。 

【取組内容】 

(1)平成 30年度において、地域協働型の取組みやプロ

ジェクト は、3学部で計 55件の取組みとなった。 

(2)地元の中小企業、信用金庫と産学金協働で進める

「知財活用プロジェクト」が 2年目を迎え、2つの試

作が誕生するとともに、新規のプロジェクトが始動し

た。 

(3)その他、地域づくりや、地域課題の調査、サービ

ス系の企業から問題解決型のプロジェクトの依頼が

あった。 

 

【資料番号】 

 24-1 平成 30年度「地域協働型教育一覧」（1-4再

掲）             

                                                                                                                   

【今後の課題・方向性】 

 平成 30 年度に始動したプロジェクトや企画、調査

をさらに具体化・深化させるとともに、それら内容に

ついて吟味し、その継続や発展について検討する。ま

た、各学部のゼミナールにおいて、地域社会や地域企

業・組織の課題を主題にした新たなテーマ設定の可能

性についても検討する。 

a 
27(b) 

(1)課題解決型のプロジェクトが拡充されていると

ともに、新しいプロジェクトの取組みも進んでい

る。 

a 
27(b) 

 ２）学生の職業観を低学年から段階的に
養成するキャリア教育（職業観養成科目）

及びキャリアディベロップメントプログ
ラム（採用試験・検定試験対策講座）の整
備、 

 

25 ２）学生が目標をもって学びや生

活ができるようキャリアガイダンス

の内容を見直す。 

【取組内容】 

  12月に 1年生、2年生それぞれを対象とした「キャ

リアガイダンス」を実施した。昨年度は、就職活動に

向けた心構えや流れが中心であったが、平成 30 年度

においては、先輩学生の学びや学生生活について紹介

するとともに、将来を意識し目標をもった学びや生活

をしていく重要性を確認・共有する機会をもった。 

 

【資料番号】 

 25-1 1・2年生キャリアガイダンス関係資料 

 

【今後の課題・方向性】 

  同ガイダンスに参加した学生が「このような学生生

活が送りたい」と目標や方針をもちながら今後の学び

や生活がすすめられるように内容を確認・点検する。

また、次年度以降もこの方針をガイダンスの企画・立

案・運営において重視する。 

b 
28(b) 

(1)学生が目標を持って学びができるように、キャ

リアガイダンスが見直されている。 

(3)学生が目標を持って学ぶために継続して支援を

してほしい。 

b 
28(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ３）学部の特性を踏まえたインターンシ

ップ先（実習先）の開拓と実習内容の拡
充、 

 

26 ３）前年度インターンシップの協

定先として特定した企業と協定を締

結し、協定先の拡充を図ることを目標

とする。また、商工・経済団体等と連

携し定住自立圏域内におけるインタ

ーンシップの受け入れ強化を図る。 

【取組内容】 

(1)学生のインターンシップ先との関係強化を図る

ために、これまで継続的に受け入れのあった地域企

業・組織とインターンシップ協定を締結した（協定

先：しなの鉄道㈱、信州うえだ農業協同組合、上田商

工会議所、㈱池の平ホテル＆リゾーツ、中澤印刷㈱、

㈱まちなみカントリープレス）。これにより、定住自

立圏域内を中心とした地域企業・組織におけるイン

ターンシップの受入れ強化を図った。 

(2)学生がインターンシップの経験やそこでの成長

を自身の言葉で語ってもらう機会としてインターン

シップ報告会を開催するとともに、本学学生のイン

ターンシップの状況を理解してもらうために、イン

ターンシップ受入れ企業や受け入れ検討企業を同報

告会に招聘し意見交換を行った。  

 

【資料番号】 

 26-1 インターンシップ報告会関係資料 

 26-2 インターンシップ協定書 

                         

【今後の課題・方向性】 

 地域企業・組織とのインターンシップ協定を強化・

拡充する。商工・経済団体との連携についてはこれま

で、「業界・仕事研究セミナー」や「企業説明会」の

実施が中心であったが、インターンシップ先の確保

にかかる支援の可能性も検討する。 

b 
29(b) 

(1)企業との協定も締結され、インターンシップの

受け入れの強化が図られている。 

(2)インターンシップ報告会を実施することで、学

生の経験が他学生にも共有されており、良い取組

みと評価する。 

a 
29(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ４）学生が進路に向けた活動時に就職活
動に注力できるような学生の履修支援体
制の整備、 

 

27 ４）学修支援の一環として GPA 制

度を導入するとともに、履修ガイダン

ス時のキャリアの視点の強化を図る。

学生の目標を持った学び（計画的な履

修）に向けて、各学部の学生支援検討

会の拡充を図る。 

【取組内容】 

(1)成績通知書および成績証明書においては、履修科

目の評価とともに学期のＧＰＡと累積のＧＰＡを記

載し、学生が自身の評定を理解できるようにした。ま

た、アドバイザー教員は、担当する学生の出席、修得

単位数、科目の評価、ＧＰＡといった履修指導にかか

る総合的な情報が把握できるようになった。また、出

席不良や単位未修得など課題のある学生について、

各学部の学生支援検討会で状況を確認し、今後の対

応について確認した。   

 また、学生が他大学大学院へ進学を希望する場合

の学校推薦基準においてＧＰＡを基礎に設計するな

ど、その活用を具体的に進めている。 

(2)履修ガイダンス期間中に、キャリア関係のガイダ

ンス（特別コース、各種資格講座）を併せて実施する

とともに、就職活動を意識した計画的履修や「将来を

意識した学び」について確認した。 

(3)学生が将来を意識しながら学びや生活ができる

よう、1年次、2年次を対象とした「キャリアガイダ

ンス」を実施した。 

 

【資料番号】 

 27-1 成績評価とＧＰＡ制度について（4-1再掲）                                                                                                   

 27-2 ガイダンス資料（キャリア関係） 

 27-3 1.2年生キャリアガイダンス資料（25-1再掲） 

【今後の課題・方向性】 

 ＧＰＡ制度を導入し、学生自身や関係者が成績状

況を把握しやすくなったことを受け、同制度の本来

的な目的を達成するための取組みを進めていく。学

生自身の目標管理や、関係者の指導・相談支援などに

活用する仕組みについて検討する。 

b 
30(b) 

(1)GPA制度が導入された。 

(3)学生支援検討会では、学生の課題や状況をどう

把握し、どう対応されたのか。資料からは確認で

きない。 

b 
30(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

  

 ５）学生が進路を選択・開拓する上で有用
な就職活動ガイダンス・就職活動ゼミナ
ール（採用担当者・実務家の招聘による職

業観の養成、業界・企業・事業・仕事の理
解、コミュニケーション能力やマナーの
涵養、自己紹介書の作成支援、面談練習支

援）の実施、 

 

28 ５）学生が進路を選択・開拓する

上で有用な就職活動ガイダンス・就職

活動ゼミナール（採用担当者・実務家

の招聘による職業観の養成、業界・企

業・事業・仕事の理解、コミュニケー

ション能力やマナーの涵養、自己紹介

書の作成支援、面談練習支援）を行う

とともに、採用担当者・実務家の招聘

にあたっては、県内および地元企業・

組織の参加の増加を図る。 

【取組内容】 

(1)就職活動に向けた心構えや具体的な準備をイメ

ージし、低学年の段階から将来を意識し、目標をもっ

た学びと生活ができるようにするために、1 年生、2

年生のそれぞれを対象とした「キャリアガイダンス」

を実施した。 

 

(2)就職活動に向けて段階的に準備ができるように、

3 年生を主な対象として「就職活動ゼミナール」（以

下、就活ゼミ）を定例的に実施した。 

 5月 前学期 就職活動ガイダンス 

    インターンシップガイダンス 

    社会人基礎力診断テスト 

 6月 自己分析、業界研究 

 7月 新聞の活用、ビジネスマナー講座 

10月 後学期 就職活動ガイダンス 

11月 採用担当者の視点、履歴書の書き方 

12月 4年生の就活報告会 

 1 月 県内・地元企業の参加を強化した「業界・仕

事研究セミナー」 

 2月 面接トレーニング 

 3月 エントリーのサポート 

 

(3)キャリアサポートセンターの教職員において、10

月以降、3年生を対象とした就職活動にかかる個別面

談（キャリア面談）を実施するとともに、自己紹介書

（履歴書・エントリーシートなど）作成にかかる支援

を行った。 

【資料番号】 

 28-1 1.2年生キャリアガイダンス資料（25-1再掲） 

 28-2 ガイダンス資料（キャリア関係）(27-2再掲) 

  28-3  step UP(23-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 学生が就職活動に向けて個人の方針をもち、具体

的な対策や準備ができるような一連の活動となって

いるのかという視点で、ガイダンス、ゼミナール、講

座、面談の内容の点検と見直しを行う。また、卒業生

によるキャリア講演や、企業人事担当者によるキャ

リアイベントなどにおいては、県内および地元企業・

組織の招聘を重視する。 

a 
31(b) 

(1)(2)学生の就職支援のため、キャリアガイダンス

や就職活動ゼミナールが定期的に開催されてお

り、評価できる。 

 県内及び地元企業等の参加の増加が図られた

か、資料からは確認できない。 

(3)ガイダンス等を実施したことによる効果や学生

の反応、評価などを検証し、効果的な支援を求め

る。 

b 
31(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ６）上田地域定住自立圏域をはじめとす
る県内の企業・組織を招聘した合同企業

説明会（業界・仕事研究セミナー）及び個
別企業説明会の実施、 

 

29 ６）上田地域定住自立圏域をはじ

めとする、県内の企業・組織を招聘し

た合同企業説明会（業界・仕事研究セ

ミナー）及び個別企業説明会を実施す

る。 

 個別企業説明会においては、県内お

よび定住自立圏内企業・組織の参加の

増加を促す。また、定住自立圏域内の

商工・経済団体等との連携により、学

生の地域内企業見学及び経営者との

交流機会を推進し、本学学生の地域内

企業への認知度向上を図る。 

【取組内容】 

 県内および上田地域定住自立圏域内の企業・組織
を中心に招聘した「業界・仕事研究セミナー」を開催
するとともに、「個別企業説明会」を開催した。また、

「地元企業の見学ツアー」を実施し、学生は地元の企
業 3 社（(株)タツノ、オルガン針(株)、アート金属
工業(株)）において、社内見学、社長との懇談を行っ

た。 
なお、「業界・仕事研究セミナー」へ招聘した企業

のうち上田地域定住自立圏域内の企業の割合は

46.3％（平成 29年度 42.1％）である。 
 

（1）平成 30年度「業界・仕事研究セミナー」（平成

31年 1月 29日） 

・参加企業数 41社（定住自立圏域内企業 19社） 

・参加学生数 228名 

・学生参加率 67.2％（社会福祉学部 57.5％、環境ツ

ーリズム学部 75.8％、企業情報学部 75.8％）  

・学生満足度 81.7% 

 

（2）平成 30年度「学内個別企業説明会」 

・平成 30年 4月 20日からスタートし、平成 30年度

においては、計 52社の説明会を開催した。 

 

【資料番号】 

 29-1 業界・仕事研究セミナー開催資料 

 29-2 業界・仕事研究セミナーアンケート(12-5再

掲) 

 29-3 学内個別企業説明会開催資料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

【今後の課題・方向性】 

「業界・仕事研究セミナー」や「個別企業説明会」に

おいて上田定住自立圏域内企業・組織の参加割合を

高めることを重視してきた。一方で、学生には、業界

や企業、仕事を広く理解してもらいたいとも考える

ため、招聘する上田地域の割合は、現状の高い割合を

堅持しつつ、学生が業界や企業、事業、仕事一般につ

いて理解することも重視した構成も検討する。また、

学生が地域内企業を見学したり、経営者と交流する

機会についても設定し、学生の地域内企業への認知

度向上を図る。 

b 
32(b) 

(1)合同企業説明会及び個別企業説明会が実施さ
れ、学生の満足度が 80%以上と高く、個別企業説
明会など就職支援活動を推進している点も評価で
きる。 

 参加した定住自立圏域内企業数が増加してお
り、地域内企業の認知度向上を図っている。 

a 
32(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 ７）学生の大学院（修士課程）進学に向け
たアドバイザー教員による研究計画策定
支援、口頭試問対策支援及び専門試験対

策支援の実施、 

 

30 ７）学生の大学院（修士課程）進学

に向けたアドバイザー教員による研

究計画策定支援、口頭試問対策支援及

び専門試験対策支援を引き続き行う。 

【取組内容】 

 大学院進学を希望する学生のアドバイザー教員に

より、それぞれの大学院受験ごとに研究計画の作成、

専門記述試験、英語試験、面接口頭試問試験にかかる

支援を行った（一橋大学大学院社会学研究科、上越教

育大学大学院学校教育専攻などに合格）。 

 

【資料番号】 

 30-1 進学希望者の進学先一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 指導教員および関係教員による研究計画策定支

援、口頭試問対策支援及び専門試験対策支援を継続

して行う。 

a 
33(b) 

(1)進学に向けた支援を実施し、進学している。 

(3)進学希望者と進学決定者の数値がわからない。

学生の大学院進学に向けた支援を継続する。 

a 
33(b) 

 ８）アドバイザー教員及びキャリアカウ

ンセラーによる学生の就職・進路にかか
る状況把握と相談支援体制の強化、など
を図る。 

※特別コース：資格の取得（TOEIC、
中国語検定等）や採用試験合格（公務員
等）に向けて、低学年から取り組む学部横

断型のコース 

31 ８）学部教授会の学生支援検討会

における学生の就職活動の状況把握

及び捕捉の機会を、就職活動時のみで

はなく、就職活動のピークが終わる 10

月から 12月においても設定する。 

【取組内容】 

(1)就職活動を目前にひかえた 3年生全員を対象にし

て、個別のキャリア面談を実施した（平成 30年 11月

から平成 31年 1月にかけて実施）。  

 また、キャリアカウンセラー2名を配置し、学生の

就職状況の補足および未決定学生の個別相談支援、

企業紹介を適時実施した。 

 

(2)キャリアサポートにおいて就職活動の状況が十

分に把握できない学生について、担当するアドバイ

ザー教員に対して当該学生の就職活動の状況の確

認・補足を依頼し、学生が就職活動を継続できるよう

に努めた。 

 

【資料番号】 

 31-1 キャリア相談、面談、指導実施資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 キャリアサポートの教職員が十分に状況を把握で

きない学生や就職活動が十分に展開できない学生に

対して、アドバイザー教員と連携しながら支援する

体制を検討する。特に、就職活動のピークが終わる 10

月以降において、アドバイザー教員と協力しながら

学生の就職活動の状況の把握・補足に努め、それを踏

まえてタイミングよく相談支援や求人紹介ができる

流れを重視する。 

b 
34(b) 

(1)キャリアカウンセラーを配置し、学生指導もよ

くされており、相談支援体制を強化されている。 

b 
34(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

 （イ）企業・組織との連携強化による地域

人材の育成と輩出 

 

【地域が求める人材の育成に向けた取

組】 

就職支援については、社会に有用な事

業を展開する地域内・地域外の優良企業・

組織を特定し、学生に対して適宜紹介す

るとともに、学生がそれら企業や事業・仕

事の特徴などを理解し、効果的な就職活

動が展開できるように支援する。 

特に、地元企業・組織（国際的な事業を

展開する企業・組織を含めて）について

は、ヒアリング調査や卒業生との繋がり

を強化するなど、地元企業・組織が求める

人材像（能力・資質）を定期的に確認して

可能な限り教育内容や、ディプロマポリ

シー、カリキュラムポリシー、アドミッシ

ョンポリシー等に反映する。 

また、地元企業・組織でのインターンシ

ップや実習等の就業体験の機会・内容を

拡充し、学生の業界や企業、事業及び仕事

などへの理解を深めるとともに、学生が

地元で生きることの意味を実感できるよ

うに支援する。 

 

【地元企業・組織との連携による教育の

充実】 

現在試行的に進めている地元企業・組

織との産学協同プロジェクトをさらに拡

充し、学生が企業や組織とともに事業開

発や商品開発等に取組むことにより、職

業観や勤労観、さらには職業人として必

要な知識・能力・姿勢を習得できるように

支援する。 

 

32 地元企業・組織でのインターンシ

ップや実習等の就業体験の機会・内

容を拡充し、学生の業界や企業、事

業及び仕事などへの理解を深められ

るよう支援する。 

 学生が地元企業・組織を知るため

の機会を特に多く設定する。具体的

には、地元企業の社長との懇談や、

地元企業の「会社説明会」を開催す

る。また、学生が地元企業・組織を

知り、地元で生きていくことを具体

的に考えられるための機会をさらに

設定する。 

 加えて、新たに「地元企業見学ツ

アー」等を実施する。 

 平成 29年度に引き続き、学生が企

業理解等を深めるともに、関係者が

本学のキャリア教育・支援の内容を

知ることができるように、以下の機

会を設定する。                                  

 ・インターンシップ報告会の開催と

その際の企業との意見交換会の開催                   

・「STEP UP」（キャリアサポートセ

ンターで作成するリーフレット）の

内容の工夫 

・「業界・仕事研究セミナー」および

「福祉の仕事説明会」の開催 

・上田産業展への参加 

 

【取組内容】 
(1)地元の企業・組織・団体と協働し、地域課題の
解決を担い、地域人材を育成すべく、以下の企業・

組織から寄附講座を受入れた。 
①日本銀行長野事務所（企業情報学部・環境ツーリ
ズム学部職業観養成科目「職業観養成特別講義 A」） 

②長野県観光部（環境ツーリズム学部専門科展開科
目「観光特別講義 A」） 
③信濃毎日新聞社（社会福祉学部総合研究科目「社

会福特別講義 G」） 
 
（2）産学官協働により教育・研究を推進すべく、

以下の組織・企業と協定を締結し、各種事業を展開
した。                    
①上田商工会議所（地域課題の解決および人材育

成：業界・仕事研究セミナー、企業説明会、インタ
ーンシップにおいて）                
②上田信用金庫（平成 29年度協定締結）（地域課題

の解決および人づくり：知財活用プロジェクトにお
いて） 
③長野県中小企業家同友会（平成 29年度協定締

結）（平成（地域課題の解決および人づくり：知財
活用プロジェクトにおいて）                       
④(株)ミマキエンジニアリング（教育・研究活動の

推進：デザインプロジェクトにおいて）                  
 
(3)学生が地元企業・組織を知り、将来、生きてい

くことを考える機会として以下を開催した。 
①長野県中小企業団体中央会と連携した「地元企業
の会社説明会」の実施 

②坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 
③上田商工会議所と連携した「業界・仕事研究セミ
ナー」の開催と、招聘する企業のうち定住自立圏域

内企業の割合の増加（41社中 19社） 
④地元企業を中心とした企業とのインターンシップ
協定の締結 

⑤3年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元
企業の採用担当者等の招聘強化 
⑥「地元企業の見学ツアー」の実施（社内見学、社

長との懇談）（見学先：(株)タツノ、オルガン針
(株)、アート金属工業(株)） 
⑦上田地域産業展見学の案内 

b 
35(b) 

(1)学生が地元企業を知るための機会の拡充に努め

た。 

(3)学生が地域企業などへの理解を深めるととも

に、地域企業への認識向上を引き続き図るよう求

める。 

b 
35(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

 また、上記のインターンシップ（海外

インターンシップを含む）や実習等の

受入先を新規に開拓するなど、地元企

業・組織との連携による教育を充実さ

せ、共に学生を育成するシステムを構

築する。そして、このような地域協働型

教育により、地元で生きることを重視

する学生が、実際に進路選択ができる

ように、県内及び上田地域定住自立圏

域内の企業・組織を招聘した「合同企業

説明会（業界仕事・研究セミナー）」や、

「個別企業説明会」を実施する。 

【地元企業・組織の魅力を伝える】 
地元の企業・組織訪問を実施し、求人

や求める人材像（知識・能力・姿勢・態

度等）にかかる情報収集をするととも
に、学生にそれらの情報を適時提供す
る。 

また、本学教職員とともに、旧学校法
人の同窓会、卒業生などの協力を得て、
積極的に企業・組織開拓をする。  

関連して、就職情報に精通したカウ
ンセラーを配置し、きめ細かな就職支
援を行う。 

大学独自の「合同企業説明会（業界・
仕事研究セミナー）」、「福祉の職場説明
会」や懇談会を開催し、地元企業や組織

（社会福祉法人等）の魅力を学生に伝
え、県内及び上田地域定住自立圏域内
（上田市、東御市、青木村、長和町、坂

城町、立科町、嬬恋村）への高い就職率
を目指す。 

 (4)インターンシップ及び福祉実習の受講にかか

るガイダンスを実施し、その目的、内容、計画、
学生の成長などについて周知した。 
 

(5)「福祉実習報告会」を実施し、受講した学生
が実習の目的や計画、それぞれの成長などについ
て報告・意見交換する機会を設定した。当該報告

会には受講者とともに、これから受講する下級
生、さらには地元を中心とした福祉施設の関係者
が参加した。 

(6)「インターンシップ報告会」を実施し、受講
した学生が受講の目的や計画、それぞれの成長な
どについて報告・意見交換する機会を設定した。

当該報告会には受講者とともに、受講予定の下級
生、地元を中心とした企業の関係者が参加した。                   
 

【資料番号】 
 32-1 寄附講座関係資料（1-5再掲） 
 32-2 上田商工会議所、上田市商工会、真田町

商工会との連携に関する協定書（13-1再掲） 
 32-3  (株)ミマキエンジニアリングとの包括的連携

に関する協定書 

 32-4 知財活用プロジェクト資料 
 32-5 会社説明会関係資料    

 32-6 業界・仕事研究セミナー開催資料（29-1

再掲） 
 32-7 インターンシップ協定書（26-2再掲） 
 32-8 地元企業の見学ツアー資料 

 32-9 上田地域産業展案内資料 
 32-10  福祉実習・インターンシップガイダン
ス資料 

 32-11 福祉実習報告会資料 
 32-12 インターンシップ報告会関係資料（26-1
再掲） 

【今後の課題・方向性】 
 昨年度と同様に、学生における業界・企業・事
業・仕事の理解及び地域企業・組織の認識向上の

視点から、ガイダンスやセミナー、報告会等の内
容を点検し、必要な場合は見直しを行う。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 エ 就職支援 

（ウ）企業・組織等アンケートの実施  

採用いただいた企業・組織等に対し、本

学卒業生の印象、本学に求めるものなど

についてアンケート調査を行い、教育内

容の改善に役立てる。 

また、公務員試験合格や教員免許取得、

国際的職業人の育成等に向けたキャリア

ディベロップメントプログラムを計画・

策定し、各種試験・資格対策講座を企画・

運営する。 

33 教育内容の改善に役立てるため、

企業・組織等に対し、本学に求めるも

のなどについてアンケート調査を引

き続き実施する。 

【取組内容】 

「業界・仕事研究セミナー」及び「福祉の職場説明会」

において本学に求めるものなどに関するアンケート

を実施した。同アンケートでは、求める人材像（知識、

能力、姿勢、態度）や専門分野を中心に聴取した。企

業・組織が求める人材像からも、本学が教養教育、専

門教育とともに、地域協働型教育をより強化してい

くことの重要性を確認した。 

                         

【資料番号】 

 33-1 業界・仕事研究セミナーアンケート(12-5再

掲) 

 33-2 福祉の職場説明会アンケート 

                        

【今後の課題・方向性】 

 これまで同アンケートは学生に対して、企業が求

める人材像について周知するといった就職指導に

おいて主に活用してきた。ただ、同アンケートはそ

れぞれの学部のカリキュラムへの反映によりはじ

めて有効となるため、キャリアサポートセンター

の運営委員会のみならず、関係する大学教育セン

ター等で協議し、企業等の要望の受け止めについ

て検討する。 

b 
36(b) 

(1)企業等に対して、アンケート調査を実施した。 

(3)アンケート結果を評価し、教育内容の改善につ

なげる必要がある。 

b 
36(b) 

 学生支援に関する指標 

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者数

×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割合

（（就職者数＋進学者数）÷卒業生数×１

００）:創設後、３年後の平成３１年度ま

でに公立大学同系統の数値（８８.８％）

以上をめざす。 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生に対

する就職者の割合」は、８８.８％（出典：

大学の真の実力情報公開 BOOK ２０１

６） 

◇その他、学生支援に関しては、以下の指

標等も設定し、学生支援の方策の有効性

を評価する。毎年度、各指標の結果を分析

し、翌年度の年次計画に改善策を盛り込

む。 

◇退学率（年間退学者数÷在学者数×１

００） 

◇地域内就職率（地域内就職者数÷就職

数×１００） 

【1】学生支援に関する指標  

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者

数×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割

合（（就職者数＋進学者数）÷卒業生数

×１００）:創設後、３年後の平成３１

年度までに公立大学同系統の数値（８

８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生に

対する就職者の割合」は、８８.８％（出

典：大学の真の実力情報公開 BOOK 

２０１６） 

その他、学生支援に関しては、以下

の指標等も設定し、学生支援の方策の

有効性を評価する。毎年度、各指標の

結果を分析し、翌年度の年次計画に改

善策を盛り込む。 

 

 

【取組内容】 

◇就職決定率 99.3％                                                                                                                                     

◇卒業者に対する就職者・進学者の割合 91.6％ 

◇その他、学生支援に関する指標として、以下の 2

つを設定した。 

①退学率 2.57％（平成 29年度 2.78％） 

②地域内就職率   

 1)長野県内 75％（就職希望者のうち、長野県内出

身者の割合 77.5％） 

 2)上田市内 18.6％（就職希望者のうち、上田市内

出身者の割合 14.8％） 

 3)定住自立圏域内 24.3％（就職希望者のうち、定

住自立圏域内出身者 

             の割合 21.1％） 

【資料番号】                

【1】-1 卒業生の進路状況 

【1】-2 除籍・退学状況 

 

 

a 
(a) 

(1)(2)就職決定率等、数値目標を上回っている。 

a 
(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

 学生支援に関する指標 

◇就職決定率（就職者数÷就職希望者

数×１００）：９５％以上 

◇卒業生に対する就職者・進学者の割

合（（就職者数＋進学者数）÷卒業生数

×１００）:創設後、３年後の平成３１

年度までに公立大学同系統の数値（８

８.８％）以上をめざす。 

＜参考＞公立大学同系統の「卒業生に

対する就職者の割合」は、８８.８％（出

典：大学の真の実力情報公開 BOOK 

２０１６） 

◇その他、学生支援に関しては、以下の

指標等も設定し、学生支援の方策の有

効性を評価する。毎年度、各指標の結果

を分析し、翌年度の年次計画に改善策

を盛り込む。 

◇退学率（年間退学者数÷在学者数×

１００） 

◇地域内就職率（地域内就職者数÷就

職数×１００） 

退学率（年間退学者数÷在学者数×

１００）に関連して平成 29 年度は、

学生が目標をもちながら学び、計画

的に単位を修得し、適切なタイミン

グで就職活動ができるように、以下

のような仕組みや体制を整備した。

平成 30 年度は、同様の取組みをさ

らに強化する。 

1）地域の企業・組織・団体と連携し

た地域協働型の学びの促進（16取組

み→さらに強化・拡充） 

2）初年次段階から目標をもった学

びや生活ができるよう 1 年次、2 年

次を対象にしたキャリアガイダン

スの実施（それぞれ 12 月に実施） 

3）3年生全員を対象にしたキャリア

面談の実施（10 月から翌 1 月にか

けて実施） 

4）ＧＰＡ制度の導入と、学生が学び

の目標をもち、自身の位置を確認で

きる体制の整備 

5）学生支援検討会の定期的な開催

と、単位未修得学生・出席不良学生

の対応策の検討、就職にかかる状

況補足および支援策の検討（各学

部教授会において定例的に実施） 

 

地域内就職率（地域内就職者数÷

就職数×１００）に関連して平成 29

年度は定住自立圏域内企業への就

職を強化・促進するために、以下の

取組みを実施した。平成 30年度は、

定住自立圏域内企業への就職につ

いて、さらに強化するために、以下

の取組みを実施する。 

1）上田商工会議所および各経済団

体と連携した「地元企業の会社説明

会」の実施 

2）坂城町と連携した職場説明会へ

の学生参加の促進 

【今後の課題・方向性】 

 主たる指標の「就職率」、「卒業生に対する就職

者・進学者の割合」、及びその他指標の「退学

率」に関連して、学生が目標をもちながら学び、

計画的に単位を修得し、適切なタイミングで就職

活動ができるように、以下のような仕組みや体制

を整備する。 

 

（1）地域の企業・組織・団体と連携した地域協

働型の学びの促進 （55件の取組み→さらに強

化・拡充） 

（2）初年次段階から目標をもった学びや生活が

できるよう 1年次、2年次を対象にしたキャリア

ガイダンスの実施 

（3）3年生全員を対象にしたキャリア面談の実施

（10月から翌 1月にかけて実施） 

（4）ＧＰＡ制度の運用・活用の検討（学期ごと

の学生の成績状況の確認と指導、就職・進学にお

ける同ポイントの活用、特待生の選定における成

績上位者の特定など） 

（5）学生支援検討会の定期的な開催と、単位未

修得学生・出席不良学生の対応策の検討、就職に

かかる状況補足および支援策の検討（各学部教授

会において定例的に実施） 

 また、その他の指標の「地域内就職率」に関連

して、定住自立圏域内企業への就職を強化・促進

するために、以下の取組みを実施する。 

（1）上田商工会議所および各経済団体と連携し

た「地元企業の会社説明会」の実施 

（2）坂城町と連携した職場説明会への学生参加

の促進 

（3）「業界・仕事研究セミナー」へ招聘する企業

のうち定住自立圏域内企業の高い割合の堅持（5

割程度に） 

（4）地元企業を中心とした企業とのインターン

シップ協定の締結拡充 

（5）3年生を対象とした就職活動ゼミナールへの

地元企業の採用担当者等の招聘強化 

（6）「地元企業の見学ツアー」の実施（その中で職

場見学、社長との懇談の実施）於：(株)タツノ、オ

ルガン針(株)、アート金属工業(株) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

 エ 就職支援 

  3）「業界・仕事研究セミナー」へ招

聘する企業のうち定住自立圏域内

企業の割合の増加（38社中 16社→5

割程度に） 

4）地元企業を中心とした企業との

インターンシップ協定の締結拡充 

5）3年生を対象とした就職活動ゼミ

ナールへの地元企業の採用担当者

等の招聘強化 

6）地元企業の経営者との懇談会の

実施 

7）「地元企業の見学ツアー」の実施 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 １ 教育に関する目標を達成するための措置 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を示し、知識偏重でなく、様々な能力や意欲・適性を多面的・総合的に評価する入試を実施する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

 （ア）学部の入学者受け入れ方針（アドミ

ッション・ポリシー）を明確に位置づけ、

受験生が理解し、目的意識をもって志願

できるように努める。 

 

（イ）高い目標をもって、勉学に取り組む

意欲があり、本学で培った知識や技術を
活かし、地域社会に貢献しようという志
のある者を積極的に受け入れる。 

34 学部の入学者受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）に合致する高

い目標をもって、勉学に取り組む意欲

ある学生を獲得するために、県内外で

の高校進路指導担当教員向け説明会、

オープンキャンパスや会場ガイダン

スなど高校生向け広報活動を強化す

る。 

 また、早期に本学が有する学問領域

への関心を深めるため、県内高校の 1・

2 年生を対象とした訪問講義や大学見

学会の機会を拡充する。 

 増員した定員を充足できるように
教育内容（専門分野、ゼミナール、地
域との連携プロジェクト）の見直し、

改善を図る。 

【取組内容】                 
（1）より一層多様な能力を持った学生の受入れを

促進するため、企業情報学部と環境ツーリズム学部
については、令和元年度実施の入試から、一般選抜
前期日程の受験科目を変更する（国語・外国語を必

修としない）ことにした。 
（2）オープンキャンパスを 2回（7月・8月）実施
した。それに加え、各入試の出願時期前の情報提供

に合わせた内容の入試説明会を平成 30年度は 3回
（6月・9月・10月）実施し、平成 29年度の参加者
数を上回る結果となった。 

（3）進学相談会 43会場(県内 18、県外 25)に広報
入試担当職員が参加し、本学専任教員による訪問講
義を７か所(県内 4か所、県外 3か所)実施し、大学

見学会を計 12回（県内 8校、県外 4校）開催し
た。その際、それぞれの高校の生徒と密接なコミュ
ニケーションをもち、本学の教育内容等の情報を提

供する機会となった。 
（4）総合型選抜(AO入試)の志願者は、181 名であ
り、平成 30年度入試(182名)とほぼ同数となった。

また、学校推薦型選抜(推薦入試)の志願者は 225名
であり、平成 30年度入試(202名)を若干上回る結果
となった。 

（5）外国人留学生入試(20名:平成 31年度、12名:
平成 30年度)、編入学試験(57名:平成 31年度、39
名:平成 30年度)、帰国子女(1名: 平成 31年度、0

名: 平成 30年度)・社会人シニア(2名: 平成 31年
度、0名: 平成 30年度)の志願者数は、前年度を大
きく上回る人数になった。     

a 
37(a) 

(1)オープンキャンパスや進学相談会などを開催

し、大学の広報活動をしている。 

 教員による訪問講義を実施するなど積極的に情

報を提供し、志願者を増やそうとしている。 

 増員した定員を充足する教育内容の見直し、改

善が図られたのか、資料から確認できない。 

b 
37(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 ア 学生の受け入れ 

    
【資料番号】 

 34-1 第 2回アドミッションセンター運営委員会 
 34-2 平成 30年度オープンキャンパス実施結果 
 34-3 2018年度進学相談会 

34-4 2018年訪問講義 
 34-5 2019(平成 31)年度入学試験実施結果データ                    
 

【今後の課題・方向性】                                                                                                                                             
 公正性を担保しながら、より一層本学への志願の
明確な受験生を確保するための方策について検討す

る。特に、各学部の専門性に一層対応した受験生の
志願機会を増大させるために、大学見学会の内容や
実施手順を見直すとともに、広報入試担当職員や関

係する教員が高校を訪問し、学びの内容や特徴を広
報する機会を拡充する。 

 

 

 

 イ 入学者選抜 

 （ア）一定の基礎学力を備え、かつ学ぶ意

欲の高い学生を確保するため、主体性・協

働性・思考力・判断力など多面的、総合的

に評価し、選抜できる入試制度（調査書の

活用、資格・検定試験の活用など）を実施

する。 

（イ）学ぶ意欲の高い受験生を安定的に

確保するため、入試の動向や入学後の学

生の状況を確認しながら、ＡＯ入試、推薦

入試、一般入試の募集人員の配分や試験

内容を適宜見直す。 

（ウ）入試の実施にあたっては、受験生の

ニーズに対応し、適切な地方入学試験会

場を設定する。 

35 平成 31 年度入学者選抜は、総合

型選抜（AO入試）・学校推薦型選抜（推

薦入試）・一般選抜（前期・公立大学中

期）・社会人・編入・留学生の各種入試

を実施する。なお、学校推薦型選抜に

は、定住自立圏域優先枠及び県内高校

在籍者優先枠を設け、勉学意欲ある地

元学生の獲得を図る。 

 また、適切な地方入学試験会場を設

定し、加えて、志願者の出願時の利便

性を図るため、すべての入試区分（総

合型選抜・学校推薦型選抜・編入・留

学生・社会人・一般選抜）において Web

出願を取り入れる。 

【取組内容】 

（1）学校推薦型選抜（推薦入試）では総合型選抜に

定員の一部を移したことで、定住自立圏域優先枠及

び県内高校在籍者優先枠の割合が増え(社会福祉学

部では募集定員の約 7 割、環境ツーリズム学部・企

業情報学部では募集定員の約 6割)、勉学意欲ある地

元学生の獲得を図った。 

 

（2）一般選抜（公立大学中期）の本学の個別学力試

験は、新規に設定した岡山会場を加え 8 会場で実施

した。 

 

（3）すべて入試区分で Web出願を取り入れた。 

 

（4）12月に令和 3年度長野大学入学者選抜の予告を

行い、この時点で予告できなかった詳細については

年度末の 3月に予告を行った。 

【資料番号】 

 35-1 学生募集・入学者選抜要項  

 35-2 一般選抜（公立大学中期）実施態勢 

 35-3 平成 33年度長野大学入学者選抜の予告 

a 
38(b) 

(1)優先枠の割合が増えたように見えるのは、推薦

選抜の定数が減ったことによるもので。実際の成

果につながるとは言い難い。 

(2)Web 出願を取り入れた 

b 
38(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

（４）学生の受け入れと入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

 イ 入学者選抜 

    

【今後の課題・方向性】 

 令和 3 年度の長野大学入学者選抜の予告の詳細

を公表するとともに、公立大学として実施した入

学試験(総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜)の

総括を行う。特に、定住自立圏域特別枠及び県内高

校在籍者特別枠の志願者をより一層増加させるた

めの方策を検討する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
独創的な研究や新たな産業を生み出す芽となるような研究活動を尊重しつつ、積極的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連携した地域協働による共同研究を推進し、その研究活動や

研究成果を積極的に発信する。併せて、上田市が抱える政策課題に即した研究に積極的に取り組み、具体的な提言を行う。 
また、学術研究の質を高め、高いレベルでの知的貢献が可能となるよう教員が研鑚を重ねるとともに、教員の研究業績を評価する体制を構築し、研究水準の向上を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究水準の向上 

 地域を研究の主題とする大学を目指

し、学術研究はもとより、新たな産業の芽
を生み出すなど、地域に貢献する研究活
動や研究成果を社会に発信しつつ、積極

的に地域住民や企業、行政、ＮＰＯ等と連
携し、本学教員を中核とした地域協働に
よる共同研究を推進する。 

36 長野大学研究助成金を学長裁量

研究費に位置づけて拡充し、共同研究

を推進する。 

【取組内容】                        

 長野大学研究助成金を学長裁量経費に位置づけた

ことから、学長のイニシアティブのもとで共同研究

を推進する状況が整った。この状況を受けて、長野大

学研究助成金を拡充することができた。加えて、準備

研究部門は単独研究（３件）、共同研究者あり（３件）、

地域・社会貢献研究部門は単独研究（３件）、共同研

究者あり（３件）である。 

 

  〇準備研究部門：6件 1,800,000円 

         （平成 29年度 5件 1,486,180円） 

  〇地域・社会貢献研究部門：6件 2,556,500円– 

         （平成 29年度 4件 1,856,500円) 

    計 12件 4,356,500円 

    （平成 29年度 9件 3,342,680円）                     

 

【資料番号】 

 36-1 平成３０年度長野大学研究助成金審査結果 

 36-2 2019（平成 29）年度長野大学研究助成金による研

究報告（紀要）                   

 

【今後の課題・方向性】 

  長野大学研究助成金を使用した研究活動を、より

一層活性化する方向を目指す。今後は助成金の総額

の見直し、研究成果の地域への還元などについて、研

究推進室で検証を行う。 

b 
40(b) 

(2)大学の目指す方向に合致したテーマに対し、研

究費枠を拡充したことは、教員の研究活動意欲を

高めることにつながると考えられ、評価できる。 

(3)研究助成制度などの活用により、地域活動の研

究に取り組む大学を目指し、研究活動の促進と研

究水準の向上を図っていただきたい。 

 ホームページ等を活用するなど、研究報告を学

内外に積極的に社会に発信し、地域へ還元できる

ような取組みに期待する。 

a 
40(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 イ 研究活動の活性化と研究成果の普及 

 （ア）研究における自己点検と教員同志
の相互研鑽の場として「研究交流広場」を
実施する。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部
資金の申請数を増加させる。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論文等

の実績について、研究分野の特性を踏ま
えながら教員の業績を管理する体制（教
員の研究成果を電子データとしてデータ

ベース化し、保存、公開する）を構築し、
ホームページ等を通じて公表する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究水準

の向上を図るため、教員表彰制度に加え
て、国内・国外研修・留学などサバティカ
ル制度（教員が一定期間研究に専念する

研修制度）の利用を活性化させるととも
に、研究費等の充実などインセンティブ
が働く評価制度を構築する。（平成３１年

度～） 

37（ア）「研究交流広場」を実施する。 

平成 29年度に引き続き、「研究交流広

場」を６回、学内研究会を１回開催す

る。 

（イ）「科学研究費補助金」等競争的外

部資金の申請数を増加させる。 

平成 29 年度に引き続き、科学研究費

補助金にかかる専門家による勉強会

を開催し、希望する教員に対して個別

面談、申請書添削の支援を実施する。 

（ウ）教員の研究活動や研究成果、論

文等の実績を管理する。教員業績の管

理、発信にかかる課題を整理し、教員

業績管理システムの導入を試行する。 

（エ）教員の研究活動の奨励と、研究

水準の向上を図る。国内・国外研修・
留学などサバティカル制度の利用を
強く推進し、加えて、外部資金獲得者

に対し、研究費を追加配分する制度を
具体化し、平成 31 年度予算に反映さ
せる。 

【取組内容】                         
（ア）「研究交流広場」を実施した。 
「研究交流広場」を３回（5月 30日、6月 27日、1

月 30日）、学内研究会を１回開催（10月 31日）し
た。研究交流広場については、年間 6回の開催を目
標に計画していた。しかし多くの教員が参加できる

日程の確保ができないという課題を抱えている。 
 
（イ）「科学研究費補助金」等競争的外部資金の申

請数は以下のように増加した。 
 新規申請件数（代表者）は 18件あった。平成 29
年度は 12件であったので、６件の増加となった。

「科学研究費補助金」等競争的外部資金の応募に関
わった教員数は、研究代表者、研究分担者を合計す
ると 38名になった。平成 29年度は 16名であった

ので、22名の増加となった。その結果、本学教員の
半数以上が「科学研究費補助金」等競争的外部資金
の応募に関与した。 

 本年度の新たな傾向として、環境ツーリズム学部
教員 11名が共同研究を立ち上げ、科研費（B）に申
請するという、学部単位で科研費に応募する試みが

初めて行われた。   
 
 科学研究費補助金にかかる専門家による勉強会

（科研費セミナー）を 8月 8日に開催（対象教員
57名中 20名が参加）した。 

8月 2日、8月 3日に希望する教員 11名に対し

て専門家による個別面談を実施し、その後申請書
の添削支援を 13件実施した。 

 

（ウ）全教員の研究データを集約する方法として、
国内最大級の研究者データベースである
researchmap（科学技術振興機構）を本学の研究者

マスタと位置づけ、ホームペ－ジに掲載した。 
 
（エ）国内・国外研修などサバティカル制度の利用

を強く推進したものの、特にサバティカル制度の 3
名の枠の中で 1名が実施した。加えて、外部資金獲
得者に対し、個人研究費を加算する制度を令和元年

度から発足する。                               

b 
41(b) 

(1)新規申請数が増加している。個別面談等の支援

を行い、新規申請数も増加している。 

申請数が増加し科学研究費補助金を獲得する姿

勢となっている。 

 個人レベルでの成果がわかるように、全教員の

データが集められていることが必要。 

researchmap に全教員が登録されているか、資

料からは確認できない。 

(3)申請したが、内定がもらえなかった案件につい

ては、その要因を分析し、今後に活かす仕組みが

必要。 

研究交流広場の日程の確保が難しいのであれ

ば、教員同士の相互研鑽を促進する別の方法も検

討しても良いのではないか。 

 

b 
41(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準の向上及び研究成果に関する目標を達成するための措置 

 イ 研究活動の活性化と研究成果の普及 

   (オ）地域共生福祉研究所において地域共生福祉
論集第１３号を発行した。 

【資料番号】 
 37-1 研究交流広場まとめ(9-1再掲） 
 37-2学内研究会の案内と実施報告（9-2再掲） 

37-3 科研費申請者一覧 
37-4 科研費セミナー資料、参加者名簿 
37-5 科研費専門家による面談、添削指導実施

状況 
37-6 研究者データベース（大学ホームページ

掲載画面） 

 37-7 国内研究員・国外出張員一覧  
 37-8 長野大学地域共生福祉論集第１３号                 
 

【今後の課題・方向性】 
  教員が自己研究上の問題点を認識し、今後どの
ような研究が必要かを不断に見つめ直す状況をつ

くっていく。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教員が社会の研究に対する要求をくみ取り、地域と関わりながら研究を進め、より積極的・主体的に研究に向き合えるような研究環境を整備するとともに、組織的に競争的外部資金の獲

得に向けた取組を推進する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

 

区分 

（２）研究の実施体制に関する目標を達成するための措置 

 ア 研究支援体制の強化 

 「科学研究費補助金」等競争的外部資金

の新規申請率を向上させるため、外部研

究資金の募集情報を積極的に収集、教員

に迅速に提供し、申請に当たっての内容

説明や申請書類作成支援を行うなど、応

募に当たっての関連情報の提供やアドバ

イス等研究支援の体制を強化する。 

また、研究資金の獲得者や応募者に対し

て、インセンティブ(学長裁量経費等の配
分など)を与える制度を創設する。 

これらによって、外部資金の新規申請件

数・獲得件数増を働きかけ、公立大学の新
規申請率平均（４３．５％）以上を目指す。
（平成３３年度） 

38 平成 29 年度に引き続き、科学研

究費補助金にかかる専門家による勉
強会を開催し、希望する教員に対して
個別面談、申請書添削の支援を実施す

る。 

【取組内容】                         

科学研究費補助金にかかる専門家による勉強会
（科研費セミナー）を 8月 8日に開催（対象教員
57名中 20名が参加）した。 

8月 2日、8月 3日に希望する教員 11名に対し
て専門家による個別面談を実施し、その後申請書
の添削支援を 13件実施した。 

 

 

【資料番号】 

 38-1 科研費セミナー資料、参加者名簿(37-4再掲)                 

 38-2 科研費専門家による面談、添削指導実施状況

(37-5再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も同様に専門家による指導を継続する。 

a 
42(b) 

(1)勉強会を開催し、研究支援がなされている。 

(3)中期計画にある目標：新規申請率(43.5％)につ

いて、現在の申請率がわからない。 

b 
42(c) 

 イ 公的研究費の管理・監査のガイドラインに係るコンプライアンスの徹底 

 文部科学省が示す「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン」
を遵守し、学内の公的研究費の管理・監査

のガイドラインに係るコンプライアンス
の徹底を図る。 

39 平成 29年度に引き続き、専門家に
よるコンプライアンス・研究倫理研修
会を開催し理解の徹底を図る。 

【取組内容】                      

 平成 30 年 8 月 1 日に専門家によるコンプライアン

ス・研究倫理研修会を開催し理解の徹底を図った。参

加教職員数は対象教職員 74 名中 57 名が受講し、欠

席した 17 名のすべてが後日映像にて受講を完了し

た。    

 

【資料番号】 

 39-1 コンプライアンス研修資料 

 39-2 コンプライアンス研修受講状況 

 39-3 研究倫理パンフ（学生用）                 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も継続し、コンプライアンスの徹底に取り組

む。 

a 
43(b) 

(1)コンプライアンスの徹底を図っている。 

資料では 74 名が全て 8 月 1 日に受講したことに
なっている。 

b 
43(b) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 

地域活性化につながる連携活動を行うほか、大学の有する専門知識や技能を活かしたシンクタンク機能を発揮して、市や地域の課題解決に取り組み、もって、地域産業の振興や創業支
援による雇用創出と若者の定着を推進する。 
また、社会人を積極的に受け入れ、社会人が体系的に学べる機会を提供するほか、公開講座を開催するなど、市民サービスの充実を図る。 

さらに、上田市が設置した「まちなかキャンパスうえだ」を活用し、他大学や商店街等と連携した事業を実施することで、地域活性化と新たな事業展開につなげるほか、市が推進する「学
園都市づくり」のため、市内の高等教育機関等と連携を図り、その中核的な役割を担う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

 （ア）平成２９年度に「地域づくり総合セ

ンター」を創設し、理事長及び学長のリー

ダーシップのもと、地域の課題解決に取

組む体制をつくる。また、大学の地域貢献

活動の総合窓口としての機能を果たすと

ともに、市への政策提言を行うなど政策

課題の解決に協力する。 

（イ）「地域づくり総合センター」に地域

の課題の特定や、解決の方向性を検討す

るために「産学官地域連携会議」を設置

し、以下の事業項目を推進する。 

【地域の総合的課題にかかるプロジェク

トの推進】 

福祉、教育、心理、環境、観光、企業経

営、起業、情報、デザインなどの地域の総

合的課題にかかるプロジェクトを推進す

る。 

【地域活動等の支援】 

学生の主体的な地域活動やボランティア

活動を支援する。 

【地域人材育成プログラム】 

本学学生のみならず、社会人や高校生等

を念頭におきながら、地域人材を育成す

るプログラムの運営を進め、地域産業の

振興や創業支援による雇用創出と若者の

定着を推進する。 

【政策や課題の提言】 

自治体等への政策や課題の提言、各計画

の策定に対する参画や推進のための助言

を展開する。 

40  一般財団法人浅間リサーチエク

ステンションセンター（AREC・Fii プ

ラザ）に入会し、助言を得ながら、本

学独自の産学連携共同体の在り方を

模索する。また、平成 29 年度に実施

してきた市・地元産業界との意見交換

をもとに、意見交換会をさらに拡充さ

せるとともに、産学官地域連携会議の

在り方等を検討する。 

 

【取組内容】                                  

（1）地域づくり総合センターの役割や機能をまと

めた案内書等による情報発信を通じて、センターの

グランドデザインを学内外で共有を図った。また、

地域からの相談に対応するため、事前相談シートや

ガイドラインの整備を行った。 

  

（2）地域づくり総合センターの事業推進責任者と

して、担当副学長を指名した。 

 また、従来より多く取り組まれている本学の地域

連携の取り組みを地域づくり総合センターが集約す

る仕組みとして、グーグル・フォームを活用した簡

易データベース・システムを整備した。 

 地域づくり総合センターの取り組む地域の総合的

課題にかかるプロジェクトおよび地域人材育成プロ

グラムとして、「知財活用プロジェクト」「COC+事

業」等に取り組んだ。特に、知財活用プロジェクト

では、長野県中小企業家同友会、上田信用金庫、富

士通と連携し、開放特許を活用した商品開発アイデ

アを複数の学生ｸﾞﾙｰﾌﾟが発案するなど、産学官連携

事業として発展してきている。 

 また、新たなプロジェクトとして、塩田まちづく

り協議会等との連携による「塩田ため池芸術祭（仮

称）」や上田市との協働による「信州上田学事業」

の企画推進をおこなった。なお、塩田ため池芸術祭

（仮称）においては、東京藝術大学との連携も見据

えて、東御市で「天空の芸術祭」をプロデュースす

る保科東京藝大副学長を招きシンポジウムを開催

（平成 31年 3月）し、塩田まちづくり協議会の関

係者とともに意見交換をおこなった。 

b 
44(b) 

(1)中期計画と年度計画及び実施状況が、どうリン

クしているのか、わからない。 

 産学官地域連携のあり方に関する意見交換につ

いて、どのような意見が出され、判断されたの

か、資料がない。 

c 
44(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

   （3）本学の産学官地域連携の推進体制のあり方

について、学内関係者と意見交換等を行った。こ

れにより、産学官地域連携の推進においては、当

初構想していた「産学官地域連携会議」をすぐに

立ち上げるのではなく、具体的な地域事業を進め

ながら AREC等の実績のある産学連携組織より助

言を得るとともに、産業界だけでなく多様な地域

組織との連携体制を徐々に整えていくことが適切

であると判断した。 

 

【資料番号】                  

 40-1 地域づくり総合センター案内書 

 40-2 地域づくり総合センター年報（2017） 

 40-3 事前相談シート 

 40-4 事前相談ガイドライン 

 40-5 グーグル・フォームによる地域協働プロジェク

ト情報集約シート 

 40-6 知財活用プロジェクト資料（32-4再掲） 

 40-7 COC+事業 長野大学資料 

 40-8 塩田平ため池芸術祭キックオフイベン

ト、企画資料 

 40-9 信州上田学事業関係資料 

 40-10 AREC Fiiプラザ資料 

 40-11 東信州次世代イノベーションセンタープ

ラン（概要） 

 

【今後の課題・方向性】 

（1）案内書等の内容充実を図るとともに、本学

のホームページの更新にあわせ、センターのホー

ムページの整備を検討する。 

（2）より簡便に学内の地域協働プロジェクト情

報を入手できる仕組み、集約した情報を分類整理

し活用できる仕組み等を令和元年度内に検討し、

整備する。地域の総合的課題にかかるプロジェク

トおよび地域人材育成プログラムとして、「知財

活用プロジェクト」「COC+事業」に引き続き取り

組むとともに、「信州上田学事業」の本格実施、

「塩田ため池芸術祭（仮称）」の企画検討を進め

る。 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域づくり総合センター」の創設と「地域課題の解決システム」の構築 

   （3）AREC Fiiプラザ、東信州次世代イノベーショ

ンセンター等の地域組織との連携推進を図る。あわ

せて、信州上田学事業等の具体的な地域連携事業を

とおして、産業界はもとより NPO、行政等、多様な

地域組織との連携推進を図る。これらの活動をつう

じて、長野大学地域づくり総合センターならでは

の、産学官地域連携推進体制の構築を目指す。 

 

 

 

 イ 連続講座・公開講座の充実と「まちなかキャンパスうえだ」の活用 

 連続講座及び公開講座を、大学や「まち
なかキャンパスうえだ」で開催し、市民サ

ービスの充実を図るとともに、他大学や
商店街等と連携した事業を実施する。ま
た、授業の一般開放等を充実させる。 

41 市民開放授業を継続する。市民へ

の広報を強化し、受講者の拡大を図

る。引き続き、連続講座（長野大学）

5 講座、坂城町講座（ＢＩプラザ）10

講座、市民向け講座（まちなかキャン

パスうえだ）4 大学 20 講座を開講す

る。 

 

【取組内容】                  

 市民開放授業を始めとする①から④の各種講座を

地域に開放し、多数の受講生を得ることができた。本

学の学問領域を周知すること、地域住民の学びの期

待に応えての結果である。まちなかキャンパスうえ

だについては、来訪者・利用者が、4,405名となり、

地域のコミュ二ケーション拠点として一定の役割を

果たした。 

 

①市民開放授業：85 科目開放中 12 科目で延べ 32 名

受講 

②長野大学連続講座（会場は、長野大学）：6講座 72

名受講 

③坂城町講座（会場はさかきＢＩプラザ）：6講座 126

名受講 

④市民向け講座（会場は、まちなかキャンパスうえ

だ）：4大学で 20講座 295名受講            

 

【資料番号】                 

 41-1 市民開放授業科目一覧 

 41-2 長野大学連続講座、市民開放授業受講実績、坂城町

講座一覧（前期） 

 41-3 長野大学連続講座、市民開放授業受講実績、坂城町

講座一覧（後期） 

 41-4 まちなかキャンパスうえだ市民向講座一覧 

 41-5 まちなかキャンパスうえだ利用実績 

b 
47(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

(3)公開講座等の 1 つでも、web や CATV 等の媒体

で広報することで、長野大学を市民や幅広い層に

知ってもらうこともできないか。 

b 
47(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価
区分 

３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（１）地域貢献に関する目標を達成するための措置 

 イ 連続講座・公開講座の充実と「まちなかキャンパスうえだ」の活用 

    

【今後の課題・方向性】 

 本学はリカレント教育を推進する観点から、地

域への開放授業等を今後とも増やす方向で実施し

ていく。その一方で、知の拠点とする大学の学問分

野(市民開放授業)が一般に理解されるレベルに落

とし込む方策を検討することが課題とされ、その

ためにも教養から専門分野まで幅広いリベラルア

ーツとして学びの機会を提供していくことに努め

る。 

また、市民の研究意欲と地域への愛着心を醸成

するため、ゼミナール形式の市民講座の導入も検

討する。 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域の産業や福祉分野など地域活動を担う人材を育成し、輩出することによって、地域内の出身者を地域内の企業・組織に送り出す地域人材の循環の流れを形成する。もって、大学進

学時と卒業後の就職時に地方から大都市圏へ人材が流出している状況を食い止め、上田市の「地方創生」を推進する。 

募集人員の設定においては、上田地域定住自立圏域内出身者の進学機会の確保を図るための措置を講ずる。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域を担う若者」の受け入れ 

 上田地域定住自立圏域内出身者の進学
機会の確保を図るため、推薦入試の募集

人員の設定において、長野県及び上田地
域定住自立圏域内出身者の優先枠を設定
する。 

42 地元学生の進学機会の確保を図
るため、推薦入試の募集人員に長野県

及び上田地域定住自立圏域内出身者
の優先枠（定員の約６０％）を設ける。 

【取組内容】 

（1）平成 31 年度学校推薦型選抜(推薦入試)では、

社会福祉学部 35 名(県内 20 名、定住 15)、環境ツー

リズム学部 15名(県内 7名、定住 8名)、企業情報学

部 15名(県内 7名、定住 8名)の優先枠を設定し、こ

の入試区分の募集定員に占める県内学生の割合を 7

割程度とした。 

 

（2）平成 31 年度学校推薦型選抜(推薦入試)では募

集定員 91名のところ志願者 225名と大きく上回った

が、社会福祉学部の定住自立圏域優先枠の志願者が

募集定員を下回った。 

 実施した結果、入学者については県内優先枠を満

たすことができたのは社会福祉学部と環境ツーリズ

ム学部であった。企業情報学部については、志願者は

募集定員 2 倍(7 名の募集定員に 14 名の志願者)だっ

たが合格に至らず下回ってしまった。また、定住自立

圏域の優先枠については企業情報学部のみが定員を

満たすことができた。                   

 

●社会福祉学部：県内枠 20名(志願者 32名、合格・

入学者 20名)定住 

  自立枠 15名(志願者 4名、合格・入学 1名) 

●環境ツーリズム学部：県内枠 7 名(志願者 12 名、

合格・入学 7名)定 

  住枠 8名(志願者 13名、合格・入学 6名) 

●企業情報学部：県内枠 7 名(志願者 14 名、合格・

入学 5名)定住枠 8 

  名(志願者 21名、合格・入学 8名)                 

b 
48(b) 

(1)県内、上田地域定住自立圏域内の出身者の優先

枠を設けて、地域の若者の進学機会の確保を図っ

ている。 

b 
48(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）地域で活躍する人材育成に関する目標を達成するための措置 

 ア「地域を担う若者」の受け入れ 

   【資料番号】                 

 42-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果デー

タ (34-5再掲) 

 

【今後の課題・方向性】 

 公正性を確保しながら総合型選抜及び学校推薦型

選抜を令和 2 年度入試で適切に実施するため、両入

試の志願増に向けた改善策を検討する。特に、定住自

立圏域優先枠及び県内高校在籍者優先枠への志願者

確保のための方策を検討し、実施する。 

 

 

 

 イ「地域で活躍する人材育成」の仕組み 

 （ア）教養教育において、対話的討論や課

題発見・問題解決型学修により、自身で考

え、判断し、明晰に言語表現できる能力を

養成する。 

（イ）専門教育において、企業・組織での

仕事や、地域社会での役割を想定しなが

ら、職業人として必要な知識・能力・姿勢

を養成するとともに、基盤的専門知識の

修得と、実践的応用力を養成する。 

（ウ）地域協働型教育において、地域住
民、企業・組織と協働しながら、地域課題

を発見し解決する教育を展開することに
よって、課題発見・問題解決能力を養成す
る。 

43 対話的討論を基本とした少人数講

義「現代社会の私たち」の開講や１年

次からゼミナールを展開することに

より、自身が直面している課題を自ら

の力で考え、判断し、明晰に言語表現

できる能力を養成する。また、地域や

組織のなかで、リーダーシップが発揮

できる高い専門性と問題解決能力を

持った人材を育成するため、学部のデ

ィプロマポリシー、カリキュラムポリ

シーに基づいた専門教育を展開する。 

 

【取組内容】 

（1）対話的討論を基本とした少人数講義「現代社

会の私たち」を 3つのテーマで開講した。それぞれ

のテーマは以下の通り。 

「遊び、社会におけるルールづくり、自然環境問

題」「不登校やいじめ、スクールカースト等学校教

育における今日的な問題」「世界の映画」                    

 

（2）全学部において 1年生を対象とした初年次ゼ

ミナールを開講し、社会福祉学部においては、地域

の福祉や教育にかかる課題をテーマに、環境ツーリ

ズム学部では、地域づくりや環境問題にかかる課題

をテーマに、企業情報学部では、地域の情報化や企

業の問題解決をテーマにした地域課題解決型の学習

を行った。                   

 

【資料番号】 

 43-1 現代社会の私たち シラバス 

 43-2 各学部の初年次ゼミナール シラバス                 

 

【今後の課題・方向性】 

 自身が直面している課題を自らの力で考え、判断

し、明晰に言語表現できる能力を養成するために、

初年次ゼミナールをはじめ、対話的討論を基本とし

た授業を展開する。 

 

a 
49(b) 

(1)言語表現できるよう、対話的討論、問題解決能

力を持った人材を育成するため、地域課題解決型

の学習を行っている。 

b  
49(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ「地域で活躍する人材育成」の仕組み 

  44 これに加え、地域課題の解決に役
立つ多面的・総合的な知識を共に創る

ことができる力を育成するため、専門
ゼミナールなどにおいて、地域や企
業、組織の課題解決活動に取り組む。 

【取組内容】                       

（1）専門ゼミナール等における活動費用の増額を

図ったことにより、地域づくりイベントの実施や地

域企業と連携した商品化など、地域や企業・組織の

課題解決活動の取組みが活発化した。                                                          

（2）地域福祉課題の解決や、地域の振興、地域企

業と連携した取り組みの代表的なものとしては以下

のようなものがあり、平成 30年度においては計 55

件の取り組みが進められた。                

「地域のバリアフリー化」「地域資源を活用した商

品開発」 

「鹿教湯温泉活性化」「小諸城 3DCG復元」                      

 

【資料番号】                 

 44-1 平成 30年度「地域協働型教育」一覧（1-4

他再掲） 

 44-2 具体的な取り組み内容（新聞記事） 

 

【今後の課題・方向性】 

「地域協働型教育」を全学的に推進するために、現

在行っているゼミナール費補助を抜本的に見直す。 

a 
50(b) 

(1)積極的に地域等の課題解決活動に取り組んでい

る。 

報道機関等に紹介されることで、活動ＰＲされ

ている。引き続き、活発な活動を期待する。 

a 
50(b) 

 ウ「地域の企業・組織に送り出す」仕組み 

 （ア）地域社会や企業・組織で必要とされ

る知識・能力・姿勢を把握できる仕組みを

構築する。 

（イ）地域社会の人材ニーズを教育活動

に反映するとともに、学生が地域に生き

ることを想定し、地域課題の解決を意図

するゼミナール、実習、プロジェクトを推

進する。 

（ウ）地域の企業・組織の魅力や理解を深
める機会として、企業・組織と学生が交流

する合同企業説明会を開催する。 

45 地域社会の人材ニーズを教育活動

に反映するため、地域社会や企業・組

織で必要とされる知識・能力・姿勢を

把握できる仕組みの構築に向けた検

討を行う。 

  

【取組内容】 

 地域社会や地域の企業・組織で必要とされる知識・

能力・姿勢を把握することができるように、「業界・

仕事研究セミナー」において採用担当者と情報交換

を行うとともに、「インターンシップ報告会」におい

て地元企業の経営者・採用担当者と意見交換を行い、

次年度のインターンシップ、就職支援の取組方法の

検討に活用した。 

 【資料番号】 

 45-1 業界・仕事研究セミナー開催資料(29-1 他

再掲） 

 45-2 インターンシップ報告会関係資料(26-1 他

再掲） 

【今後の課題・方向性】 

 インターンシップ、地域企業・組織と連携した寄附

講座やプロジェクト、就職活動ゼミナール、業界・仕

事研究セミナー、企業説明会、および企業・職場見学

会等において、地域の自治体、経済団体、企業、金融

機関等との意見交換を進めるとともに、学生が地域

社会や地域企業で生きていくことをイメージできる

機会の拡充を図る。 

b 
51(b) 

(1)昨年度と同様、企業等と意見交換を行ったとあ

るが、意見交換の内容や検討した内容を資料から

は確認することができない。 

(2)業界・仕事研究セミナーやインターンシップ報

告会等で、企業等からのニーズの把握に努めてい

る。 

c 
51(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 ウ「地域の企業・組織に送り出す」仕組み 

  46 地域の企業・組織の魅力や理解を

深める合同企業説明会を開催し、地元

企業・組織就職に取り組む。 

 また、学生が地域社会や地域企業で

生きていくことをイメージできる機

会の拡充を図る。 

【取組内容】 

(1)地域の企業・組織の理解を深めるために、「業界・

仕事研究セミナー」（合同企業説明会）に定住自立圏

域内企業を 19社招聘した（招聘企業計 41社）。 

 

(2)上記のほか、学生が地域の企業・組織の理解を深

めるイベントとして以下を開催した。 

①長野県中小企業団体中央会と連携した「地元企業

の会社説明会」の実施 

②坂城町と連携した職場説明会への学生参加の促進 

③地元企業を中心とした企業とのインターンシップ

協定の締結に向けた取組み 

④3 年生を対象とした就職活動ゼミナールへの地元

企業の採用担当者等の招聘強化 

⑤「地元企業の見学ツアー」の実施（社内見学、経

営者との懇談）（地域企業 3社） 

 

【資料番号】 

 46-1 業界・仕事研究セミナー開催資料(29-1他再

掲） 

 46-2 会社説明会関係資料 （32-4再掲）                     

 46-3 地元企業の見学ツアー資料（32-7再掲）         

  

【今後の課題・方向性】 

 学生が地域の企業・組織の魅力や特徴について理解

できるよう、業界・仕事研究セミナーやインターンシ

ップ・実習および企業・職場説明会の内容・運営方法

を点検し、必要に応じて見直しを行う。また、学生の

インターンシップ先として地元企業・組織を強化す

るとともに、インターンシップ報告会においては地

元企業への参画を呼びかけながら学生の受入れを前

向きに検討いただけるような場を設定する。 

b 
52(b) 

(1)地域企業を学生に知ってもらう機会を拡充して

いる。 

(3)学生の希望する職種など、ミスマッチングを減

らし、就職に結びつくよう、引き続き取り組んで

いただきたい。 

企業と学生からのアンケート報告を分析し、改

善につなげてほしい。 

b 
52(b) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
市内の小学校、中学校、高等学校等の教育機関と連携した教育に取り組む。特に、高校と大学がそれぞれの教育資源を活用した教育に取り組むことで地域に定着し地域を支える若者

の育成につなげるため、高大連携による英語教育や公開講義、協働学修等を展開する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 教育機関と大学教育との連携強化 

 （ア）小学校・中学校・高等学校との連

携 

地域に定着し地域を支える若者を育成
するため、高校と大学がそれぞれの教育

資源を活用した教育に取り組む。併せて、
専門領域の一部においては、中学校・小学
校の総合学習等を協働で実施する。 

47 高大交流協定を締結した９校との

具体的な交流事業をすすめる。 

【取組内容】                      

  坂城高校：来年度に向けたキャリア系講座の実施

について意見交換を行った。 

蓼科高校：6月～12月 地域・環境デザインコース授

業「地域Ⅱ」、「蓼科学」の実施 

佐久平総合技術高校：実習林活用について協議、評議

員を確認派遣し交流を行った。 

東御清翔高校：福祉科教員研修会の開催 

中野立志舘高校：福祉科教員研修会の開催評議員の

派遣、7月 18日講演「信州の観光」の実施 

丸子修学館高校：7 月 11 日講演「地域を支える様々

な農業」                     

軽井沢高校、高遠高校、エクセラン高校：３校につい

ては交流事業の調整を進めてきたが、今年度は授業

計画が見込めなかった。 

 

【資料番号】 

 47-1 小中高大自治体等講師派遣状況                 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、地元高校との交流を進める。また、交流

事業において、大学の持つ専門性を内容に組み込む

ことで、高校生に本学の特徴・魅力を発見してもら

い、さらなる交流の発展を目指す。 

b 
53(b) 

(1)一部の協定校と交流事業を行っている。 

(3)交流事業は、高校生に、長野大学を PR する良

い機会であり、今後の取組みに期待する。 

b 
53(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価区
分 

（３）教育機関との連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 教育機関と大学教育との連携強化 

  【年度計画記載なし】 

（小学校、中学校の総合学習等の協働
実施に向けた、関係機関との調整を図

る。） 

【取組内容】                

(1)上田市長和町長和町中学校組合立依田窪南部中

学校 3 年生と大町市立美麻小中学校 5 年生から 9 年

生の総合学習の時間において「地域愛を育むデザイ

ン教育」の一環として地域の良さを掘り起し、その結

果を地域に還元する学修指導を行った。 

(2)長野大学の裏山にある「恵みの森」を活用し、地

元塩田地区の小学生と保護者を対象とした環境教育

イベント（7月：昆虫採集、12月：たい肥作り）を開

催した。 

(3)上田市立小中学校教員を対象とした、本学特別支

援教育の教員によるテーマ「通常の学級における UD

化の視点を生かした授業の改善」研修会を、4年間を

通して継続して取り組んだ。 

(4)本学体育教員により上田市立真田中学校におい

てバレーボール指導を、年間を通じて継続的に行っ

た。 

(5)場面緘黙児童に関する支援や配慮を要する生徒

への支援、LD 等通常指導教室担当者への支援などを

上田市立東塩田小学校、第六中学校、塩田中学校など

で実施した。 

(6)その他 11月 12日白馬高校国際観光科で社会福祉

学部伊藤ゼミと連携した授業を実施した。 

              

 

【資料番号】 

 47-2 小中学校と連携した主な取組み               

 

【今後の課題・方向性】 

 各地域の小中学校で研修を実施し、各学校の要望

を満たす結果となったことから継続して進めていき

たい。 

－ 

(1)小中学校との協働を進めており、評価できる。

引き続き、活動に取り組んでいただきたい。 

－ 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ３ 地域貢献、地域の人材育成等に関する目標を達成するための措置 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 地域に根づいた教育研究活動を拡充し、もって地域に貢献するため、産業界、地域団体、自治体等と深い連携を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

 （ア）「地域づくり総合センター」を窓口

として、産業界・地域団体との連携を積極

的に進め、受託研究に取り組む連携協定

の締結を促進する。（平成３１年を目途に

約１０件） 

（イ）教員業績データベースによる教育・

研究活動等状況に関する情報の発信と受

託研究等の促進を図る。 

（ウ）大学のシーズ（教員の教育・研究活

動などの取組）を積極的に発信し、地元企

業や組織（社会福祉法人等）のニーズとの

マッチングを図り、受託研究等や人材育

成（職員研修）、新規事業の展開・商品開

発等に結びつける。 

（エ）教育研究活動等の報告会を定期的
に開催し、大学の教育研究を促進すると

ともに、研究成果を地域社会へ還元する 

48（ア）一般社団法人浅間リサーチエ

クステンションセンター（AREC・Fiiプ

ラザ）に入会し、助言を得ながら、本

学独自の産学連携共同体の在り方を

模索する。また、地域内経済団体との

連携協定締結を実現し、地域産業界か

らの支援体制の強化を図る。 

（イ）ホームページ等から本学の研究

シーズ等を発信し、共同研究等を推進

する。 

（ウ）地域を研究の主題とする大学を
目指し、本学独自で設けている研究助

成制度「地域・社会貢献」枠（研究期
間最長３年間）の助成金を学長裁量研
究費に位置づけて拡充する。 

【取組内容】                   

（ア）一般財団法人浅間リサーチエクステンション

センター（AREC・Fiiプラザ）に入会し、本学で第

207回リレー講演会を 11月 8日に開催し、併せて地

域産業関係者との交流を図った。また、以下の地域

内経済団体等との連携協定締結を進めた。 

・7月 26日：上田商工会議所、上田市商工会、真田

町商工会 

・12月 10日：(株)ミマキエンジニアリング 

・平成 31年 1月：塩田まちづくり協議会 

 

（イ）全教員のデータを集約する方法として、国内

最大級の研究者データベースである researchmap

（科学技術振興機構）の利用を平成 30年 12月から

本学研究者に義務付け、かつ、これを本学の研究者

マスタと位置づけた。 

 

（ウ）長野大学研究助成金を学長裁量研究費に位置

づけて拡充し、地域・社会貢献研究部門においては、

「塩田平のため池群における水資源利用の変遷と新

たな利用価値の創出」、「地域文化情報のデジタルア

ーカイブ支援プラットフォーム」「障害者の一般企業

への就職を導くスタッフの変容に関する研究」など、

地域課題に対応した研究が取り組まれた。 

 

準備研究部門：6件 1,800,000円 

（平成 29年度 5件 1,486,180円） 

地域・社会貢献研究部門：6件 2,556,500円 

（平成 29年度 4件 1,856,500円) 

計 12件 4,356,500円 

（平成 29年度 9件 3,342,680円）  

b 
55(b) 

(1)一般財団法人浅間リサーチエクステンションセ

ンター（AREC・Fiiプラザ）に入会し、産業関係者

とも連携協定締結するなど、連携を進めている。 

 教員に researchmap の利用を義務付けたとある

が、全教員が登録されているのか、資料からは確

認できない。 

(3)中期計画(エ)に対応する年度計画がない。 

b 
55(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（４）産学官連携に関する目標を達成するための措置 

 ア 産業界・地域団体との連携 

   【資料番号】 

 48-1 AREC－Fiiプラザ第 207回リレー講演会資料 

48-2 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工会と

の連携に関する協定書（13－1 他再掲） 

 48-3 (株)ミマキエンジニアリングとの包括的連

携に関する協定書（32-3再掲） 

 48-4 塩田まちづくり協議会との協定書                 

 

【今後の課題・方向性】 

産官学金連携による連携事業は、研究を遂行する

上で活動の幅が広がる結果となったことから継続し

て進めたい。 

 

 

 

 イ 地方自治体等との連携 

 （ア）審議会等の委員の委嘱、講師の派

遣、行政課題の解決や人材育成等のため

の共同事業の実施等により、地方自治体、

特に上田市との連携強化に取り組む。 

（イ）上田市職員等の研修機関としての
役割を果たす。 

49 地域の課題解決の取り組みを推

進するため、年度計画を盛り込んだ連
携協定を締結し、上田市等との定期的
協議により事業を具体化する。 

【取組内容】                       

 地域の課題解決の取り組みを推進するため、上田

市との協働事業として信州上田学事業の企画協議を

進め、令和元年度から事業を実施することとなった。

事業の構成は、大学授業として「信州学・信州上田学

講座」、人材育成事業として「上田未来会議」および

小中高大地域連携事業として「ライフステージごと

の信州上田学」より構成され、上田市との協働事業に

より本学でコーディネーターを確保して進める方針

となった。 

なお、上田市との定期的協議については、大学運営

に関することを中心に総務部門でおこなっている

が、地域連携分野に広げた定期的協議の場の設定に

ついては引き続き協議する。また、信州上田学事業に

ついては、定期的な連携会議を設け、事業の推進図る

予定である。               

  なお、学外からの依頼があった審議会等の委員の

委嘱、講師の派遣回数は、延べ 415回に達した。 

 

【資料番号】 

 49-1 信州上田学事業推進資料（40-9再掲） 

 49-2 坂城町連携協議会資料 

【今後の課題・方向性】 

 地域の活性化と課題解決に向けた活動の方向性を

定め、上田市との協働で「大学ビジョン」の実現のた

め、信州上田学事業に取り組むこととする。 

a 
56(b) 

(1)上田市との協働が具体的に進んでいることは評

価できる。引き続き、自治体との連携を強化に取

り組んでもらいたい。 

a 
56(b) 
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第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 ４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 海外の大学との連携、留学生の受け入れ及び留学生と地域との交流を推進し、国際化社会に求められる人材を育成するとともに、地域産業の国際化に寄与する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 ア 留学生の受け入れ 

地域企業・組織における海外の人材ニ
ーズを把握するとともに、地域企業・組織

に送り出す仕組みを構築するなど留学生
にとって魅力ある取組を進め、地域産業
の国際化に寄与する。 

50 留学生を地域企業・組織に送り出
す仕組みの構築に向け、企業の海外活

動にかかる人材ニーズを把握するた
め、企業・組織訪問や「合同企業説明
会」、「福祉の職場説明会」においてア

ンケート等を継続して実施する。 

【取組内容】 

 企業の海外活動にかかる人材ニーズの把握するた

め、1月に実施した「業界・仕事研究セミナー」でア

ンケートを実施し、情報収集を行った。また、留学生

向けの就職ガイダンスや個別相談を実施するなど留

学生への就職支援を行った。                   

 

【資料番号】                   

 50-1 業界・仕事研究セミナーアンケート（12-5再

掲） 

 50-2  留学生ガイダンス資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 アンケートを引き続き実施し、情報収集を行うと

ともに、AREC・Fiiプラザ、JETRO等学外機関と連携

し、留学生に地域企業の求人情報を提供する。 

b 
57(b) 

(1)昨年と同様、留学生を地域企業に送り出すため

のアンケート内容になっていない。 

 

c 
57(c) 

 イ 新たな学術交流協定の締結と国際社会で活躍できる人材育成（海外研修・留学の推進） 

 地域産業の国際化に寄与できる人材を

育成するため、「語学学習」の充実を図る。    

また、学生の海外研修・留学や教員の共

同研究を推進するため、海外の大学との

新たな学術交流協定の締結に取り組む。 

 

51 英語圏の協定校締結を推進する。

外国語教育においては、語学科目の内

容を見直すとともに、海外研修の拡充

を図る。 

【取組内容】 

 英語圏の大学（ディーキン大学：オーストラリア、

カンタベリー大学：ニュージーランド）と接触を行っ

たが、進捗が図れなかったことから C評価とした。 

 中国語圏については、上田市と友好交流都市の関

係にある寧波市の公立大学「寧波大学」と新たに学術

交流協定を締結した。また、中国と台湾の大学からも

協定の打診が来た。 

 海外研修については 2 月 17 日～3 月 1 日にかけて

中国の北京工業大学で実施。1年生 4名、2年生 6名、

3年生 1名、計 11名の学生が参加。（社会福祉学部 2

名、環境ツーリズム学部 4名、企業情報学部 5名）  

c 
58(b) 

59(b) 

(1)英語圏の協定校締結には至らなかったが、一定

の接触がなされ、中国語圏では協定締結や新たな

打診もあるなど、一定の成果は上がっている。 

b 
58(b) 

59(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

（１）海外学術交流協定大学との人材交流 

 イ 新たな学術交流協定の締結と国際社会で活躍できる人材育成（海外研修・留学の推進） 

     

【資料番号】                 

 51-1 寧波大学との学術交流協定書 

 51-2 長野大学海外研修報告集 2018（1-10再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き英語圏の大学との協定を目指す。また、中

国語圏への留学希望者も増加傾向にあることから、

中国・台湾の大学の協定校も引き続き増やす。 

 また、海外研修については中国語圏と同様に、英語

圏でも海外研修を実施できる拠点を開拓し、海外研

修をより一層活性化する。 

 

 

 

（２）留学生への支援体制の充実 

 ア 留学生支援体制の整備 

国際交流に関する専任スタッフの配置
等により、留学生の学修環境、就職、進学、
在留資格認定証明書交付申請等の支援体

制の充実を図る。 

52 留学生が不安なく学生生活を送れ
るよう、学修環境や就職、進学、在留
資格認定証明書交付申請等の支援を、

国際交流に関する専任スタッフを配
置し行う。 

【取組内容】 

 国際交流センターに中国語が堪能な専任スタッフ

を 1 名配置し、在学する留学生の支援、海外留学希

望者への情報提供等の学生支援および中華圏の協定

校とのコミュニケーションを担った。  

 

【資料番号】 

 52-1 事務職員一覧 

 52-2 専任スタッフ業務関係資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 今後も引き続き留学生支援を充実させ、また協定

校とのコミュニケーションの円滑化を留学生の派遣

数増加等につなげる。 

b 
60(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

b 
60(b) 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 １ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
経営の責任者である理事長と教学の責任者である学長の主導の下に、法人及び大学の各組織の権限と責任を明確にし、迅速な意思決定と実行力のある組織体制を構築するとともに、

教職員全員が大学のビジョンを共有し、目標に向かって取り組む。 

また、外部有識者等の参画を得て、理事会、経営審議会、教育研究審議会等の組織の機能を強化し、戦略的な組織運営を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

（１）迅速かつ適切な運営体制の構築 

 ア 理事長と学長（副理事長）の主導のも

とに、法人及び大学の各組織の権限と責

任を明確にし、迅速な意思決定と実行力

のある組織体制を構築するとともに、大

学のビジョン、目標に向かって教職員全

員が一丸となって、取り組む。 

イ 小規模組織の利点を活かし、教育改

革など具体的な政策形成の過程におい

て、経営と教学とが日常的にすりあわせ

が行える運営体制、形態の仕組みを構築

する。 

ウ 不断の改革を実行するため、教職員

がその責務を自覚し、当事者意識をもっ
て大学運営に参画する仕組みを構築す
る。 

53 業務方法書を改正し、運営体制に

おける権限と責任の明確化、リスク管

理などに向けて、統制環境の整備、リ

スク評価と対応、統制活動の実現に向

けた取り組みを進める。 

 平成 29 年度に策定した本学のビジ
ョン、グランドデザインの実現に向け
て取組み強化を図るとともに広報用

パンフレットにより、公立大学法人長
野大学を広報する。また、未来創造基
金において、組織的な支援依頼活動を

展開する。 

【取組内容】                            

 平成 30年 4月に改正された業務方法書により、

法人において平成 30年度中に定めるものとされた

内部規程等（特に内部統制システムの整備）を制定

した。 

 大学ビジョンは、ホームページ・大学パンフレッ

ト・広報うえだに掲載するなどの広報活動を行っ

た。未来創造基金については、担当者を中心とした

企業訪問や教員による講演会等での周知などの支援

依頼活動を展開し、31件 1,668千円の寄附金を受領

した。                           

 

【資料番号】                    

 53-1 業務方法書関係書類 

 53-2 大学ビジョン（ホームページ） 

 53-3 広報うえだ 5月 1日号（抜粋） 

 53-4 長野大学未来創造基金管理表（抜粋） 

 

【今後の課題・方向性】 

 今年度定めた業務方法書関連規程に基づき、適正

な法人運営を行う。 

b 
61(b) 

(1)内部規定等が制定され、統制活動の実現に向

け、取組みが進んだ。 

(3) 大学ビジョンを広報するだけでなく、実行して

こそ意味あるものとなる。中期計画にあるよう

に、理事長・学長の主導のもと、実行力のある組

織体制が構築されているか。 

  

 

b 
61(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）自主的・自立的かつ効率的な運営体制の構築 

 ア 理事や経営審議会委員に学外有識者

を登用して、大学改革に必要な学内外の

情報収集・分析に取り組む「総合戦略室」

を設置するなど、組織の機能を強化し、戦

略的な組織運営を行う。 

イ 監査制度の活用による法人業務の適

正処理を確保する。 

（ア）監事を中心とした実効性のある監

査体制を整備する。 

（イ）監査結果を大学運営の改善に反映
させる仕組みを構築する。 

54 大学改革に向けて組織・人員体制
の見直しを図り、改革案を確立する。
コンプライアンス・内部統制強化のた

め、監事の職務・権限を定めた監事監
査規程を策定し、定期的な監査を行
う。 

【取組内容】                     

 業務方法書に定める内部統制システムに関する規

程を制定した。 

  監査に関しては、定期監査、臨時監査（中間監査）

を実施し、研究費に関する内部監査、リスクアプロー

チ監査を行った。 

 また、新たに内部監査規程を制定した。              

 

【資料番号】                    

 54-1 内部統制システムに関する規程 

 54-2 内部通報に関する規程 

 54-3 内部監査規程 

 54-4 監事監査規程 

 

【今後の課題・方向性】 

 内部監査の実施方法等を検討し、令和元年度中に

内部監査を実施する。 

a 
62(b) 

(1)監事監査規定を策定し、定期監査等も実施され

ている。 

a 
62(c) 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
地域社会から評価される大学となるべく、地域の特性や受験生のニーズ及び地域からの意見・要望を踏まえ、時代や社会に求められる学問領域、学部・学科編成を検討する。 

併せて、研究教育体制を強化・高度化するために、大学院の設置について検討する。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

（１）学部・学科編成の見直し 

 開学後、速やかに学内委員に学外有識
者委員を加えた検討組織を置き、地域社

会から評価される大学となるべく、受験
生のニーズ及び地域企業などからの意
見・要望などを踏まえ、時代や社会に求め

られる学部・学科・コース編成の改編を検
討する。なお、改編にあたっては、文理融
合の視点から、現行の「社会科学系」領域

に加え、「理工系領域」など新たな学問領
域の設置を検討する。 

55 大学院設置と学部改編計画を深

化させるため、学内に検討組織を設け

るとともに、必要なデータ収集なども

含め、コンサルタントの支援も導入す

る。具体的な学部学科再編と大学院設

置構想を策定し、学部学科再編計画と

大学院設置計画を確定する。 

 

【取組内容】                             

 教学の意思決定機関として「学長学部長会議」を

設置し、大学院及び学部・学科再編（案）を取りま

とめ、上田市議会平成 31年 3月全員協議会におい

て報告した。また、再編（案）の妥当性を検討する

ためにコンサルタント業者と契約し、データ収集、

検討会議を行ったが、内部での検討に時間がかか

り、全体的な進捗が遅れ、学部学科再編計画と大学

院設置計画が確定できなかったため、C評価とし

た。 

 

【資料番号】                      

 55-1 学長学部長会議規程 

 55-2 大学院及び学部・学科再編（案） 

 55-3 コンサルタント業者との打ち合わせ資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 大学院及び学部・学科再編（案）を確定させるた

めに、将来的な施設整備・財務状況に関する検討を

行い次年度中に計画を確定させる。 

c 
63(b) 

64(b) 

(1)大学院設置及び学部学科再編計画が確定されて
いない。 

(3)公立化前からの約束である学部学科等再編計画
が未だに確定されていないことは問題。 

学長学部長会議で、どのような議論がなされた

のか、資料からは確認できない。 

c 
63(c) 

64(c) 

（２）大学院設置の検討 

 地域づくりを担い、地元企業や組織で

必要とされる高度な人材を育成するとと

もに、専門的な資格の取得を促進し、地域

課題の解決に寄与する「大学院」の設置を

開学後、速やかに学内委員に学外有識者

委員を加えた検討組織を置き、検討する。 

 

55 同上 55 同上 

 

55 同上 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
人事政策を立案する組織を設置するとともに、教職員に対して公立大学の職員としての自覚を喚起する。 

また、能力、意欲及び業績が適切に評価され、処遇に反映されるなど、教職員にインセンティブが働く制度を構築し、資質の向上と人事の適正化を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

（１）柔軟な人事制度の構築 

 ア 特任教員等の任用制度を導入する。 

 

【年度計画に記載なし】  

 
 

 
イ 裁量労働制を導入する。（平成３０年
度～） 

56 組合との合意の上、裁量労働制を
導入する。 

【取組内容】                   

 裁量労働制に関しては、働き方改革関連法の施行

に伴い、導入に対するハードルが高まり、特に高度な

研究ではなく地域貢献を主眼としている本学の場合

には、現行の教員の勤務状況（教育が主たる業務）で

は導入が難しい旨が、社会保険労務士や労働基準監

督署からも指摘され、導入に至らなかったことから C

評価とした。 

 なお「労働時間の適正な把握のために使用者が講

ずべき措置に関するガイドライン」に基づき、労働時

間を適正に把握するための準備を行った。  

 

【資料番号】                      

 56-1 労働時間の把握に関する資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 教職員の労働時間の把握を徹底するとともに、教

員の労働環境について労働組合と協議する。 

c 
65(b) 

66(b) 

(1)裁量労働制が導入されていない。 

(3)他大学等の事例研究や関係行政庁の指導のも

ろ、適正な対応を求める。 

c 
65(b)

66(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）教員業績評価制度の構築 

 開学後、速やかに教育・研究の促進を目
的とした、多面的な視点による新たな教

員業績評価制度を検討するとともに、評
価結果を研究費の増額やサバティカル制
度の活用等に反映させるなどインセンテ

ィブが働く仕組みを構築する。（平成３１
年度～） 

57 業績評価の対象者はなし。委員会
業務の軽減など学内サバティカルの

具体化を図る。 

【取組内容】                       
平成 30年度は任期付教員を対象とした業績評価は

対象者なしのため実施しなかった。なお、次年度の対
象者を評価するための基礎資料の作成等を行った。 
また、全教員対象の教員業績制度の導入に向けた

制度設計について、方向性を検討した。                
サバティカルに関しては、後学期 1 名の教員が国

内研究員制度を利用して研究活動を行った。 

 
【資料番号】                      
 57-1 制度の骨格「教員の年度別業績評価に係る

指針と実施要領（第 2案）」（8-3再掲） 
 
【今後の課題・方向性】 

全教員対象の教員業績評価制度を試行的に実施
し、令和 2 年度の本格導入をめざし、運用上の課題
や他大学の状況を踏まえ制度設計を確立する。 

b 
67(b) 

68(b) 

(1)(2)教員業績制度の導入に向け、指針と実施要
領が検討されている。 

(3)全教員対象の教員業績制度の検討は進んでいる
ものの、早急な導入を求める。明確な基準のも
と、数値等による評価することも必要ではない

か。 

b 
67(c) 

68(c) 

（３）職員の資質向上に関する取組  

 公立大学法人職員に必要な教育研究活

動支援等の知識及び技能習得や、職員の

能力及び資質を向上させるための SD 活

動（Ｓｔａｆｆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ

ｔ：大学等の管理運営組織が、目的・目

標の達成に向けて十分機能するよう、管

理運営や教育・研究支援に関わる事務職

員・技術職員又はその支援組織の資質向

上のために実施される研修）などの研修

を行う。 

また、関連団体が実施する研修に参加
する機会を設け、公立大学法人の職員と

しての自覚を喚起する。 

58 教職員のＳＤ活動として、公立大

学協会主催研修会等に 30 名以上の教

職員を派遣する。 

・職員対象の研修報告会を年 2回開催

し、研修内容の学内共有を図り、資質

向上に資するよう努める。 

・法人設置者である上田市との人事交
流を図り、上田市の行政課題の把握、

職員資質向上の一助とする。 

【取組内容】                           
 教職員の能力向上、公立大学制度の把握等のた
め、公立大学協会主催の研修会・セミナー等に延べ
64名を派遣した。日程の都号上、研修報告会は開催
できなかったが、研修会等の内容は報告書で共有し
た。 
 また、財務経理・契約に関する職員向け研修会を
2回開催した。 
 上田市との人事交流を行い、双方 1名を派遣し
た。                          
 
【資料番号】                     
 58-1 公立大学協会主催等セミナー参加者一覧 
 58-2  事務の手順書 
 
【今後の課題・方向性】 
 引き続きＳＤ活動を充実させ、教職員の資質向上
に努める。 

a 
69(b) 

(1)SD 活動を活発に行っており、学内で情報も共

有されている。 

(3)研修したことで、職員能力向上するよう引き続

き努めてもらいたい。 

a 
69(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 ４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 事務処理の簡素化、外部委託の活用、情報化の推進等によって効率化・合理化を図るとともに、事務組織の見直しを随時行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 事務の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

 （１）事務処理の内容及び方法について、

定期的な点検を実施し、必要に応じて改

善を行う。 

（２）業務内容の変化に柔軟に対応し、効

果的かつ効率的な事務処理ができるよ

う、事務組織の定期的な見直しを行う。 

（３）全学的な課題（退学者減少等）に迅

速に対応できるよう、組織横断的に取り
組むプロジェクトチームを柔軟に発足さ
せる体制を整備する。 

59 業務方法書に基づき、事務の効率

化、透明性の確保に資するよう事務処

理の手順等を明確にさせ内部統制の

強化を図る。 

・各課員がシステムに精通することに

より、業務の効率化を推進する。大学

改革に向けた検討組織を立ち上げ、学

部改編、大学院設置に向けた検討を本

格化する。 

・大学運営の効率化、中期目標達成の

ための事務組織の見直しを行う。 

・職員の目標管理等、自己点検・上司
の指導など人材育成に向けた人事方
針を策定し、取り組みを行う。 

【取組内容】                      
  物品購入、入札、旅行命令など、頻繁に処理が必要
となる事務の手順書を作成し周知・徹底を図った。 
 大学改革に向けた検討組織として、大学院学部改
編検討委員会の規程を制定した。 
 事務組織の見直しを行い、グループ制を導入した。 
 職員の目標管理等については、私学時代に策定した
人事制度マニュアルを再検証し、併せて上田市職員
の人事制度の導入についても検討した。 
                             
【資料番号】                     
 59-1 事務の手順書(58-2再掲) 
 59-2 大学院学部改編検討委員会規程 
 59-3 平成 30年度組織運営図 
 59-4 職員の目標管理に関する検討資料 
 
【今後の課題・方向性】 
  業務方法書に基づいた業務手順・マニュアルの作
成を進め事務の標準化・効率化を進める。 

b 
70(b) 

(1)大学院学部改編検討委員会の規定を制定するだ

けでなく、早急な検討を進めなければ、意味がな

い。 

(3)グループ制を導入して、しっかりと運用できて

いるか。悪い点があれば、改善につなげていく。 

c 
70(b) 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 １ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
安定的な経営を維持するため、経営責任の明確化による戦略的な大学運営を実現し、志願者の増加と入学定員の確保、並びに自己収入の増加と経費削減に取り組み、収支構造の改

善を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

 平成２９年度から、志願状況や入学者の
成績の追跡調査を実施し、地元の高校及
び地域経済界等の要望提言を参考に、学

部・学科再編に向けて現行の学部・学科の
カリキュラム編成の見直しに着手する。 

60 志願状況、入学者の成績の追跡調
査を実施し、分析した結果を全学で共
有する。 

【取組内容】 

 平成 29 年度新入生と平成 30 年度新入生を対象に

実施したアンケート結果を比較・分析し、6月 6日開

催の全学教授会で情報を共有した。 

 その中で、高校の教員の勧めがきっかけで受験し

た割合が平成 29年 39％、平成 30年 36％と一定の

影響力があることを踏まえ、今年度は進路指導教員

向けの入試説明会を 1 会場(金沢会場)増やし開催し

た。 

 また、特にセンター試験前・後に受験校として意識

した学生が 35%と目立つ傾向を踏まえ、広報するエリ

アを拡げ実施した。 

 

【資料番号】 

 60-1 2018(平成 30年)度新入生アンケート及び集

計結果 

 60-2 進路担当教員向け「大学・入試説明会」の実

施について 

 60-3 「大学・入試説明会」参加者アンケート（抜粋）

（12-6 再掲） 

 60-4 一般選抜直前の案内チラシ                     

 

【今後の課題・方向性】 

  広報入試担当の実施する新入生アンケートについ

ては、学長秘書室が行っているアンケートとは棲み

分けし、学生募集広報に特化したアンケートとして、

今後も継続して実施する。特に、平成 30年度に明ら

かになった点を踏まえ、①高校教員への本学各学部

の魅力の訴求のための大学見学会・大学入試説明会

の適切な実施、②センター入試実施前後の一般選抜

受験生への本学各学部の魅力訴求のためのホームペ

ージでの動画配信(夢ナビ動画及びオープンキャン

パス模擬授業動画)の充実を図る。 

b 
71(b) 

(1)新入生アンケートを全学で共有、分析し、活用

されている。 

(3)アンケートを継続して行い、学生の傾向を随時

確認し、活用してほしい。 

a 
71(c) 



72 

 

 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 安定的な経営確保に関する目標を達成するための措置 

（１）組織の見直し 

 ア 学部・学科再編の検討 

  61 また、地元高校、地域産業界から

の要望を集約するとともに、カリキュ
ラム編成の見直しに着手し、再編案を
具体化する。 

【取組内容】 

 広報入試担当職員が高校訪問の際に行った意見交

換の結果をまとめ、関係する学部およびセンターで

共有した。また、高校の進路指導教員向けに実施した

大学・入試説明会において本学に対するヒアリング

やアンケートを実施し、関係するセンターにおいて

共有した。さらに、インターンシップ報告会や福祉の

実習報告会、その他、企業・組織との意見交換（アン

ケートを含む）により得た情報については関係する

学部、センターで共有した。                              

 

【資料番号】 

 61-1 高校訪問報告書（一部抜粋） 

 61-2 「大学・入試説明会」参加者アンケート（抜粋）(60-

3再掲)                     

 

【今後の課題・方向性】 

  広報入試担当職員による高校訪問時の意見交換結

果の集約は今後も引き続き実施する。特に、大学・入

試説明会において、高校教員との個別懇談機会を増

やし、本学各学部への要望や大学再編に対する要望

を汲み取るように努める。 

b 
72(b) 

(1)情報を共有することは良いが、それを活用して

いる取組みが確認できない。 

c 
72(b) 

 イ 適正な入学定員の見直し 

 平成３０年度募集入試から新たなコー

スを設定するなどして、環境ツーリズム

学部及び企業情報学部の入学定員を見直

す。 

また、平成３１年度募集入試は学部・学
科・コース等の再編を行い、入学定員３８

０名をめざす 

62 学部改編構想の具体化及びその
実現に向けたタイムテーブルを策定

する。また、大学院、学部改組の方向
性とともに入学定員の見直し、必要な
教育環境規模を算出する。 

【取組内容】 

 大学院及び学部・学科再編（案）をとりまとめ、福

祉系大学院を令和 3年に設置する方針とした。 

 また、再編（案）の確定に向けコンサルタント業者

を交え、その妥当性についてデータ収集するなどの

検討を行ったが、必要な教育環境規模の算出には至

らなかったため C評価とした。 

 

【資料番号】                       

 62-1 大学院及び学部学科再編（案）（55-2再掲） 

 62-2 コンサルタント業者との打ち合わせ資料

（55-3再掲） 

【今後の課題・方向性】 

 各学部の再編の方向性、教員数、施設整備等多角的

に検討を行い、次年度中に適正な定員規模を確定さ

せる。 

c 
73(a) 

74(b) 

(1)学部改編構想とタイムテーブルが策定されてい

ない。 

c 
73(a) 

74(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

 学ぶ意欲の高い志願者を安定的に確保

し、増加させるため、ホームページや大学

案内、進学業者の媒体などで、大学の特徴

や学びの内容の周知を図るなど「間接広

報」を展開するとともに、オープンキャン

パス、進学相談会の参加ほか、志願者分析

による対象地域高校等への高校訪問や教

員対象説明会を開催するなど「直接広報」

を戦略的に展開する。 

高校訪問は、県内及び近隣県を中心に

した対象地域で行い、 

１）研究・教育の内容、学びの特徴、本

学の取り組みや成果について理解を図

る。 

２）高校側が求める「就職に関する情報

（就職実績、サポート体制）」、「卒業生（在

学生）の現況」、また入試制度に関する情

報を伝える。 

３）本学への要望（入試制度、高大連携、

大学との協働学修のニーズなど）を聴き

取る「広聴活動」を強化する。 

また、志願者データや新入生アンケー

トの分析を基に、志願者増を図る地方試

験会場を適切に設定するなど入学定員の

確保に向けた対応を強化し、公立大学の

平均志願倍率（一般入試５倍程度）を目指

す。 

63 ホームページや大学案内、進学業

者の媒体などで、大学の特徴や学びの

内容に加え、各種メディアを通して

「学生の成長支援」および「教員の教

育研究活動」をコンテンツの基礎にし

た学生募集活動を展開する。 

【取組内容】 
 本学の公式ホームページに大学案内パンフレット
及びキャンパスニュースの内容を閲覧できるように
掲載した。 
 また、教員の研究紹介として 4 件、動画を 2 件新
たに掲載し、学びの特徴を広く紹介した。公式ホーム
ページにおいて平成 30年度中に発信した本学の学び
にかかる「ニュース＆トピックス」は計 42件となっ
た。 
 さらに、限られた予算で効果的に訴求できるよう、
ターゲットを明確にして進学情報誌等に本学の紹介
を掲載した（長野県内高校生向け・一般選抜の受験者
向け）。                 
 
【資料番号】                      
 63-1 教員によるミニ講義（4 件）、動画イメージ
（2件） 
 63-2 ホームページ「ニュース＆トピックス」 
 63-3 進学情報誌掲載物（3件） 
 
【今後の課題・方向性】 
引き続き、ホームページの内容を充実させ、各学部

の特徴を具体的に紹介するとともに、教員の研究内
容や地域活動を紹介し、本学での学びがより一層明
確になるように努める。特に、一般選抜志願者確保の
ために、夢ナビの動画配信やオープンキャンパスで
の模擬授業の動画配信を行う。 

b 
75(b) 

(1)各種メディアを通して、学生募集活動を展開し

ている。 

 

b 
75(b) 

64 オープンキャンパス、進学相談会

の参加ほか、志願者分析による対象地
域高校等への高校訪問や教員対象説
明会を開催する。また、地元校長会・

教頭会に参加し、情報交換を行う。 
 

【取組内容】 

 オープンキャンパス（計 2回、参加者 1,612名）、

高校進路指導担当教員対象の大学・入試説明会（計 14

会場、参加校 150校）および大学見学会（計 11校）

を開催した。 

また、県内外の進路相談会・会場ガイダンス（計 45

箇所、相談者約 600名）、県内を中心とした訪問講義

（計 7校）へ参加した。 

【資料番号】 

 64-1 平成 30 年度オープンキャンパス実施結果

(34-2再掲) 

 64-2 進路担当教員向け「大学・入試説明会」の実施につ

いて （60-2 再掲） 

 64-3 2018年度進学相談会（34-3再掲） 

 64-4 2018年訪問講義（34-4再掲） 

 64-5 2018年度大学見学会（13-4再掲） 

64-6 高校教員向け「大学・入試説明会」実施    

要領（13-3再掲） 

b 
76(b) 

(1)オープンキャンパスをはじめ、様々な機会をと

らえて、情報交換や大学の周知を図っている。 

(3)県内、市内の志望者の増加に結びつく、取組み

となっているか。 

b 
76(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

   【今後の課題・方向性】 
  これまでに引き続き、ホームページや大学案内な
どの間接広報を充実させるだけではなく、可能な限
り直接広報の機会を増やし、志願者確保に努力する。
特に、総合型選抜・学校推薦型選抜のみならず、一般
選抜の志願者確保のためにも、オープンキャンパス
を年 2回実施する。さらに、大学見学会・大学入試説
明会を適切に実施するとともに、地元校長会・教頭会
に可能な限り参加することで、学習意欲の高い地元
の志願者確保に努める。 

 

 

 

 65 新入生が何に関心をもち入学を

してきたのかにかかるアンケートを

実施し、本学の教育・研究・地域活動

の振り返りをするとともに、他大学の

展開を確認しながら本学の今後の展

開を導出する。 

 

【取組内容】 
 平成 29 年度新入生と平成 30 年度新入生を対象に

実施したアンケート結果を比較・分析し、6月 6日開

催の全学教授会で情報を共有した。 

 その中で、高校の教員の勧めで受験した割合が平

成 29年 39％、20平成 30年 36％と一定の影響力が

あることを踏まえ、今年度は進路指導教員向けの入

試説明会を 1会場(金沢会場)増やし開催した。 

 また、特にセンター試験前・後に受験校として意識

した学生が 35%と目立つ傾向を踏まえ、広報するエリ

アを拡げ実施した。 
 
【資料番号】 
 65-1 2018(平成 30年)度新入生アンケート及び集
計結果 （60-1再掲）   
 65-2 高校教員向け「大学・入試説明会」実施要領
（13-3再掲） 
 65-3 2018年度公立大学法人長野大学 大学・入試
説明会説明資料（13-2再掲） 
 65-4 一般選抜直前の案内チラシ  
 
【今後の課題・方向性】 
  引き続き、新入生に対するアンケートを学生募集
の観点に絞って実施する。特に、本学への志願傾向を
見極めるとともに、その傾向に沿った学生募集のあ
りかたについて学生募集推進室で検討し、今後の学
生募集に活かすよう努める。 

b 
77(b) 

項目 60 と同じ 

a 
77(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）志願者増加と入学定員の確保 

 ア 学生募集活動 

  66 平成 31 年度入試では、志願者に

ついては、公立大学の平均志願倍率

（一般入試５倍程度）を目指し、また、

入学者については、各学部で確実に入

学定員を充足させる。「学生募集推進

室」を新たに立ち上げ、上記の志願倍

率および各学部の定員充足を目指す。 

【取組内容】 

 志願者については、一般入試の志願倍率は 9.1 倍

(前年度 8.3倍)となり、公立大学の平均志願倍率（一

般入試５倍程度）を確保することができた。入学者に

ついては、各学部で確実に入学定員を充足させた。 

「学生募集推進室」を新たに立ち上げたことで、オー

プンキャンパスや高校説明会の企画を充実させるこ

とができた。また、寄藤文平氏デザインの本学案内パ

ンフレットや入試区分ごとの受験生をターゲットに

したキャンパスニュースも効果的に訴求できたと考

えられる。             

 

【資料番号】 

 66-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果デー

タ (34-5再掲) 

 66-2 大学案内パンフレット                                            

 66-3 キャンパスニュース 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、一般選抜における志願者の志願倍率の

目標達成を図るとともに、総合型選抜・学校推薦型選

抜においても学習意欲の高い学生の入学のために、

学生募集推進室での検討を進めていく。特に、令和 2

年度入試、令和 3 年度入試の大学入学者選抜におけ

る外部環境の変化に適切に対応し、本学各学部の専

門性に対応した、学ぶ意欲の高い志願者確保に努め

ていく。 

a 
78(b) 

(1)一般入試の志願倍率が 9.1 倍となり、志願倍率

の目標(5 倍)を達成している。 

(3)定員超過率に留意し、入学定員を充足するよう

に。 

a 
78(a) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【大学広報】 

地域における教育研究活動の浸透と大

学のブランドイメージの向上を図るた
め、ホームページ（公式ページ）の内容の
充実を図るとともに、各種メディアで発

信できるよう報道機関への情報提供（プ
レスリリース）を積極的に行う。 

67 大学の取組や運営状況をホーム

ページほかで積極的にＰＲしてい

く。 

上田市の「広報うえだ」でも取扱

うよう情報提供を行う。 

「公立大学法人長野大学ビジョ

ン」に基づき UI戦略を本格的に実行

し、学内への浸透を図るとともに、

対外的な PR活動を戦略的に実施す

る。 

上田地域農業分野との連携協定締

結を実現し、地域内農業の活性化へ

のかかわりを深める。 

地元経済界（上田商工会議所等）と
連携など、経済界との関係強化を図
る。 

【取組内容】 

 大学ホームページにおいて、昨年度制定した大学ビ

ジョン・シンボルマークを公表するとともに、未来創

造基金創設について詳細内容を掲載し PRを図った。

また、上田市の広報うえだにおいて大学ビジョン・シ

ンボルマークが掲載され広く市民に広報できた。 

 上田地域農業分野との連携協定については相手方

の状況を踏まえながら継続して検討することとし

た。 

 地元経済界（上田商工会議所・上田市商工会・真田

町商工会の３団体）と連携協定を締結し関係強化を

図った。 

 

【資料番号】 

 67-1 大学ビジョン（ホームページ）（53-2再掲） 

 67-2 シンボルマーク（ホームページ） 

 67-3 広報うえだ 5月 1日号（抜粋）（53-3再掲） 

 67-4 上田商工会議所、上田市商工会、真田町商工

会との連携に関する協定書（13-1再掲）                       

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度はホームページの活用や上田市の協力を得

て、大学広報をより効果的に実施できるよう体制を

整備する。 

 また、連携協定を締結した各団体との具体的な連携

事業を検討する。 

b 
79(a) 

(1)大学の取組みや運営状況が積極的に PR されて

いるか、資料からは確認できない。 

(3)シンボルマークを PR してもブランドイメージ

が向上する訳ではない。 

b 
79(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【地域への情報発信】 

大学の運営状況や教育研究活動の状況
など、ホームページ等で積極的に公開す

るとともに、設置者である上田市及び市
議会に随時運営状況を報告する。 

68 上田市ならびに上田市議会への

大学運営状況の報告を強化するとと

もに連携強化に取り組む。 

地域内産業界との懇談会を継続し

「地域に求められる人材育成」を推進

し、地域産業界へ認知度向上を図る。 

「公立大学法人長野大学ビジョン」

に基づき UI 戦略を本格的に実行し、

学内への浸透を図るとともに、対外的

な PR 活動を戦略的・統一的に実施す

る。 

「上田わっしょい」・「上田地域産業

展」等の地元イベントに積極的に参加

し、大学の存在や大学の諸活動を地域

にアピールする。 

【取組内容】 

 1 月 16 日に上田市長による教職員を対象とした学

内講演会を開催し併せて意見交換を行った。また上

田市政策企画課と担当者レベルの定期打ち合わせを

月 1 回実施し、大学運営に関する課題の共有や検討

事項の協議を行った。上田市議会に対しては、平成 31

年 3 月定例会での報告の他、懇談会（1 月 22 日総務

文教委員会）を開催し、意見交換を行った。 

 また、上田法人会支部総会において大学ビジョン

を説明したほか、大学イベントや来学者等に大学ビ

ジョンパンフレットを配布するなど、対外的な PR活

動を実施した。新入生にもパンフレットを配布する

など学内への浸透を図った。 

 また、地元イベントである上田地域産業展に参加

し、本学の研究活動の紹介等を行い PRに努めた。な

お、上田わっしょいは雨天のため中止となった。         

 

【資料番号】                      

 68-1 議員懇談会資料 

 68-2 大学ビジョンパンフレット 

 68-3 上田地域産業展資料 

【今後の課題・方向性】 

 上田市とは次年度以降も定期打ち合わせを実施す

るほか、次年度は担当者レベル以外にも部長、常任理

事を交えた打ち合わせを 2か月に 1回程度実施する。 

 産業界他対外的な情報発信を随時行える体制の構

築が急務となっているため、次年度は連携協定の締

結先の団体と協議する等、対策を検討する。 

b 
80(b) 

(1)上田市、上田市議会、地域産業界と懇談会等を

開催し、意見交換している。 

(3)意見交換した内容を教職員が共有し、指摘事項

等があれば、業務改善につながるように取り組ん

でいただきたい。 

b 
80(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

 イ 大学広報 

 【シンボルマーク等の策定】 

市民の期待に応える新大学として、対
外的なアピールを強化するため、新たに
大学の理念、ビジョン、校歌、校章、シン

ボルマークなどを、学内選定委員会を設
置し、新規制定を検討する。 

69 前年度に策定したシンボルマー

クの学内外への浸透および発信に向

けて各種活動を展開する。 

平成 30 年 4 月 2 日シンボルマーク

公表予定。 

シンボルマークを活かした大学Ｐ

Ｒのために大学グッズの制作に着手

する。 

 大学マスコットキャラクターの制
定を目指す。 

【取組内容】                       

 4月 2日に大学ビジョンと併せてシンボルマークの

公表を行った。シンボルマークは大学正面玄関にバ

ックパネルを常設する等、学内者及び来学者に対す

る浸透に取り組んだ。また教職員用の襟章を制作し、

勤務時間内の着用を求め、意識向上を図った。併せて

対外的な PRとして、上田駅前看板のデザインを馬場

雄二氏（大学シンボルマーク制作者）による新規デザ

インに変更した。 

 その他、シンボルマークを使用した大学グッズを制

作（クリアファイル、ボールペン）したが、大学マス

コットキャラクターについては、必要性を含め引き

続き検討することとした。     

 

【資料番号】                      

 69-1 大学ビジョン・シンボルマーク・未来創造基

金披露式資料 

 69-2 駅前広告塔完成披露資料 

  

【今後の課題・方向性】 

 シンボルマークの使用に関するルールの整備が十

分でないので、次年度は教職員・学生・学外者がマー

クを使用する際の制度を定め、適切な運用を行う。 

b 
81(b) 

(1)シンボルマーク等を活用した PRした。 
(3)シンボルマーク等以前に、大学の理念やビジョ
ンそのものを外にアピールすべき。 
 マスコットキャラクターの必要性は何か、大学
のブランド化の方向性や具体的な施策を再検討し
た方が良いのではないか。 

b 
81(b) 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
学生納付金は、入学定員の確保や社会情勢、法人の収支状況等を勘案した適切な金額を設定し、安定した収入の確保に努める。 

 また、科学研究費助成事業のほか、各種補助金、共同研究・受託研究収入、寄附金など、外部資金獲得のための組織体制を構築し、積極的に外部資金の獲得を図る。 
 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 学生納付金は、公立大学として、全国の国公立大学との志願者獲得競争に対抗しうる、また高等教育の機会均等に果たす役割を踏まえ、自己収入が増加（経営努力認定：入学定員超過など）した場合
は、他の国公立大学との均衡を踏まえた適切な額となるよう見直し、上田市議会の議決、上田市の認可を得るよう取り組む。 

 （１）地元企業や団体、個人への寄付金募

集等により、自己収入の確保を図る。 

70（１）長野大学未来創造基金を広く

ＰＲし、財源確保のため地元企業や団

体、個人への寄付金募集に取り組む。 

 

【取組内容】 
 未来創造基金についてホームページに掲載したほ
か、教職員による地域企業への寄附金募集の訪問依
頼実施により、1,668千円（個人 7件 148千円、企業
24件 1,520千円）の寄附を受領した。 
                    
【資料番号】                    
 70-1 長野大学未来創造基金管理表（抜粋）（53-4
再掲） 
 
【今後の課題・方向性】 

 次年度は、寄附金募集の拡大を図るため、教職員
による募集活動の推進はもとより、同窓会・後援会へ
の働き掛けを行う。また寄附者から継続支援を得ら
れるよう、訪問実施のほか寄附者特典の充実を図る。 

a 
82(b) 

(1)未来創造基金、寄附金募集に取り組み、自己収

入を確保した。 

a 
82(b) 

 （２）外部資金等の募集情報を積極的に
収集、教員に迅速に提供し、申請に当たっ
ての内容説明や申請書類作成支援を行う

など、研究支援の体制を強化し、科学研究
費助成事業のほか各種補助金、各種寄付
金、共同研究・受託研究収入など競争的外

部資金獲得を図る。 

71（２）科学研究費助成事業のほか各
種補助金、各種寄付金、共同研究・受
託研究収入など競争的外部資金獲得

を図るため、外部資金等の募集情報を
積極的に収集、教員に迅速に提供し、
申請に当たっての内容説明や申請書

類作成支援を行う。 

【取組内容】 

 地域づくり総合センターにおいて、学外の団体等

が公募する競争的外部資金の募集情報を収集し、そ

の都度、研究者に電子メールで発信した。（年間 49

件を発信、6件の応募申請があり、3件が採択され

た。） 

 

【資料番号】 

 71-1 募集情報関係資料 

【今後の課題・方向性】 

 さらに公募情報の収集に努め、外部資金の獲得を

推進する。しかし、間接経費のない助成金もあり、

採択に応じた研究支援体制の整備が課題である。 

b 
83(c) 

(1) 昨年度と同様、競争的外部資金獲得を図るため

の取組みとして、募集情報の発信は極めて限定的

であり、外部資金獲得に対する積極的な取組みと

言い難い。 

 

c 
83(c) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

 （３）学生募集状況を踏まえ、適正な入学
定員の見直しを行う。 

72（３）入学者の確保による自己収入
の安定確保に努めるとともに、学生納

付金について検討を行う。 

【取組内容】                    
  全学部で入学定員を充足したため、自己収入は安
定確保できた。大学の適性規模に関しては、学部・学
科再編計画の検討における重要事項として位置づ
け、計画を具体化させながら方向性を見出すことと
した。                                 
【資料番号】                        
 72-1 2019（平成 31）年度入学試験実施結果デー
タ (34-5再掲) 
 
【今後の課題・方向性】 
  学部・学科再編計画を具体化させるために必要な
財政推計を行うなど、大学全体の規模を確定させる。 

b 
(新) 

(1)自己収入を安定確保できている。 

(3)財政シミュレーション等したうえで、定員の適

正規模を算出すべき 

b 
(新) 

 （４）業務に関する料金や受益者負担金

について、他大学の動向や法人の収支状
況等を考慮した料金設定を行う。 

【年度計画に記載なし】  

 

(3)年度計画に記載はないが、中期計画に対して、

どのような状況か、把握されているか。 

 

 財務内容の改善に関する指標 

◇入学志願者の確保や外部研究資金等の
獲得に努め、自己収入の６年間総額が、第
１期中期計画の総額（６，９４０百万円）

を上回るようにする。 

【年度計画に記載なし】  

 

(3)年度計画に記載はないが、中期計画に対して、

どのような状況か、把握されているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

  

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
大学運営に要する経費として運営費交付金が上田市から交付されていることを十分認識し、大学運営全般について支出内容の精査に努め、組織運営及び人員配置の改善、事務事業

の簡素化、外部委託化、情報化などにより、人件費を含む経費の抑制を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３ 経費削減に関する目標を達成するための措置 

 （１）契約方法について入札制度の活用
など競争原理を働かせるとともに、物品

購入の集約化一元化・複数年契約の導入、
外部委託など、経営上の課題を洗い出し
対策を進める。また、ＩＣＴ（事務系シス

テム）の活用による業務改善及び事務業
務の効率化、ＬＥＤなどの環境負荷低減
と節減効果が見込める機器の導入のほ

か、節電節水など光熱水費等の節減等に
より管理経費の健全化を図る。 

73（１）契約に関しては、入札制度な

ど競争原理を働かせる。 

 契約、管財を担当する部署を設け、
入札・契約・財産管理等に関し適正な

運用を行う。引き続き、ＬＥＤ照明へ
の切り替えを行う。 

【取組内容】                                      

  施設・管財・契約担当部署を設置し、契約や財産

管理等の適正な運用を行う体制を整備した。契約に

関しては規程に基づいた事務手続きの手順書を作成

して周知徹底を行った。LED照明への切り替えは予

定どおり行った。                       

 

【資料番号】                        

 73-1 契約事務・会計処理マニュアル 

 73-2 ＬＥＤ3号館研究棟竣工届 

 

【今後の課題・方向性】 

 次年度本格的に取り組む内部統制システムの構築

に向け、入札・契約に関する事務手続きの体制を整

え、適正な運用を行う。 

a 
85(b) 

86(b) 

(1)契約や財産管理等の適正な運用に努めている。 

LED 照明への切り替えも実施されている。 

b 
85(b) 

86(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（２）定員管理と人件費の抑制 

 ア 定員管理 

入学定員の見直し（定員増）、学部・学

科再編、大学院設置など、この中期計画実

現のために必要な教員確保にむけて、人

事委員会を設けて人事計画策定のうえ、

円滑かつ公正な審査を経て、採用する。 

このほか非常勤教員や任期付教員を含

めた教員配置を行う。（定員増に伴う専任

教員の増員数：平成３０年度１名、平成３

１年度２名、平成３２年度１名、平成３３

年度１名 計６１名） 

事務職員は効率的な業務運営を前提と
した正規職員、定年後の再任用職員、嘱託

職員及び臨時パート職員の配置を行うと
ともに、総合戦略室には外部人材を登用
するなど大学目的を達成するために人員

体制を整備する。 

74 入学定員の見直し、学部・学科再

編等をにらみ、計画実現に向けた人員

確保のための中長期的な人事計画を

策定する。 

 なお、定員増にともなう措置とし

て、平成３１年度の教員数を５９名と

する。また、学部・学科改編に伴う中

長期的な人事計画を策定し、外部から

の人材登用も含め組織の充実を図る。 

【取組内容】                        

  内部での検討に時間を要し、学部・学科再編計画が
確定しないため、中長期的な人事計画が策定できな
かった。よって d評価とした。 

  また、年度末に自己都合退職が 3 名あったため、
計画した教員数 59名が実現できなかった。 
 

【資料番号】                       
 74-1 教員の異動（2018～2020予定） 
 

【今後の課題・方向性】 
学部・学科再編計画を確定させるために各学部の

学びの内容の具体化を早期に図り、必要な教員数を

人件費や基準教員数の観点から確定させ、学部再編
のタイムスケジュールに沿った人事計画を次年度中
に完成する。 

d 
87(c) 

(1)学部学科再編等に伴う、中長期的な人事評価が

策定されていない。 

 教員数 59 名を実現できていない。 

 

d 
87(c) 

イ 人件費の抑制 

教育研究水準の維持向上に配慮しなが

ら、組織運営の効率化、非常勤教員も含め
た人員配置等について、定期的に見直し、
人件費の抑制を行う。 

75 人件費の抑制を意識した人事計

画等を策定し、配置等を行う。 

【取組内容】                        

 人件費の抑制を意識しつつも、公立大学として実

施すべき業務を確実に行うための体制整備に注力し

た結果、人事計画の策定には至らず C 評価とした。

なお、グループ制を敷いて各担当部局間での協力関

係を強化した。 

 

【資料番号】                        

 75-1 平成30年度公立大学法人長野大学組織体制 

【今後の課題・方向性】 

 グループ制の実効性を高めるため、それぞれのグ

ループに配属されている次長の権限を整備するとと

もに、グループ内から組織改善に関する提案が積極

的に出されるような体制整備に向け、課長会議等で

検討を行う。 

c 
89(b) 

(1)人件費の割合が昨年度よりも増えている。 

(3)業務効率を上げて、人件費の抑制に取り組む必

要がある。 

c 
89(c) 

経費削減に関する指標 
◇自己収入の増加とともに人件費の抑制
に努め、総支出額に占める人件費の割合
※を６０％以下とすることをめざす。 
※人件費の割合＝人件費（退職金除く）÷
総支出額（運営調整積立金含む） 

【年度計画に記載なし】 【取組内容】 
平成 30年度における人件費の割合 
人件費（退職金除く）÷総支出額（運営調整積立金含
む）＝63.3％   
（平成 29年度 61.6％） 
 

― 

(3)今後、学部学科再編に伴う人員の増加が見込ま

れる。将来計画のなかで、どう整理していくの
か。 ― 
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第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 ４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
資産の実態を常に把握・分析し、安全かつ効果的な運用管理を行う。 

また、地域貢献活動の一環として、教育研究に支障のない範囲で、大学施設の地域開放を行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

４ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

 (1) 安全かつ効果的な資産の運用 

資産の状態を常に把握・分析し、安全か

つ効果的な運用管理を行う。 

 

76 資産の実態を常に把握・分析し、

安全かつ効果的な運用管理を行う。 

 

【取組内容】                        

 資産運用については、安全性の高い金融商品に限

定して行った。 

 

【資料番号】                        

 76-1 資産運用益資料 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き安全を最優先とした運用管理を行う。 

b 
90(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

(3)各種法令及び公立大学法人の会計基準に則り、

安全かつ効果的に継続した運用を求める。 

b 
90(b) 

(2) 地域への施設開放 

 教育研究に支障のない範囲で、大学施
設の地域開放を行う。その際は、受益者負
担の観点から、学外者の施設利用料金等

を適切に設定する。 

77 大学施設の地域開放（貸出）を継

続して行う。 

【取組内容】                    

 学外への施設貸出しを 58件(教室等 25件、体育施

設 9件、駐車場 24件)行った。               

 

【資料番号】                        

 77-1 施設貸出一覧 

 

【今後の課題・方向性】 

 引き続き、貸出しを継続する。 

b 
91(b) 

(1)施設貸出を適切に行っている。 

(3)地域への施設開放について、継続した運用を求

める。 

b 
91(b) 
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第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 １ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 
教育研究活動及び業務運営について、大学の自己点検・評価体制を整備し、定期的に自己点検・評価を実施する。 

また、第三者機関による評価も活用し、教育研究活動や業務運営の見直しと改善に取り組む。これら自己点検・評価及び外部評価の結果は、速やかに公表する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 自己点検・評価に関する目標を達成するための措置 

（１）学内における自己点検・評価体制の整備 

 教育研究活動及び業務運営について、

教育研究審議会を中心に大学の自己点
検・評価体制(学長主導による自己点検評
価委員会)を整備し、実行計画を策定し、

改善を図るなど、定期的に自己点検・評価
を実施する。 

78 自己点検評価委員会において、認

証評価の最新の動きを把握する。 

【取組内容】          

 日本高等教育評価機構の評価員として、2名の教員

を派遣し、最新の認証評価の動きについて情報収集

を行った。 

 大学戦略運営会議において、平成 30年度の評価基

準見直しに関する情報共有を行った。                  

 

【資料番号】                   

 78-1  第 5回大学戦略運営会議次第 

 78-2  内部質保証を重視した評価への転換 

 

【今後の課題・方向性】 

 次回の認証評価を予定している令和 4年度に向け、

必要な準備を進めるとともに、受審する評価機関に

ついての検討も行う。 

 

b 
92(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

b 
92(b) 

（２）外部評価の活用 

 大学機関別認証評価等の第三者評価を

活用し、教育研究活動や業務運営の見直

し及び改善に取り組む。 

また、上田市の評価委員会の評価結果
を、上記自己点検に反映し、教育研究活動
及び大学運営に生かしていく。 

79 認証評価基準等を重視し、大学の

目標設定、各種支援、運営等を行う。 

【取組内容】            

 評価委員会の評価をふまえ、評価結果を業務運営

の改善に反映させるため、学内で課題を共有した。 

 

【資料番号】                  

 79-1 業務実績報告書の対応要領                   

 

【今後の課題・方向性】 

 認証評価の評価基準の転換（内部質保証の重視）を

踏まえ、評価受審の準備を進める。 

 

b  
93(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

b 
93(b) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

（３）自己点検・評価の公表 

 自己点検・評価及び外部評価の結果は
速やかに公表する。 

なお、平成３２年度に、志願者状況、人事
計画、学部改編ほか中間評価を実施し、評
価結果を基に中期計画の進捗状況を検証

するとともに、上田市、評価委員会、市議
会に報告し、意見を聞き、さらなる課題解
決や改革へのアクションプログラムに着

手する。 

80 認証評価機関（日本高等教育評価
機構）の評価基準等を踏まえ、年度計

画書および業務実績報告書を作成し、
公表する。 

【取組内容】            

 平成 30年度計画を設置団体に提出するとともに、

平成 29年度業務実績報告書を作成し、評価委員会に

よる評価を受審し、評価結果を公表した。                    

 

【資料番号】                    

 なし（平成 29 年度業務実績報告書、平成 30 年度

年度計画を参照） 

 

 

【今後の課題・方向性】 

 法人と大学の自己点検評価の手順を明確化させる

必要がある。 

a  
(新) 

(1)業務実績報告書を公表している。 

b 
(新) 

 

 

第５ 自己点検・評価及び情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 ２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに、公立大学法人として社会への説明責任を果たすため、情報公開の促進を図る。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 情報公開の推進に関する目標を達成するための措置 

 公立大学法人として社会への説明責任

を果たすため、法人組織のもとに「総合戦
略室」を置いて情報公開の促進を図り、法
令上公表が定められている事項はもとよ

り教育研究活動や地域貢献活動等につい
て、ホームページ等を通じて積極的に公
表する。 

81 情報公開、個人情報保護の適正な

運用に向けて、法令上公表が定められ
ている事項はもとより、教育研究活動
や地域貢献活動等について、ホームペ

ージ等を通じて積極的に公表する。 

【取組内容】           

 設置団体である上田市の情報公開条例、個人情報

保護条例の実施機関として、36 件の開示請求に対応

した。 

また、本学の活動状況についても積極的にホーム

ページに掲出した。                  

 

【資料番号】                   

 81-1 平成 30年度情報公開、保有個人情報開示請

求一覧 

 81-2 ホームページ「ニュース＆トピックス」（63-

2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

 上田市の実施機関として、引き続き条例・規程に基

づいた適切な運用を行う。 

b 
94(b) 

(1)相応の進捗と判断する。 

b 
94(b) 

 



86 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 １ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 人権の尊重や法令遵守に対する学生や職員の意識の向上に努め、環境に配慮した活動を実践するなど、公立大学法人としての社会的責任を果たす。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

１ 社会的責任に関する目標を達成するための措置 

 （１）人権侵害の防止や法令遵守 
（コンプライアンス）に対する学生や職
員の意識向上を目的とした研修を実施す
る。 
 
（２）文部科学省が示す「研究機関におけ
る公的研究費の管理・監査のガイドライ
ン」を遵守し、学内の公的研究費のコンプ
ライアンスを徹底する。 
 
（３）教職員一人ひとりが誠実かつ  公
正に諸活動を展開するため、教職員行動
規範（仮称）を策定する。 

82 教職員一人ひとりが誠実かつ公
正に諸活動を展開するため、役員・教

職員行動規範を策定する。 

【取組内容】 

 中期計画及び業務方法書に基づき役員・教職員行

動規範を策定した。                     

 

【資料番号】                      

 82-1 公立大学法人長野大学役員・教職員行動規

範 

 

【今後の課題・方向性】 

 役員・教職員に行動規範を周知し、それぞれが高潔

な価値観、倫理観を持って誠実かつ公正に事業活動

に取り組み、意識向上を図る。 

a 
95(b) 

(1)教職員行動規定を策定した。 

(3)規定策定後、全教職員が誠実に事業に取り組

み、継続して意識向上を図ってほしい。 

 

b 
95(b) 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 良好な教育研究環境が保持されるよう既存施設の適切な維持・管理を行うとともに、施設設備の整備・更新は、組織改編などを考慮した長期的かつ総合的な整備計画に基づいて行う。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （１）施設設備の効率的な維持管理を行
うとともに、全ての学生が学びやすい良
好な教育研究環境の整備に努める。 

83（１）施設設備の効率的な維持管理

を行い、教育研究環境の整備に努め

る。 

 定員増に対応するための教室等増
設や、女子学生増に対応するための施

設整備を行う。 

【取組内容】   
 施設設備の維持管理については、建物の経過年数
を考慮したうえで、必要最低限の改修工事に留めて

維持管理を行った。建物検査による指摘事項（軒樋修
理・建物基礎改修工事等）の改善を行った。また学生
からの要望により駐輪場の増設工事を実施した。学

生の増による教室の改修工事、女子学生増加による
トイレの増設、6号館空調機器の改修工事など良好な
教育研究環境の整備に努めた。    

【資料番号】                     
 83-1 平成 30年度施設設備改修工事実施一覧 
【今後の課題・方向性】 

 既存の施設の老朽化した部分に優先順位をつけて
修繕計画を策定し計画的な修繕を進める。 

b 
96(b) 

(1)教育研究環境の整備に努めている。 

b 
96(b) 



 

87 

 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （２）施設設備の整備・更新にあたって

は、学部・学科の改編や大学院の設置など

を考慮した中長期的な整備計画を策定す

る。（平成３２年度まで） 

※入学定員の見直しに伴う施設設備は
既存のもので対応。 

84（２）施設設備については、学部・
学科の改編や大学院の設置を視野に
入れ、中長期的な施設整備のマスター

プランを策定する。 

【取組内容】 

 学部・学科再編や大学院の設置を視野に入れて、中

期的な施設整備のマスタープランを策定するための

業者選定に関する仕様書を策定し、入札により業者

を決定したが、策定には至らなかったため C 評価と

した。 

 

【資料番号】                    

 84-1 キャンパスマスタープラン策定契約書 

 

【今後の課題・方向性】 

 学部再編計画の確定に向けた検討と連携して進め

ていき、次年度中の策定を目指す。 

c 
97(b) 

(1)施設整備マスタープランが策定されていない。 

c 
97(c) 

 （３）学内ネットワークシステムや事務
系システム等については、セキュリティ

上の観点から適切に保守および更新を行
う。 

85（３）本学の基盤システムの更新時

期に伴い計画的に機器の更新を進め、

引き続きセキュリティ対策を強化し

つつ、学生生活と事務局業務を ICT面

から支援する体制の強化にも努める。

また、次世代の ICTキャンパス構想の

検討を大学教育センターと共同で進

めるとともに、次世代 ICTキャンパス

の設計を目指す。 

 なお、事務用パソコンが老朽化して
いるため、新型機種への更新も実施す

る。特に、現在使用している OS のメ
ーカーサポート終了が迫っているた
め、最新の OSへの移行を行う。 

【取組内容】 

 情報システムについては、安定したネットワーク

の運営・保持に努めた。特に基盤システムの更新を

実施した。また、無線 LAN システムについては、ア

クセスポイントを増設。パソコンを用いた講義環境

の向上を図った。また事務用パソコンの老朽化に伴

い入替導入を実施。OSについても最新のものを採用

し効率的な事務処理ができるように努めた。さらに、

昨年度導入したネットワーク検疫システムの高度な

運用に関するノウハウも学内に蓄積された。                          

 

【資料番号】                  

 85-1 ネットワーク整備に関する資料（基盤整備、

ﾈｯﾄﾜｰｸ整備）  

 

【今後の課題・方向性】 

  老朽化への対応だけではなく、次世代の ICT キャ

ンパス構想の検討を進めていく。 

b 
98(b) 

(1)ネットワーク運営等に努めている。 

次世代 ICT キャンパス構想の検討がされていな

い。 

b 
98(b) 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

２ 施設設備の整備に関する目標を達成するための措置 

 （４）学校法人からの寄付金を活用し、教
育・研究の向上等を目的とした施設設備

の整備・更新（ネットワーク更新含む）を
行う際は、使途を特定したうえで実施す
る。 

86（４）学校法人からの寄付金を基金
として、教育研究環境の整備を計画的

に進めるための、準備をする。創設し
た未来創造基金の活用により、学生支
援、研究支援、快適なキャンパス整備

等を行う。 

【取組内容】  

 未来創造基金運営委員会を開催し、基金管理・運

用方法に関する必要な事項を定めた。 

 基金については、平成 30年度の事業計画を基本と

して各事業の支援に活用した。       

 

【資料番号】                    

 86-1 未来創造基金運営委員会議事録 

 86-2 平成 30 年度長野大学未来創造基金支出状

況表 

 

【今後の課題・方向性】 

 未来創造基金の運営方法は毎年見直し、制度の充

実を図る。また学部・学科再編を念頭におき施設整備

基金に関する制度設計についても状況に応じて確

認、検討していく。 

b 
99(b) 

(1)未来創造基金を活用し、学生支援等を行ってい

る。 

b 
99(b) 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 学内の安全衛生管理、事故防止、災害発生時など緊急時の適切なリスク管理を行うとともに、個人情報の保護など情報に関するセキュリティを確保する。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （１）災害等不測の事態に適切に対応で
きるよう、防災訓練を実施するとともに、
危機管理マニュアルを随時更新し、適切

なリスク管理を行う。 

87（１）平成 29 年度防災訓練の反省

点をふまえ、災害を想定した防災訓練

を実施する。 

【取組内容】 
 前年度の反省・指摘を踏まえ、ストレッチャーを
使用した怪我人（障がいのある学生）の搬送訓練も実
施した。            
 危機管理マニュアル更新の一環として、「事件・事
故発生時のフローチャート」を更新した。 
 
【資料番号】                    
 87-1 ニュース＆トピックス（平成 30 年度避難訓練を

実施しました） 
 87-2 消防計画 
 87-3  消防訓練報告 
 87-4 平成 29 年度防災訓練実施に関する意見指
摘等 
 87-5 事件・事故発生時のフローチャート 
 
【今後の課題・方向性】 
 継続して防災訓練の内容、練度向上に努めるほか、
来年度は災害時の大学間連携に関する検討を進め
る。 

a 
100 

(b) 

(1)防災訓練を実施し、危機管理マニュアルも更新

された。 

(3)適切なリスク管理のため、危機管理マニュアル

等の随時更新を求める。 

b 
100 

(c) 

 （２）安全衛生管理に関する研修等を定

期的に実施する。 

88（２）安全衛生管理に関する研修等

を定期的に実施する。 

【取組内容】         

 教職員を対象に普通救命講習会（AED の使い方含
む）を実施した。           
 

【資料番号】                  
 88-1 普通救命講習会資料 
 

【今後の課題・方向性】 
 次年度も引き続き実施し、その他メンタルヘルス
の講演会を実施するなど安全管理の向上に努める。 

a 
(新) 

(1)安全衛生管理に関する研修を実施した。 

b 
(新) 
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中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事項） 

評価 

区分 

３  安全管理に関する目標を達成するための措置 

 （３）個人情報保護法を遵守し、個人情報
を安全かつ適正に管理・運用する。 

89（３）上田市の個人情報保護条例の

実施機関として、個人情報保護規程に

基づき、個人情報を適正に管理・運用

する。 

【取組内容】            
 延べ 36件の情報公開請求、保有個人情報開示請求

があり、このうち部分開示決定とした 2 件について
は審査請求人から審査請求が提出されたため、上田
市の情報公開・個人情報保護審査会に対し諮問を行

った。               
【資料番号】                  
 89-1 平成 30年度個人情報、保有個人情報開示請

求一覧（81-1再掲） 
 89-2 鏡文 
【今後の課題・方向性】 

 個人情報等を適切に管理していくため、教職員へ
の周知を行うなど意識向上に努める。 
 上田市の実施機関として、引き続き条例・規程に基

づいた適切な運用を行う。 

a 
(新) 

(1)個人情報を適正に管理運用している。 

b 
(新) 

 （４）セクシュアル・ハラスメント、アカ
デミック・ハラスメント等を防止するた

めの研修等を実施する。 

90（４）人権侵害防止に関する全学的
な研修会を開催する。また、ハラスメ

ント研修に関しては、階層別研修を計
画・実施する。 

【取組内容】            
 平成 30年度は、人権侵害防止に関する研修会とし

て、ハラスメント研修会（サークル監督者と学生間の
ハラスメント防止）を開催したほか、（特定非営利法
人自立生活センター町田ヒューマンネットワーク理

事長堤愛子氏を招き、）優生思想や優生保護法、強制
不妊手術等の歴史や事例について、映像や資料を交
えた講演会を開催した。           

【資料番号】 
 90-1 ハラスメント研修会資料 
 90-2 研修会アンケート 

 90-3 優生思想や優生保護法に関する講演会資料  
【今後の課題・方向性】 
 次年度も全学的なハラスメント研修会を実施

し、教職員の出席率向上を図る。    

a 
101 

(b) 

(1)ハラスメント研修会等が開催されている。 

b 
101 

(b) 

 （５）定期健康診断、ストレスチェック等

のシステム化を図り、教職員の健康管理
を適切に行う。 

91（５）ストレスチェックの集団分析

（組織ごとの傾向分析）を行う。 

【取組内容】         

 ストレスチェックを実施し、高ストレス者に対す
る産業医の意見に基づき、所属長による面接、環境変
更等職場環境の改善に努めた。また、組織毎の集団分

析を実施した。     
【資料番号】                  
 91-1 ストレスチェック実施資料 

【今後の課題・方向性】 
 来年度は働き方改革関連法に基づき、教職員の健
康相談体制を強化するほか、健康情報の適正な取り

扱いに関する指針を定める。 

a 
102 

(b) 

(1)ストレスチェックの集団分析を実施した。高ス

トレス者には、職場環境の改善に取り組んでい

る。 

a 
102 

(b) 
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第６ その他業務運営に関する目標を達成するための措置 

 ４ 環境への配慮に関する目標を達成するための措置 
 

中期目標 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効果が見込める機器の導入のほか、節電節水など光熱水費等の節減等により省エネルギー、省資源化に取り組む。 

 
 

中期計画 年度計画 

法人による自己点検 評価委員会による評価結果 

計画の実施状況 
評価 

区分 

計画の実施状況 

（(1)評価理由、(2))評価できる点、(3)課題、指摘事

項） 

評価

区分 

４  環境への配慮に関する目標を達成するための措置 

 ＬＥＤなどの環境負荷低減と節減効

果が見込める機器の導入のほか、節電
節水など光熱水費等の節減等により省
エネルギー、省資源化に取り組む。 

92 ＬＥＤなどの環境負荷低減と

節減効果が見込める機器を学内の
廊下・研究室に導入するほか、節電
節水など光熱水費等の節減等によ

り省エネルギー、省資源化に取り組
む。 

【取組内容】             

 3号館研究室を中心にＬＥＤ工事を実施した。 

 また、二酸化炭素等の有害物質の排出を抑える

ため、6号館の空調について、灯油使用から天然ガ

ス使用の設備に切り替えを行った。             

 

【資料番号】                  

92-1 6号館空調設備工事完了届 

92-2 ＬＥＤ3号館研究棟竣工届（73-2再掲） 

 

【今後の課題・方向性】 

  引き続き、学内のＬＥＤ化を進め、省エネルギ

ー、省資源化に取り組む。 

a 
103 

(b) 

(1)省エネルギー化に取り組んでいる。 

 空調を灯油から天然ガス使用の設備に切り替

えるなど、環境負荷低減を実施している。 

a 
103 

(b) 

 


